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北海道鹿追町
鹿追町環境保全センター
バイオガスプラントの取組み

　鹿追町は、基幹産業である農業から発生する家畜排せつ物や市街地から発生する生ゴミや下水汚泥等の廃
棄物を有効なバイオマス資源として活用するため、平成19年10月に集中型バイオガスプラントを核とする鹿
追町環境保全センターを整備しました。バイオガスプラントでは、乳牛ふん尿を94.8ｔ/日と成牛換算で1320
頭分に相当する量を処理することができます。メタン発酵過程で発生するバイオガスは年間130万㎥生産さ
れ、発電の燃料として年間220万kWhの電力を生産しています。また、バイオガス精製装置により精製したガ

スを活用し、自動車やハウス暖房用燃料、公共施設
のガス器具燃料としても利用しています。メタン発
酵後の消化液は、有効な有機質肥料として、800 ha
の農地に還元されており、循環型農業の推進が図ら
れています。
　本町には、約１万９千頭の乳牛が飼養されており、
これらの家畜排せつ物を原料とする２基目の集中型
バイオガスプラントの建設を計画しております。
　鹿追町は、豊富に存在する家畜排せつ物等のバイ
オマス資源の活用を図り、基幹産業である農業の生
産性向上はもとより市街地住民に快適な環境を提
供し、本町が目指す、「活きて（経済の発展）生きる（福
祉の増進）」まちづくりを推進していきます。

鹿追町環境保全センター システムフロー図

49.8 /40.0 /

3570m3/

13,500Mcal/
90.2 / 33 /
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新潟県胎内市

下水汚泥の活性炭化と有効利用
　胎内市では、公共下水道ならびに農業集落排水から発生する汚泥を集約して炭化処理をおこない、減容
化・安定化・資源化などに役立てています。
　汚泥は脱水処理された後に、汚泥活性炭化プラントにて乾燥・熱分解・炭化・賦活（高温で水蒸気と反応
させ微細孔構造を発達させ吸着能力を大きくすること）させ、活性炭化製品を製造しています。炭化するこ
とにより脱水汚泥と比較しておよそ1/20に減容化することができ、活性炭化製品は脱臭剤や脱色剤、ダイ
オキシン類吸着剤などとして汚水処理施設やごみ焼却施設で利活用できます。
　設備の特徴は、脱水汚泥を熱効率の高い解砕機で乾燥する乾燥設備と、乾燥した汚泥を低酸素状況下で熱
分解させることによって炭化製品を造る炭化設備にあります。乾燥設備は平均含水率約75％の脱水汚泥を
粉砕しながら乾燥用の熱風と接触させ、瞬時に汚泥を含水率20％以下まで乾燥します。炭化設備は乾燥設備
より送られた乾燥汚泥を外熱スクリュー式炭
化炉の中で900～950℃で間接的に熱を加
え、再乾燥→炭化→賦活の工程を経て活性炭
化製品となります。また、乾燥設備で使用す
る熱風用の熱源は炭化炉からの排ガス熱を
熱交換機で回収し、再び乾燥設備に送り込む
システムや、乾燥設備や炭化工程で発生した
ガスは炭化炉での燃焼用ガスとして利用さ
れており、汚泥から発生するエネルギーを利
用する省エネタイプの設備となっています。
　胎内市は、平成23年３月に策定した胎内
市環境基本計画のもと『未来へ繋ぐこの奇跡
－よどみない美しい環境を守りともに育てて
いくまち「胎内」』をスローガンに、これから
も自然環境・生活環境・社会環境・地球環境
に貢献する街づくりに取り組んでいきます。 乾燥汚泥

汚泥炭化棟 炭化炉

炭化製品

活性炭化設備　フローシート
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　平成24年度は新潟市の下水道事業の着手から60年にあたりました。昭和27年当時の新潟市は、市街地中心部を縦

横に流れる堀と柳、その堀に姿を映す古町芸妓（200年の伝統を誇り京都祇園と並び称されてきた）が行き交う風情が

まだ色濃く残っていました。堀の名は、現在も地名や道路の名前として西堀、東堀、新堀、一番堀など多数残っています。

しかし人口増加や堀の勾配が緩慢なため汚水が停滞し衛生上の問題が生じたことから堀は埋め立てられ、その代替え

として下水管が布設されました。その後昭和39年の新潟国体に合わせて供用した船見下水処理場が、供用１ヶ月後に

発生した新潟地震で壊滅的な打撃を受け、復旧には３年費やしました。

　平成３年からは全国平均よりも低い下水道普及率（33％、全国45％）を年３％アップで取り組んできました。平成

10年には全国平均に追いつき、その後平成17年には市町村合併、平成19年の本州日本海側初の政令指定都市移行を

経て、平成24年度末で80％に達しました。今後は短期間の投資による資本費増大が経営の大きな課題です。

　新潟市では、安心安全の土台を強化することが市政の大きな柱の一つになっています。浸水対策については、平成

10年の時間97㎜の降雨を最高に近年集中豪雨が多発しており、市街地中心部は海抜０ｍ以下で、自然排水ができな

い地形であることから、雨水施設整備を精力的に進めるとともに、低地などでの局所対策も行っています。信濃川の

河口に位置する新潟市にとって地震・津波対策も進める必要があり、さらに老朽化する施設の増加に対応するために

下水道施設の機能確保も大きな課題となっています。また、地味な下水道をＰＲするために若手のプロジェクトチー

ムを（女性をリーダーに）立ち上げ、下水道キャラクターの「水玉ぼうし」とともに多面的な取り組みを行っています。

　再生可能エネルギーについては、新潟県内初の消化ガス発電が今年１月に稼働したことで、平成24年度を「再生可

能エネルギーの取組み元年」と位置づけ、様々な取り組みを始めています。下水汚泥と刈草との混合消化でガス発生

量を増量させる実証実験、太陽光発電の他、下水熱の活用も検討しています。

　今回、消化ガス発電設備を導入した中部下水処理場は、汚泥焼却施設（30ｔ/日）を有していますが、この施設は平

成８年の稼働で老朽化が著しく、またN2O（一酸化二窒素）の削減のため高温焼却（850℃以上）が求められていまし
たが、老朽化対策と高温焼却を行うための費用が多額であり、その対応として焼却施設を休止することが、消化ガス

発電設備導入のきっかけの一つです。消化ガスを主な燃料としていた焼却施設の休止に伴い、余った多量の消化ガス

を有効利用することと併せてCO2の削減に繋がる消化ガス発電設備の導入を決定しました。
　このたびの消化ガス発電設備は、最大出力560 kWを発電することで現在の処理場の電気使用量の約４割を賄え、

地球温暖化対策と共に維持管理コストの削減を図ることが可能となります。また、昨年から下水汚泥と刈草などの未

利用バイオマスを混合して消化ガス量の増量を図るため長岡技術科学大学と共同で実証実験を行っています。刈草は

公園や道路、河川堤防法面などから発生しますが、処分に費用がかかっており、処分費の縮減にも繋がることから早

期の実用化を目指しています。今後は、災害時における下水処理施設や照明施設などで必要となる電力確保や使用電

力規制の対策として、更なる再生可能エネルギーの利用促進が課題となっており、太陽光発電、小水力発電、下水熱

利用などの再生可能エネルギー導入について検討を行い処理場の電力自給率を高めていきたいと考えています。

　最後に、下水熱による融雪の実証実験です。下水管から直接、メンテナンスフリーのヒートパイプで熱を取り出し、

歩道下に埋設して融雪を行うものです。今回はバス停付近の歩道での実験を行い十分な効果が確認されましたので、

今後は施工箇所を拡大し引き続き実証実験を継続していく予定です。

巻 頭 言

新潟市下水道部長　 　

林　　　剛　久

下水道事業着手60年、
　　　 再生可能エネルギー取組み元年

下水道キャラクター
「水玉ぼうし」
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◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆論　　説

余剰脱水汚泥等の
乾式アンモニア・メタン二段発酵による

減量化及びエネルギー回収

１．はじめに

　産業排水ならびに一般排水（下水）を好気的に生物
処理することにより生成する余剰汚泥処理が問題と
なっている。日本全体では毎年乾物基準で230万トン
（7,724万トン（含水率97%））も発生しており、焼却・
埋め立て、セメント、コンポスト化、湿式メタン発酵
処理がなされている。しかし、焼却による処理は、ダ
イオキシン等有害物質発生の可能性がある事、埋立地
の確保も年々困難になっている事、また、近年、コン
ポストは全国的にほぼ需要を満たしつつあり、今後も
日々排出される全国の汚泥をコンポスト処理するこ
とは非現実的です。湿式メタン発酵処理では、減量化
と共にメタンエネルギーが回収されるが、濃縮汚泥を
用いるため、大容量となる上に汚泥の沈降性が激減す
る。したがって、汚泥排出企業はもとより下水処理の
担い手である行政機関にとっては汚泥排出の減容化
とゼロエミッションは大きな課題になっている。
　このような背景のもと、広島県産学官協同研究プロ
ジェクト「有機性排水・余剰汚泥の高効率嫌気性処理
システムの開発」（平成14年11月～18年３月）１）で、
余剰脱水汚泥の乾式メタン発酵技術の開発を行った。
プロジェクト期間中に、１）持続的なメタン生成には
アンモニア濃度の制御が必須であること、２）アンモ
ニア生成はメタン発酵に先立って起こること、そし
て、３）アンモニアを生成させた後、汚泥よりアンモ

キーワード：アンモニア・メタン二段発酵、乾式メタン発酵、エネルギー回収、アンモニア、鶏糞

　広島大学大学院 先端物質科学研究科 特任教授　西　尾　尚　道

ニアを除去することにより持続的なメタン発酵が可
能であることをラボスケールにて明らかにした。さら
に、４）100㎏/日の汚泥処理量を持つベンチスケー
ルシステムを製作・運転し、良好な結果を得た。その
概要を以下に述べる。また、乾式アンモニア発酵の意
義および将来展望を述べたい２）。さらに、この乾式ア
ンモニア・メタン二段発酵は産卵鶏糞の処理にも極め
て有効であり、世界初の鶏糞単独の乾式メタン発酵に
ついても若干紹介したい３－５）。

２．乾式嫌気消化プロセスの開発

２．１　使用汚泥の性状
　種汚泥として広島市大州下水処理場嫌気消化脱水
汚泥（以下大州汚泥）、処理用脱水汚泥として廿日市
市宮島町排水浄化センター余剰脱水汚泥（以下宮島汚
泥）を用いた。各汚泥の性状を表１に示す。余剰脱水

表１　使用汚泥性状

汚泥は全窒素の値が非常に高い。また、湿式メタン発
酵処理により炭素含量が半減しているのが分かる。こ
れを乾式メタン発酵で達成するのが目的である。

２．２　半連続乾式メタン発酵試験
　種汚泥：宮島汚泥の混合比率を３：１とし、55℃で
15日間の乾式メタン発酵をバイアル中で行った。そ
の後、混合汚泥を1/4引き抜くとともに新鮮な宮島汚
泥を同量添加し、15日間の培養を行った。
　本手順を３回繰り返した結果を図１に示す。メタン
生成は、１回目では全湿重量あたり600 mmol/㎏-wet 
weight（以下㎏-wwと表示）であったが、２、３回目
と低下し、４回目で完全に停止した。有機酸並びにア
ンモニア蓄積量は、培養日数が進むとアンモニアの蓄
積が、メタン生成が止まると有機酸の著量な蓄積が認
められた。
　アンモニアは1,800㎎-N/㎏-wwでメタン生成が50 
％阻害された。図１におけるアンモニア及び有機酸の
蓄積の推移では、有機酸の蓄積がアンモニアの蓄積よ
りも遅れており、アンモニアの蓄積がメタン生成を阻
害することで有機酸の蓄積が引き起こすと考えた。こ
の事は、生成アンモニアを汚泥中からあらかじめ除去
すれば、有機酸も蓄積せずにメタン発酵が継続的に進

行することを示唆している。

２．３　汚泥混合比率の検討
　リアクター容積当たりの処理速度を向上させるに
は、種汚泥を少なく処理汚泥を多くする必要がある。
そこで種汚泥：宮島汚泥の混合比を変えて、バイア
ルに調製後、55℃でメタン発酵を行った。その結果、
１）混合比に関わらず、アンモニア生成は培養初期に
起き、アンモニア遊離量は6,000～8,000㎎-N/㎏-ww
に及び、全窒素の60％以上がアンモニアに変換され
る。２）メタン生成は処理汚泥比が0.3以下の時に認
められ、この領域での培地中アンモニア濃度は3,000
㎎-N/㎏-ww以下であった。３）メタン生成があると
総酢酸生成は進むが、メタン生成がないと200 mmol
前後で頭打ちとなる。これらのことは、汚泥の乾式メ
タン発酵ではアンモニア生成がまず培養初期に起こ
り、その後に酸発酵とメタン発酵が同時並行で進行す
ることを示している。
　この「アンモニア生成は培養初期（約５日）に起こ
る」という事実に着目し、まず汚泥からのアンモニア
生成を短期間行った後に脱アンモニア処理を行い、そ
の汚泥を使用することによりアンモニアによる阻害

図１　半連続メタン発酵実験
 図２　脱アンモニア宮島汚泥を使用した半連続式メ 
　　　 タン発酵
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余剰脱水汚泥等の
乾式アンモニア・メタン二段発酵による

減量化及びエネルギー回収

１．はじめに

　産業排水ならびに一般排水（下水）を好気的に生物
処理することにより生成する余剰汚泥処理が問題と
なっている。日本全体では毎年乾物基準で230万トン
（7,724万トン（含水率97%））も発生しており、焼却・
埋め立て、セメント、コンポスト化、湿式メタン発酵
処理がなされている。しかし、焼却による処理は、ダ
イオキシン等有害物質発生の可能性がある事、埋立地
の確保も年々困難になっている事、また、近年、コン
ポストは全国的にほぼ需要を満たしつつあり、今後も
日々排出される全国の汚泥をコンポスト処理するこ
とは非現実的です。湿式メタン発酵処理では、減量化
と共にメタンエネルギーが回収されるが、濃縮汚泥を
用いるため、大容量となる上に汚泥の沈降性が激減す
る。したがって、汚泥排出企業はもとより下水処理の
担い手である行政機関にとっては汚泥排出の減容化
とゼロエミッションは大きな課題になっている。
　このような背景のもと、広島県産学官協同研究プロ
ジェクト「有機性排水・余剰汚泥の高効率嫌気性処理
システムの開発」（平成14年11月～18年３月）１）で、
余剰脱水汚泥の乾式メタン発酵技術の開発を行った。
プロジェクト期間中に、１）持続的なメタン生成には
アンモニア濃度の制御が必須であること、２）アンモ
ニア生成はメタン発酵に先立って起こること、そし
て、３）アンモニアを生成させた後、汚泥よりアンモ

キーワード：アンモニア・メタン二段発酵、乾式メタン発酵、エネルギー回収、アンモニア、鶏糞
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ニアを除去することにより持続的なメタン発酵が可
能であることをラボスケールにて明らかにした。さら
に、４）100㎏/日の汚泥処理量を持つベンチスケー
ルシステムを製作・運転し、良好な結果を得た。その
概要を以下に述べる。また、乾式アンモニア発酵の意
義および将来展望を述べたい２）。さらに、この乾式ア
ンモニア・メタン二段発酵は産卵鶏糞の処理にも極め
て有効であり、世界初の鶏糞単独の乾式メタン発酵に
ついても若干紹介したい３－５）。

２．乾式嫌気消化プロセスの開発

２．１　使用汚泥の性状
　種汚泥として広島市大州下水処理場嫌気消化脱水
汚泥（以下大州汚泥）、処理用脱水汚泥として廿日市
市宮島町排水浄化センター余剰脱水汚泥（以下宮島汚
泥）を用いた。各汚泥の性状を表１に示す。余剰脱水

表１　使用汚泥性状

汚泥は全窒素の値が非常に高い。また、湿式メタン発
酵処理により炭素含量が半減しているのが分かる。こ
れを乾式メタン発酵で達成するのが目的である。

２．２　半連続乾式メタン発酵試験
　種汚泥：宮島汚泥の混合比率を３：１とし、55℃で
15日間の乾式メタン発酵をバイアル中で行った。そ
の後、混合汚泥を1/4引き抜くとともに新鮮な宮島汚
泥を同量添加し、15日間の培養を行った。
　本手順を３回繰り返した結果を図１に示す。メタン
生成は、１回目では全湿重量あたり600 mmol/㎏-wet 
weight（以下㎏-wwと表示）であったが、２、３回目
と低下し、４回目で完全に停止した。有機酸並びにア
ンモニア蓄積量は、培養日数が進むとアンモニアの蓄
積が、メタン生成が止まると有機酸の著量な蓄積が認
められた。
　アンモニアは1,800㎎-N/㎏-wwでメタン生成が50 
％阻害された。図１におけるアンモニア及び有機酸の
蓄積の推移では、有機酸の蓄積がアンモニアの蓄積よ
りも遅れており、アンモニアの蓄積がメタン生成を阻
害することで有機酸の蓄積が引き起こすと考えた。こ
の事は、生成アンモニアを汚泥中からあらかじめ除去
すれば、有機酸も蓄積せずにメタン発酵が継続的に進

行することを示唆している。

２．３　汚泥混合比率の検討
　リアクター容積当たりの処理速度を向上させるに
は、種汚泥を少なく処理汚泥を多くする必要がある。
そこで種汚泥：宮島汚泥の混合比を変えて、バイア
ルに調製後、55℃でメタン発酵を行った。その結果、
１）混合比に関わらず、アンモニア生成は培養初期に
起き、アンモニア遊離量は6,000～8,000㎎-N/㎏-ww
に及び、全窒素の60％以上がアンモニアに変換され
る。２）メタン生成は処理汚泥比が0.3以下の時に認
められ、この領域での培地中アンモニア濃度は3,000
㎎-N/㎏-ww以下であった。３）メタン生成があると
総酢酸生成は進むが、メタン生成がないと200 mmol
前後で頭打ちとなる。これらのことは、汚泥の乾式メ
タン発酵ではアンモニア生成がまず培養初期に起こ
り、その後に酸発酵とメタン発酵が同時並行で進行す
ることを示している。
　この「アンモニア生成は培養初期（約５日）に起こ
る」という事実に着目し、まず汚泥からのアンモニア
生成を短期間行った後に脱アンモニア処理を行い、そ
の汚泥を使用することによりアンモニアによる阻害

図１　半連続メタン発酵実験
 図２　脱アンモニア宮島汚泥を使用した半連続式メ 
　　　 タン発酵
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を回避し、持続的なメタン発酵が可能になるのでは
と、考えるに至った。

２．４　脱アンモニア汚泥を用いた半連続メタン発酵
　種汚泥：宮島汚泥の混合比率を１：４、初発pH７に
調整した汚泥を55℃で６日間培養し、アンモニア生
成を行った。生じたアンモニアを80℃、pH９の条件
下でガスとして放散させて回収し、脱アンモニア汚泥
を調整した。調製した脱アンモニア汚泥を使用して、
２．２で行ったのと同様の乾式メタン発酵を行い、メ
タン生成、アンモニア蓄積量、有機酸蓄積量を測定し
た（図２）。
　この実験で、脱アンモニア汚泥を使用して乾式メタ
ン発酵を連続的に行っても、メタン生成は停止せず、
アンモニアの蓄積も起こらず、有機酸も速やかにメタ
ンに変換されて蓄積しないという結果が得られた。

２．５　脱水余剰汚泥を用いた乾式アンモニア発酵の
最適化

　アンモニア発酵を最適化するために、バイアルレベ
ルでSRT（処理汚泥の滞留時間＝処理時間）の検討
を行った。大州汚泥：宮島汚泥を１：１の比率で混合
し、55℃で培養を行い、10日後に全汚泥を半量引き
抜き、宮島汚泥を半量添加し、SRTを1.33日、２日、
６日、10日に設定し、SRTの半日で全汚泥の半量を
引き抜き、宮島汚泥を半量添加（pH７～８に調整）の
繰り返しを行った。その結果を図３、図４に示す。
　その結果、１）SRT 1.33日でもアンモニア生成菌
の流出は起こらず、連続的にアンモニアが生成され
た、２）汚泥TNに対するアンモニア変換率はどの負
荷でも約60％と一定であった、３）アンモア生成量は
SRT負荷を下げても、ほぼ8000㎎-N/㎏-wwと一定で
あった。
　１～２日程度の短期間で汚泥からアンモニアを遊
離できることから、前段のアンモニア発酵は十分実用
的であろう。ただし、負荷にかかわらずアンモニア生
成が8,000㎎-N/㎏-wwが上限になっているため、宮
島汚泥の特性、生物的な分解の限界、アンモニアによ
るアンモニア発酵菌のタンパク分解阻害等を検討す
る必要があると思われる。
　次に、中温菌が優占している東部汚泥（太田川流域
下水道東部浄化センター）を種汚泥として使用し、培
養温度を55℃に設定してアンモニア発酵を行ったが、
高温菌が優占している大州汚泥と比較しても発酵速
度、宮島汚泥のアンモニア変換率はほぼ同じであっ
た。この事は、アンモニア発酵は種汚泥として特別な
要求はなく、どの消化汚泥でも利用できる事を示して
いる。

図３　宮島汚泥の連続アンモニア発酵

図４　負荷速度とアンモニア生成速度・変換率

　次に、低水分含量におけるアンモニア発酵の温度特
性を調べるために、種汚泥として大州汚泥を使用し、
宮島汚泥のTSを５～15％、温度を35、45、55、65℃
に設定して10日間培養を行った。その結果を図５に
示す。TSが５％では45℃以上が、TSが10、15％で
は55℃がアンモニア発酵の最適条件であった。また
TS５％を超えると65℃ではアンモニア発酵が停止す
ることも分かった。

２．６　乾式アンモニア発酵ベンチリアクター及び脱
アンモニア汚泥調製装置の開発

　脱アンモニア汚泥を用いるとSRT 20日で長期にわ
たる乾式メタン発酵が可能となったが、その日量はわ
ずか250ｇであった。本研究は日量100～150㎏の汚
泥処理装置の稼働を目標としており、ラボレベルから
のスケールアップ量は400～500倍にもなるので、装
置開発は２段階に分けて行った。装置に必要とされる
機能には、①脱水汚泥の仕込み→②乾式アンモニア発
酵→③脱アンモニア操作→④乾式メタン発酵→⑤残
渣排出などが上げられるが、乾式メタン発酵に供する
原料の安定供給の確立が先決であり、上記①～③の機
能を最大150㎏/batchスケールで処理する前段装置
製作を第一段として手掛けた（図６）。
　先ず、乾式アンモニア発酵に関しては、約500㎏の
脱水汚泥（宮島汚泥）の75㎏～100㎏量を６回に分け
て継続的な仕込みを行った。初回は種汚泥として大州
汚泥を等量混じたが、２回目以降はアンモニア発酵汚
泥を種汚泥として約３割を混じて仕込みを行った。仕
込み作業が継続されている時は、ラボ実験では検証で 図５　脱水汚泥の乾式アンモニア発酵

図６　アンモニア発酵ベンチリアクター及び脱アンモニア槽の構成

きなかった発酵日数２日でアンモニア転換率が64％
に及び、所期の技術目標が達成された。
　脱アンモニアは図７に示すアンモニアストリッピ
ングとした。乾式条件でのストリッピング法はコスト
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を回避し、持続的なメタン発酵が可能になるのでは
と、考えるに至った。

２．４　脱アンモニア汚泥を用いた半連続メタン発酵
　種汚泥：宮島汚泥の混合比率を１：４、初発pH７に
調整した汚泥を55℃で６日間培養し、アンモニア生
成を行った。生じたアンモニアを80℃、pH９の条件
下でガスとして放散させて回収し、脱アンモニア汚泥
を調整した。調製した脱アンモニア汚泥を使用して、
２．２で行ったのと同様の乾式メタン発酵を行い、メ
タン生成、アンモニア蓄積量、有機酸蓄積量を測定し
た（図２）。
　この実験で、脱アンモニア汚泥を使用して乾式メタ
ン発酵を連続的に行っても、メタン生成は停止せず、
アンモニアの蓄積も起こらず、有機酸も速やかにメタ
ンに変換されて蓄積しないという結果が得られた。

２．５　脱水余剰汚泥を用いた乾式アンモニア発酵の
最適化

　アンモニア発酵を最適化するために、バイアルレベ
ルでSRT（処理汚泥の滞留時間＝処理時間）の検討
を行った。大州汚泥：宮島汚泥を１：１の比率で混合
し、55℃で培養を行い、10日後に全汚泥を半量引き
抜き、宮島汚泥を半量添加し、SRTを1.33日、２日、
６日、10日に設定し、SRTの半日で全汚泥の半量を
引き抜き、宮島汚泥を半量添加（pH７～８に調整）の
繰り返しを行った。その結果を図３、図４に示す。
　その結果、１）SRT 1.33日でもアンモニア生成菌
の流出は起こらず、連続的にアンモニアが生成され
た、２）汚泥TNに対するアンモニア変換率はどの負
荷でも約60％と一定であった、３）アンモア生成量は
SRT負荷を下げても、ほぼ8000㎎-N/㎏-wwと一定で
あった。
　１～２日程度の短期間で汚泥からアンモニアを遊
離できることから、前段のアンモニア発酵は十分実用
的であろう。ただし、負荷にかかわらずアンモニア生
成が8,000㎎-N/㎏-wwが上限になっているため、宮
島汚泥の特性、生物的な分解の限界、アンモニアによ
るアンモニア発酵菌のタンパク分解阻害等を検討す
る必要があると思われる。
　次に、中温菌が優占している東部汚泥（太田川流域
下水道東部浄化センター）を種汚泥として使用し、培
養温度を55℃に設定してアンモニア発酵を行ったが、
高温菌が優占している大州汚泥と比較しても発酵速
度、宮島汚泥のアンモニア変換率はほぼ同じであっ
た。この事は、アンモニア発酵は種汚泥として特別な
要求はなく、どの消化汚泥でも利用できる事を示して
いる。

図３　宮島汚泥の連続アンモニア発酵

図４　負荷速度とアンモニア生成速度・変換率

　次に、低水分含量におけるアンモニア発酵の温度特
性を調べるために、種汚泥として大州汚泥を使用し、
宮島汚泥のTSを５～15％、温度を35、45、55、65℃
に設定して10日間培養を行った。その結果を図５に
示す。TSが５％では45℃以上が、TSが10、15％で
は55℃がアンモニア発酵の最適条件であった。また
TS５％を超えると65℃ではアンモニア発酵が停止す
ることも分かった。

２．６　乾式アンモニア発酵ベンチリアクター及び脱
アンモニア汚泥調製装置の開発

　脱アンモニア汚泥を用いるとSRT 20日で長期にわ
たる乾式メタン発酵が可能となったが、その日量はわ
ずか250ｇであった。本研究は日量100～150㎏の汚
泥処理装置の稼働を目標としており、ラボレベルから
のスケールアップ量は400～500倍にもなるので、装
置開発は２段階に分けて行った。装置に必要とされる
機能には、①脱水汚泥の仕込み→②乾式アンモニア発
酵→③脱アンモニア操作→④乾式メタン発酵→⑤残
渣排出などが上げられるが、乾式メタン発酵に供する
原料の安定供給の確立が先決であり、上記①～③の機
能を最大150㎏/batchスケールで処理する前段装置
製作を第一段として手掛けた（図６）。
　先ず、乾式アンモニア発酵に関しては、約500㎏の
脱水汚泥（宮島汚泥）の75㎏～100㎏量を６回に分け
て継続的な仕込みを行った。初回は種汚泥として大州
汚泥を等量混じたが、２回目以降はアンモニア発酵汚
泥を種汚泥として約３割を混じて仕込みを行った。仕
込み作業が継続されている時は、ラボ実験では検証で 図５　脱水汚泥の乾式アンモニア発酵

図６　アンモニア発酵ベンチリアクター及び脱アンモニア槽の構成

きなかった発酵日数２日でアンモニア転換率が64％
に及び、所期の技術目標が達成された。
　脱アンモニアは図７に示すアンモニアストリッピ
ングとした。乾式条件でのストリッピング法はコスト
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面での改善点はあるが、消石灰添加でpH 11前後とし、
蒸気吹き込みで90℃とし、アンモニウムイオンをア
ンモニアガスとして回収し、塩酸に溶解させた。
　脱アンモニア汚泥の調製特性は、90㎏負荷操作で
は2,500 ppmのNH4＋を含む汚泥は２時間で目標値と
した1,000 ppm以下となったが、150㎏負荷の場合は
４時間を経過しても1,000 ppmには到達せず、図６中
に示した汚泥落下塔の付加により目標の150㎏以上
の脱アンモニア汚泥の連日調製が可能となった。

２．７　連続乾式嫌気消化プロセスの提案
　これまでの検討の結果、乾式メタン発酵阻害の主要
な原因は、培養初期に生成する高濃度のアンモニアに
よるものであることがわかった。アンモニア生成の大
部分は数日以内で終わることから、図８のような、前

段にアンモニア生成を主に担うアンモニア発酵槽お
よび、生成したアンモニアを除去する脱アンモニア装
置、後段に脱アンモニア汚泥の嫌気消化を行う乾式メ
タン発酵槽からなるプロセスが適当であるとの結論
に達した。

２．７．１　ラボリアクターにおける連続乾式メタ
ン発酵と有機酸負荷の影響

　提案した乾式メタン発酵プロセスの有効性を確
認するために、攪拌機能付きラボリアクター（10Ｌ）
を設計・製作して、脱アンモニア処理した汚泥の連
続乾式メタン発酵を行った。種汚泥５㎏に対し、設
定SRT（廃水系のHRTに対応）に応じて脱アンモ
ニア汚泥を毎日投入し55℃で処理した。ガス生成
による減量分を考慮してリアクター内の汚泥量が
５㎏となるように汚泥を適時引き抜いた。その結果
を図９に示す。

図８　脱水汚泥の乾式メタン発酵プロセス

図７　乾式アンモニア・メタン発酵処理フロー

図９　脱アンモニア汚泥の連続乾式メタン発酵

　ガス収率は平均で0.41 N㎥/㎏-VSであり、アン
モニアの濃度は2,000㎎-N/㎏-ww前後を推移した。
また、SRT 15日でも安定的なメタン生成が確認で
きた。このことから、余剰脱水汚泥をアンモニア発
酵した後に脱アンモニア処理をすることで、連続的
な乾式メタン発酵が可能であることが示された。
　また引き抜き汚泥の有機酸分解速度を基に、最小
SRTを推定すると、酢酸ではSRT 9.9日、酪酸では
6.0日、プロピオン酸では14.1日であった。実際に
は、SRTが短くなるとVS分解率は低くなるので、
限界SRTは上記計算結果より短くなると予想され
る。

２．７．２　乾式メタン発酵ベンチリアクターの設
計・製作

　嫌気消化槽は、前段装置能力（日量100～150㎏）
より総容量3.3㎥とし、充填率約60～90％でSRT 
20日での運転可能な容積を持たせた。また槽温度
を55℃に保つためにバイオガス焚きの温水循環ボ
イラー、余剰ガスの燃焼塔、脱アンモニア汚泥の中
間貯槽などを併設した。乾式嫌気消化装置の設計概
要を表２に示す。
　発酵槽の内部には汚泥の攪拌と移動および発生

バイオガス抜きのための攪拌羽根を設けた。温度ム
ラ等が押さえられるように温水ジャケットは３分
割して制御した。この発酵槽は前段の汚泥調製装置
と連結しベンチスケールの乾式嫌気消化システムと
した。その構成の概要を図10に、現場写真を図11
に示す。

２．７．３　ベンチリアクター運転結果
　半年間にわたり、ベンチスケールリアクターの運
転を行った。その処理フローを概略する。仕込み槽
内において種汚泥（メタン発酵汚泥もしくはアン
モニア発酵終了後汚泥）と原料汚泥（宮島汚泥）を
１：４で混合、水分含量88％、55℃、pH７～８に
調製した後に、アンモニア発酵槽に移送して55℃
で１ないし２日もしくはそれ以上、アンモニア発酵
を行った。アンモニア発酵後の汚泥を脱アンモニア
槽に移送後、85℃以上、pH 11以上の条件下で汚泥
中に含まれるアンモニアをガスとして放散させて、
脱アンモニアを行った。作製した脱アンモニア汚泥
は、中間貯槽に移送し一時貯留した。
　メタン発酵槽への脱アンモニア汚泥の供給は、中
間貯槽からタイマーによって設定SRTに応じた量
を毎日自動的に供給した。メタン発酵槽からの発酵
残渣の引き抜きは、メタン発酵槽に設置したレベル
計により、２㎥のベッド量が維持されるように自
動的に排出を行った。メタン発酵槽は、大州下水処
理場の嫌気消化脱水汚泥を使用し、ベッド量２㎥、
55℃、水分含量88％で連続乾式メタン発酵を行っ
た。その結果を図12に示す。
　今回の運転では、アンモニア発酵後の汚泥は水分
含量89％、アンモニア濃度5,600㎎-N/㎏-wwであ
り、TNからの変換率は60％であった。また脱アン
モニア後の有機酸は480 mmol-HAc/㎏-wwであっ
た。メタン発酵においては、ガス収率は0.38 N㎥/㎏
-VSであり、VS除去率は41.1％であった。メタン

図10　ベンチリアクター構成図（全体） 図11　ベンチリアクター全景
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3.3m3
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表２　脱水汚泥の乾式メタン発酵装置概要
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４時間を経過しても1,000 ppmには到達せず、図６中
に示した汚泥落下塔の付加により目標の150㎏以上
の脱アンモニア汚泥の連日調製が可能となった。
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　これまでの検討の結果、乾式メタン発酵阻害の主要
な原因は、培養初期に生成する高濃度のアンモニアに
よるものであることがわかった。アンモニア生成の大
部分は数日以内で終わることから、図８のような、前

段にアンモニア生成を主に担うアンモニア発酵槽お
よび、生成したアンモニアを除去する脱アンモニア装
置、後段に脱アンモニア汚泥の嫌気消化を行う乾式メ
タン発酵槽からなるプロセスが適当であるとの結論
に達した。
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ン発酵と有機酸負荷の影響

　提案した乾式メタン発酵プロセスの有効性を確
認するために、攪拌機能付きラボリアクター（10Ｌ）
を設計・製作して、脱アンモニア処理した汚泥の連
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より総容量3.3㎥とし、充填率約60～90％でSRT 
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計により、２㎥のベッド量が維持されるように自
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発酵槽からの排出汚泥のアンモニア濃度は3,000㎎
-N/㎏-ww以下で推移し、メタン発酵阻害は見られ
なかった。
　ベンチリアクターでSRT 20日の最大投入量で運
転した際、３週程度の期間であるがVS当たりのガ
ス収率は約0.4 N㎥/㎏-VSが得られた。この実験
で、脱アンモニア汚泥を使用して乾式メタン発酵を
連続的に行っても、メタン生成は停止せず、アンモ
ニアの蓄積も起こらず、有機酸も速やかにメタンに
変換されて蓄積しないという結果が得られた。

３．アンモニアのエネルギー利用

　本システ厶が実施できれば、環境浄化、廃棄物のリ
サイクル以外にも二酸化炭素発生抑制、エネルギー（メ
タン）生成に加えてアンモニア生成があり、その波及
効果は多大である。アンモニアについて考察したい。
液化アンモニアの水素体積密度は、液化水素より45%
も大きい。分子中に水素を17.65%含む。常温で容易

に液化する（20℃で0.857 MPa（約8.5気圧）で液化）。
分解で水素と窒素のみ発生（CO2の排出ゼロ）。全世界
で第２位年間生産量（１億５千万トン（日本150万ト
ン））。表３より水素製造面ではメタン改質よりエネル
ギー投入が少なくて済む。つまり、アンモニアは輸送・
貯蔵が容易な水素源（エネルギー源）といえる。それ
ゆえ、文科省・経産省共同で「エネルギーキャリア研
究加速プロジェクト（再生可能エネルギーをアンモニ
ア等化学物質に変換するエネルギー貯蔵・輸送・利用
技術の開発）」が設定され、事業化を目指している。
　汚泥からのアンモニア・メタン生産は下記の量論と
なる。
　　アンモニアからの水素生産：
　　　　活性汚泥 C5H7NO2 + 3 H2O → 

2.5 CH4 + 2.5 CO2 + NH3
　　アンモニアの分解は下記となる：

NH3 → 1/2 N2 + 1.5 H2
　運搬・貯蔵のインフラが確立すれば、例えば、国内
発生の余剰汚泥を本システムで処理したとすると、最
大25万６千トンのアンモニアが見込め、これは、国内
の全アンモニア生産の15％相当であり、アンモニア
肥料では全生産量を賄うことが可能である。この事は
逆に水素生産の観点から考察するとアンモニア生産
に要した38万４千トンの水素消費を抑えた事にもな
り、水素の有効利用にも繋がる。

４．鶏糞の単槽式乾式アンモニア・メタン発酵プ
ロセス

　脱水汚泥のみを基質としてアンモニア及びメタンを
回収利用できるプロセスとして乾式アンモニア・メタ図12　ベンチリアクター運転結果

KJ/reaction KJ/H2
H2O  H2 + 1/2O2 +237 237 KJ/H2

CH4 + 2H2O  4H2 + CO2 +136 34 KJ/H2

NH3  3/2H2 + 1/2N2 +40.0 27 KJ/H2

CH3OH + H2O  3H2 + CO2 +23.5 7.7 KJ/H2

   

  
   

  
   
   
  

表４　代替エネルギー候補の特徴

表３　各種化合物の水素変換の自由エネルギー変化

ン二段発酵法を開発できたので、全国の排水処理場の
約半数に当たる汚泥排出日量２ｔの処理規模の装置に
ついて事業性に関わるフィージビリティースタディー
を行った。しかし、アンモニア除去工程における加温
に必要な燃料コスト及びアルカリ、酸などの薬液コス
トなどの運転コストがエネルギー収率および経済性
を悪化させることが判った。また、アンモニア発酵槽、
アンモニア除去装置、そしてメタン発酵槽からなる装
置構成は複雑であり装置コストを上昇させる。そこで、
アンモニアを除去回収しメタン発酵を行うというコン
セプトは変えず、アンモニア発酵・除去とメタン発酵
を単一槽で行える新規発酵装置の開発を、脱水汚泥よ
りさらに高い窒素含有量を持つ鶏糞を対象として行っ
た。使用した鶏糞の代表的な性状を表５に示したが、
湿重量当たり脱水汚泥の約２倍の窒素含量を持って
おりハードルはより高い。しかし、国内養鶏業は大規
模化しており大型処理施設での実用化が期待出来ると
ともに、世界的にも畜産業の中で宗教的な制約が少な
く健康指向の高まりから鶏肉の需要は年々高まってお
り、将来、国際的な展開も見込めることから鶏糞を処
理ターゲットとして選定した。

４．１　無加水鶏糞からの二段発酵法によるメタン生成
　まずは、鶏糞発酵物からアンモニアを除去すること
により本当にメタン発酵が可能であるかを先に開発し
た二段発酵法により検討した。まず、脱水汚泥処理時
に用いたメタン発酵種汚泥と鶏糞を等量ずつ混合し
37℃、55℃、65℃で８日間回分培養したがメタン生成
はほぼ見られず、平均で約16,000㎎-N/㎏-鶏糞もの
アンモニアが生成した。そこで、脱水汚泥と同様の方
法でアンモニアを除去後、高温メタン発酵種汚泥と等
量で混合しメタン発酵したところ、1.2Ｌ/㎏-湿汚泥
のメタン生成が見られた５）。しかし、本実験の終了時点
でアンモニアが再蓄積していたので、再度アンモニア
除去しメタン発酵試験を行ったところ、さらに7.3Ｌ/
㎏-湿汚泥ものメタンが生成した。以上の結果から、鶏
糞においてもアンモニアがメタン発酵の主要阻害因子
であり、アンモニアを除去・回収することにより乾式
メタン発酵が可能となることが示唆された。

４．２　単槽式乾式アンモニア・メタン発酵の基本コ
ンセプト

　単一発酵槽でのアンモニア生成・除去とメタン発酵
を行うためには、鶏糞からのアンモニア生成速度に見
合う速度でアンモニアを除去・回収できるプロセスを
発酵槽に組み込めば良い。アンモニアはフリーアンモ
ニア（NH3）の状態になるとで溶解度が低下し、気体
を吹き込むことにより容易に気化する。図13に示し
たようにフリーアンモニア存在率は温度とpHに依存
し、高温メタン発酵の至適温度である55℃の時、pH
が8.5あればフリーアンモニア存在率は56%もあり、
ストリッピングによるアンモニア除去は可能である。
都合の良いことに、メタン発酵における最適なpHは
7.5-8.5の弱アルカリ性であることから、従来の高温
発酵法にアンモニア除去機構を組み込むことにより、
簡単に単槽式乾式アンモニア・メタン発酵法が可能と
なると考えた。

４．３　単槽式乾式アンモニア・メタン発酵試験
　図14に示したアンモニアストリッピング装置はも
ともと、乾式メタン発酵槽として設計されており、ア
ンモニア回収機構を組み込んだ高温乾式メタン発酵
装置としても使用可能であった。そこで、バイオガス
リサイクル時に混入する酸素を除去するために図14、
番号９のトラップに除酸素材を入れた程度の仕様変
更で鶏糞の単槽式乾式アンモニア・メタン発酵装置と

 (TS %, w/w) 20 25 20 
 (% TS) 57 38 27 

 (% TS) 87 58 56 
 (mg-N/kg-ww*) 1,300 2,600 630 

 (mg-N/kg-ww*) 13,000 21,700 6,400 
*

表５　使用した余剰脱水汚泥、鶏糞およびメタン発酵種汚泥の性状

図13　フリーアンモニア比率の温度及びpH依存性
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発酵槽からの排出汚泥のアンモニア濃度は3,000㎎
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なかった。
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３．アンモニアのエネルギー利用
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表４　代替エネルギー候補の特徴

表３　各種化合物の水素変換の自由エネルギー変化
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図15　生鶏糞の単槽式乾式アンモニア・メタン発酵
　　　  試験結果

して用いることとした６）。本試験では3.2㎏のメタン
発酵種汚泥を培養槽に充填後、120 gの生鶏糞を添加
することにより発酵を開始した。撹拌スピードは発酵
槽および撹拌翼とも10 rpmとした。ヘッドスペース
ガスは常時５Ｌ/分で循環され、途中の硫酸トラップ
でアンモニアは硫安として回収・除去された。発酵開
始後、10日以降旺盛なメタン発酵が観察されたので、
メタン生成速度が低下した時点で適時、生鶏糞を添
加、同時に同量の発酵汚泥を添加する事により半連続
的乾式メタン発酵試験を行った。約130日間の発酵試
験の結果を図15に示す。途中60～80日目でガス流量
計のトラブルによりバイオガス生成量が計測出来な

かったが、その後は平均60Ｌ/㎏-鶏糞（メタン含量
58%）という安定したバイオガス生成が見られた。培
養期間中、アンモニア濃度はほぼ3,000㎎-N/㎏-湿
汚泥に保たれていることから、本装置によるアンモニ
ア除去機構が良好に作動していることが示唆された。
また、汚泥pHも培養開始後20日以降、ほぼ8.5に安
定して維持されていたことも、安定したアンモニア除
去に寄与したと考えられる。

５．おわりに

　本稿では、高窒素含有有機廃棄物の嫌気消化処理プ
ロセスにおいて不可避的に生成するアンモニアを前
もって除去することにより持続的な乾式メタン発酵
が可能なことを、余剰脱水汚泥および鶏糞を用いて示
した。また、乾式メタン発酵槽にアンモニア回収機構
を設けることによりアンモニア生成、除去、メタン発
酵を同時に達成する単槽式乾式メタン発酵が可能で
あることを述べた。さらに誌面の都合上割愛したが、
同様のコンセプトをモデル生ゴミにも適用出来るこ
とを報告している６）。これらの成果から筆者らは、生
物系有機廃棄物のエネルギー資源化技術として今回
開発したアンモニア・乾式メタン発酵プロセスが汎用
的に活用出来ると考えている。さらに、アンモニアは、
現在、ハーバーボッシュ法などの化石エネルギーの大
量消費型プロセスで製造されており、アンモニアを高
濃度に回収出来る本プロセスは、窒素資源の効率的な
回収・再利用技術としても重要な位置付けを占めるこ
とを期待したい。
　この成果をもとに、下水道事業に関しては、門外漢
であるが、下水処理場のあり方を提案したい。処理場
では、活性汚泥法により下水の浄化がなされている
が、曝気等のため、多大のエネルギーを投入している
（全国電力消費量の0.7%）。また、その結果として莫大
な量の余剰汚泥が発生している（脱水汚泥ベースで
１千万トン）。一部、濃縮汚泥を用いて、湿式メタン発
酵処理しているが、汚泥濃度が薄い（2、3%）故に、大
容量のメタン発酵槽を必要としている。しかし、大部
分は再度エネルギー投入して、濃縮乾燥・焼却・埋め
立て処理されている。
　日本は資源の無い国であるが、この脱水余剰汚泥は
有望なバイオマス資源と考える。希薄な下水（資源の
観点から）は下水道（一種のパイプライン）で運ばれ、
エネルギー投入が必要（活性汚泥法）とはいえ生物濃
縮され、処理場でまとまって排出されている（収集・
運搬不必要）。その汚泥を処理するいわゆる下水処理
場は、本システムを使えば、ガス田を有した天然ガス
精製センターであり、資源エネルギーセンターとみな

 

図14　アンモニアストリッピング及び単槽式乾式ア
　　　  ンモニア・メタン発酵装置概要図
１．ヒーター、２．反応槽外槽、３．反応槽内槽、４．撹拌翼、
５．撹拌用モーター、６．熱電対、７．恒温槽、８．5N硫酸
水溶液、９．トラップ、10．ガス循環ポンプ、11．ドレイン。
乾式アンモニア・メタン発酵装置として用いる場合、トラッ
プに脱酸素剤を封入した。

す。つまり、脱水汚泥を単独で乾式アンモニア・メタ
ン二段発酵し、アンモニアを回収する（窒素肥料とし
て我が国の全使用量を賄うことが可能）と共に天然ガ
ス（メタン）を回収できる（石油換算 57万KL/年＝
年間全石油消費量の0.2％相当）。
　そうであれば、生成汚泥量の増加を図りたい。現在
下水道の人口普及率は75.1%に達したが引き続き残
りの中小都市での下水道の整備を図る。しかし、その
処理場は小規模であるので、脱水汚泥を大規模処理場
へ搬入する。
　一方、既存処理場は各家庭のディスポーザー利用等
を促進し、流入CODの倍増（600 ppm程度）を図る。
これにより既存の処理法のままで、汚泥量は倍増し、
その分、浄化水の高次処理（硝化・脱窒および脱リン）
が不要（願わくは）となる。かくして汚泥増加により、
メタン生成量は、石油換算170万KL/年（年間全石油
消費量の0.6％相当）となる。是非、ご検討願いたい。
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図14　アンモニアストリッピング及び単槽式乾式ア
　　　  ンモニア・メタン発酵装置概要図
１．ヒーター、２．反応槽外槽、３．反応槽内槽、４．撹拌翼、
５．撹拌用モーター、６．熱電対、７．恒温槽、８．5N硫酸
水溶液、９．トラップ、10．ガス循環ポンプ、11．ドレイン。
乾式アンモニア・メタン発酵装置として用いる場合、トラッ
プに脱酸素剤を封入した。
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解　　説

特集：第25回下水汚泥の有効利用に関するセミナー特集

広島市の
下水汚泥燃料化事業について

キーワード：燃料化、低温炭化、ＤＢＯ

１．はじめに

　広島市は中国山地を背に緑豊かな山々に囲まれ、太
田川をはじめ幾筋もの川が、多島美を誇る波穏やかな
瀬戸内海にそそぐ自然環境に恵まれた街です。
　本市の市街地には６本の美しい川が流れることか
ら「水の都ひろしま」とも呼ばれ、16世紀末に毛利輝
元が太田川の扇状地に広島城を築いて以来、城下町と
して整備され、干拓と埋立によって都市として発達し
てきました。「広島」の由来は、毛利輝元が築城時に太
田川河口の扇状地が大きな島に見えたことから命名
したといわれています。
　しかし、「水の都」であるが故に、満潮水面以下の扇
状地と埋立地の上に整備された大半の市街地は、自然
排水が極めて困難で、汚水の停滞や大雨や高潮といっ
た際には市街地の至る所で浸水するなど、昔から排水
の問題に悩まされていました。
　そのため、明治41年から下水道整備を開始しました
が、昭和20年８月６日の原子爆弾で市内中心部は廃墟
と化し、下水道施設も壊滅的な被害を受けました。 
　戦後は戦災復興区画整理事業に合わせ、昭和26年

広島市下水道局 計画調整課 　

課長　平　田　　　茂

にゼロからの再スタートを切りましたが、戦災復興期
は、国及び本市の財政状況により、計画通りの事業費
を確保するに至らず、事業計画に大きな遅れを生じて
いました。
　また、高度経済成長期には、急激な人口増加や工場排
水の増加などにより、極めて不衛生な状況に陥り、太田
川を中心とする市内各河川は水質保全法に基づく指定
水域となり、排出水の水質基準が設けられました。
　これを受け、本市は下水道のより早急な整備を行う
べく、事業区域の拡大と処理区域の拡充、及び財政事
情に対する措置として、受益者負担金制度の採用を盛
り込んだ下水道築造事業計画の変更計画の認可を得
て積極的に工事を進め、本市下水道の普及はより一層
の進展をするに至りました。
　平成15年度末には市街化区域内の下水道整備を概
ね完了し、人口普及率は90％を超えました。同時に発
生する下水汚泥も増加し、その量は年間６万トンを超
えて処分方法が課題となっていました。（図２参照）

２．下水汚泥燃料化事業の検討を開始した背景

　本市では平成16年度から下水汚泥を燃料として有

効利用することについての検討を開始しました。
　その当時の汚泥発生量は年間約６万トンで、汚泥処
分の方法は、焼却埋立、汚泥を発酵する肥料化と、汚
泥をセメントの原材料に使用するセメント化により
行っていました。（図３参照）

　処分方法をこの３通りとすることで、汚泥処分が滞
ることに対する危険分散を図っていましたが、汚泥を
焼却処分していた２か所の処理場の焼却炉はいずれ
も耐用年数を超過しており、将来にわたって焼却処分
を継続するのであれば、早急に焼却炉を更新する必要

図１　広島市内の水資源再生センターと県浄化センター

 

図２　広島市の下水汚泥量と人口普及率の推移



Vol. 37　No. 139　2013/4 広島市の下水汚泥燃料化事業について

（ 17 ）

◆■◆ ◆■◆ ◆■◆ ◆■◆ ◆■◆ ◆■◆ ◆■◆ ◆■◆ ◆■◆ ◆■◆ ◆■◆ ◆■◆ ◆■◆ ◆■◆ ◆■◆ ◆■◆ ◆■◆ ◆■◆ ◆■◆ ◆■◆ ◆■◆ ◆■◆ 

◆■◆ ◆■◆ ◆■◆ ◆■◆ ◆■◆ ◆■◆ ◆■◆ ◆■◆ ◆■◆ ◆■◆ ◆■◆ ◆■◆ ◆■◆ ◆■◆ ◆■◆ ◆■◆ ◆■◆ ◆■◆ ◆■◆ ◆■◆ ◆■◆ ◆■◆ 

◆
■
◆

 ◆
■
◆

 ◆
■
◆

 ◆
■
◆

 ◆
■
◆

 ◆
■
◆

 ◆
■
◆

 ◆
■
◆

 ◆
■
◆

 ◆
■
◆

 ◆
■
◆

 ◆
■
◆

◆
■
◆

 ◆
■
◆

 ◆
■
◆

 ◆
■
◆

 ◆
■
◆

 ◆
■
◆

 ◆
■
◆

 ◆
■
◆

 ◆
■
◆

 ◆
■
◆

 ◆
■
◆

 ◆
■
◆

解　　説

特集：第25回下水汚泥の有効利用に関するセミナー特集

広島市の
下水汚泥燃料化事業について

キーワード：燃料化、低温炭化、ＤＢＯ

１．はじめに

　広島市は中国山地を背に緑豊かな山々に囲まれ、太
田川をはじめ幾筋もの川が、多島美を誇る波穏やかな
瀬戸内海にそそぐ自然環境に恵まれた街です。
　本市の市街地には６本の美しい川が流れることか
ら「水の都ひろしま」とも呼ばれ、16世紀末に毛利輝
元が太田川の扇状地に広島城を築いて以来、城下町と
して整備され、干拓と埋立によって都市として発達し
てきました。「広島」の由来は、毛利輝元が築城時に太
田川河口の扇状地が大きな島に見えたことから命名
したといわれています。
　しかし、「水の都」であるが故に、満潮水面以下の扇
状地と埋立地の上に整備された大半の市街地は、自然
排水が極めて困難で、汚水の停滞や大雨や高潮といっ
た際には市街地の至る所で浸水するなど、昔から排水
の問題に悩まされていました。
　そのため、明治41年から下水道整備を開始しました
が、昭和20年８月６日の原子爆弾で市内中心部は廃墟
と化し、下水道施設も壊滅的な被害を受けました。 
　戦後は戦災復興区画整理事業に合わせ、昭和26年

広島市下水道局 計画調整課 　

課長　平　田　　　茂

にゼロからの再スタートを切りましたが、戦災復興期
は、国及び本市の財政状況により、計画通りの事業費
を確保するに至らず、事業計画に大きな遅れを生じて
いました。
　また、高度経済成長期には、急激な人口増加や工場排
水の増加などにより、極めて不衛生な状況に陥り、太田
川を中心とする市内各河川は水質保全法に基づく指定
水域となり、排出水の水質基準が設けられました。
　これを受け、本市は下水道のより早急な整備を行う
べく、事業区域の拡大と処理区域の拡充、及び財政事
情に対する措置として、受益者負担金制度の採用を盛
り込んだ下水道築造事業計画の変更計画の認可を得
て積極的に工事を進め、本市下水道の普及はより一層
の進展をするに至りました。
　平成15年度末には市街化区域内の下水道整備を概
ね完了し、人口普及率は90％を超えました。同時に発
生する下水汚泥も増加し、その量は年間６万トンを超
えて処分方法が課題となっていました。（図２参照）

２．下水汚泥燃料化事業の検討を開始した背景

　本市では平成16年度から下水汚泥を燃料として有

効利用することについての検討を開始しました。
　その当時の汚泥発生量は年間約６万トンで、汚泥処
分の方法は、焼却埋立、汚泥を発酵する肥料化と、汚
泥をセメントの原材料に使用するセメント化により
行っていました。（図３参照）

　処分方法をこの３通りとすることで、汚泥処分が滞
ることに対する危険分散を図っていましたが、汚泥を
焼却処分していた２か所の処理場の焼却炉はいずれ
も耐用年数を超過しており、将来にわたって焼却処分
を継続するのであれば、早急に焼却炉を更新する必要

図１　広島市内の水資源再生センターと県浄化センター

 

図２　広島市の下水汚泥量と人口普及率の推移



Vol. 37　No. 139　2013/4 再生と利用

（ 18 ）

図３　広島市の下水汚泥量の処分方法（平成８～20年度）

 

がありました。
　さらに、市内にある焼却灰の埋立処分場は年々減少
し、受け入れ可能な処分場の確保にも課題がありました。
　また、汚泥を焼却することによる温室効果ガスの排
出量は、本市下水道局全体での排出量の20%を占めて
いました。（図４参照）
　このように、焼却処分には施設の老朽化、埋立処分

図４　温室効果ガス排出量内訳（H19）

場の確保、温室効果ガスの排出量と多くの課題を抱え
ていました。
　さらに焼却処分を廃止し、残る肥料化とセメント化
への移行も考えられましたが、年間約６万トンもの処
分をセメント製造事業者や肥料製造事業者のみに依
存した場合、受入価格の高騰や、経済状況によっては
受入が停止するリスクもあると想定されました。
　これらのことから、今後も安定して汚泥処分を行っ
ていくためには、焼却に替わる処分方法が必要である
と結論付け、検討を行った結果、下水汚泥を再資源化
して100％有効利用することを基本理念として、下水
汚泥燃料化の検討に取り組み始めました。

３．概要

　下水汚泥燃料化施設の設置は、スケールメリットを
生かすため、本市の約６割の下水処理を行っている西
部水資源再生センター（図５参照）で実施することと
し、平成21年３月に設計・工事・管理運営を一括して
行うDBO方式で契約しました。
　下水汚泥燃料化事業の概要は次ページのとおりで
す。

４．本市の下水汚泥燃料化の特徴

　炭化の工程は図６に示すとおり、脱水した下水汚泥
を熱風で乾燥後、粒状にします。それを蒸し焼きにし

て、炭の状態（炭化）にします。

（1）下水汚泥燃料化の特徴
　ここでは、広島市で行っている下水汚泥燃料化の特
徴をご紹介します。
①炭化工程の温度が、250～350℃と低温である
　炭化燃料は炭化温度によって性状が異なります。
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広島市西部水資源再生センター下水汚泥燃料化事業の概要

炭化工程の温度を低く抑えることで、燃料化物の
発熱量が高くなり燃料としての価値が増し、また、
400～500℃の中温で炭化されるより自然発火性は
低くなります。しかしその反面、臭気は強くなる傾
向にあります。（図７参照）
②炭化工程で蒸気添加により臭気低減と自然発火
抑制がなされている
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　ここでは、広島市で行っている下水汚泥燃料化の特
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広島市西部水資源再生センター下水汚泥燃料化事業の概要

炭化工程の温度を低く抑えることで、燃料化物の
発熱量が高くなり燃料としての価値が増し、また、
400～500℃の中温で炭化されるより自然発火性は
低くなります。しかしその反面、臭気は強くなる傾
向にあります。（図７参照）
②炭化工程で蒸気添加により臭気低減と自然発火
抑制がなされている
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図５　広島市西部水資源再生センター概要

図６　下水汚泥の低温炭化処理フロー

 

　低温で炭化するために、臭気対策が必要ですが、
炭化の工程で蒸気を添加することで臭気低減と自
然発火性低減の効果を得ています。
③燃料化施設の燃料に消化ガスを用いている
　西部水資源再生センターには、既存の汚泥消化槽
があり、そこで発生する消化ガスを燃料化施設の乾
燥機や炭化装置、排気用再加熱炉等の燃料として利
用し、化石燃料を使用しない運転を行っています。
　また、燃料化施設で発生した排熱は、消化ガスの
加温に用いており、ここでも資源の循環を行ってい
ます。（図８参照）図７　炭化温度と性状の比較

図８　下水汚泥燃料化開始前後での消化ガス利用状況
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（2）下水汚泥燃料化事業導入による効果
　本市でのメリットは主に以下の３点があげられます。
①汚泥の有効利用
　下水汚泥を有価物であるバイオマス燃料にするこ
とで再資源化となり、本市で掲げていた基本理念で
ある汚泥の100％有効利用が達成されました。
②管理運営費の削減
　本市の場合、焼却処分と比較し、施設建設費と維
持管理費をあわせて年間約２億円の削減を見込ん
でいます。
③温室効果ガス排出量の削減
　焼却設備運転と燃料化施設運転による温室効果
ガス排出量を比較した場合、燃料化施設のほうが、
温室効果ガス排出量は8,700 [ｔ-CO2/年] 程度削減
されます。
　さらに、下水汚泥燃料を買い取って使用する発電
所においても、バイオマス由来の燃料を使用するこ
とにより、温室効果ガスの発生が抑制されます。

５．契約形態について

（1）下水汚泥燃料化事業の契約方式の概要
　本市では、下水汚泥燃料化事業をDBO方式で契約
しました。
　DBOとは、デザイン、ビルド、オペレートの略で、設
計、建設、管理運営を一括して契約する方式のことで、
図面や仕様書で規定するのではなく、性能で規定する
ほか、資金調達と、施設の財産権は発注者である公共
が受け持つ特徴があります。

（2）DBO方式を採用したことによる効果
　DBO方式には、設計、建設、管理運営を単独で発注
する方式と比較して以下の様なメリットがあります。
①　施工者の視点が設計に活かされることや、資材
調達の効率化などによって、設計及び建設期間が
短縮されます。

②　資金調達における利子率が下がることで事業費

の削減が見込まれます。また、製造施設を自治体
が所有することから、国庫補助を充てられるなど
の利点があります。（表１参照）
③　20年間にわたって、管理運営と製造される燃料
化物の売払を条件付けたことで、長期にわたって
安定的に汚泥の処分が行えます。
　ただし、下水汚泥燃料化事業は燃料化物の安定
した需要がなければ成り立ちません。
　また、視点を変えて下水汚泥燃料の利用者の立
場で考えますと、発電所で使用する石炭は世界各
国から輸入され、産炭地や銘柄によって発熱量や
有害物質、灰の性状等が異なります。施設投資を
抑えるために最適な混焼割合を検討しながら運転
されているため、その中に混焼される下水汚泥燃
料には安定した品質が求められます。
　管理運営と製造される燃料化物の売払が条件付
けられることで、下水汚泥燃料の利用者がその品
質管理に直接関わり品質への信頼を増すことで、
下水汚泥燃料の使用価値が高まります。
　これらから、下水汚泥燃料の利用者の品質に対
する信頼性が確保され、20年間の長期にわたる
下水汚泥燃料の引受（売払）が成立しました。

④　設計、建設、管理運営までを一括して発注する
ことで、事業全体の責任を明確にすることができ
るほか、民間事業者の参加意欲を高め、コスト縮
減が可能になります。 

⑤　民間の技術力やノウハウを活用し、最先端の技
術を柔軟に導入することが可能です。これによっ
て高カロリーの燃料化物が得られたうえ、安定し
た管理運営が可能になります。

６．下水汚泥燃料化施設の運転状況

（1）試験運転による性能試験の結果
　平成23年12月から行われた試験運転では、下水汚
泥燃料化施設の性能試験において、燃料化物の性状試
験も行われ、燃料化物が石炭の50～60%程度の発熱

表１　事業方式による特徴比較
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量を有しており（表２参照）、水分含有率や灰分の割
合、燃料化物の製造能力等についても、契約時の技術
提案書における値の範囲内であることが確認されま
した。

（2）運転状況について
　平成24年４月より運転を開始した下水汚泥燃料化

施設は、ほぼ計画通りに運転しています。（図９参照）
　今後は、長期安定して運転するために、課題が発生
した場合、初期段階で早期解決できる体制を整えるな
どの取り組みを進めていきます。

７．おわりに

　本市では、下水汚泥の処分方法としてコンポスト化、
セメント化に加え燃料化を実施したことで有効利用率
100%を達成しました。
　今後はこれらの需要も見据え、確立される新技術に
も注視し、下水汚泥の持つ新たなエネルギー利用にも
取り組むとともに、処理水の有効利用や、下水道施設
を利用した太陽光発電や小水力発電など、潜在するエ
ネルギーの活用についても今後検討していきたいと考
えています。
　このような取り組みが全国的に広まるとともに、下
水道資源全体の幅広い有効利用が展開されることによ
り、下水道事業者としてエネルギー対策や地球温暖化
対策に貢献できることを切に期待します。図９　下水汚泥燃料化施設運転状況

表２　燃料化物性状試験結果
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解　　説

特集：第25回下水汚泥の有効利用に関するセミナー特集

下水汚泥資源利用の動向と
今後の施策について

キーワード：下水道革新的技術実証事業、下水道バイオガス利用、固形燃料化

１．はじめに

　下水道は、生態系や自然の循環システムを健全に保
つための重要な構成要素と位置付けることができる。
今後とも、拡大する諸活動を支えつつ、それに伴う環
境への負荷を極力抑制することが下水道に課せられた
大きな使命である。一方、下水の排除、処理の過程で
下水汚泥をはじめとして、スクリーンかす、土砂など
が発生する。これら発生汚泥等を適正に処理すること
は、放流水の水質管理とともに、下水道の維持管理上
最も大きな課題である。
　平成21年度における全国の産業廃棄物排出量は約
３億8,975トンとなっている。そのうち約20％の7,619
万トン（含水率97％）が下水汚泥であり（図１）、その
発生量は下水道の普及等に伴って今後さらに増加す
る見込みである（図２）。これに対し、平成22年４月１
日現在の産業廃棄物最終処分場の残余年数は首都圏
で4.4年、全国で13.2年となっており、廃棄物の３Ｒ
（Reduce, Reuse, Recycle）の推進が急務となっている。
　このような背景から、平成８年の下水道法改正にお
いて、発生汚泥等の減量化に努める旨の規定が設けら

国土交通省 水管理・国土保全局 下水道部 下水道企画課　

下水道国際・技術調整官　白　﨑　　　亮
 資源利用係長　西　 　里　恵

れており、この規定に沿った取組がなされてきている。
　その後、循環型社会への転換、廃棄物処理の適正化
が社会的な課題となる中で、循環型社会形成推進基本
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図１　産業廃棄物排出量に占める下水汚泥の割合
　　（単位：万トン／年)

　　　　 出典：環境省「産業廃棄物排出・処理状況等（平成
　　　　 21年度実績）」（国土交通省にて一部加工）

法や各種リサイクル関連法や循環型社会形成推進基本
計画等が制定・改正されており、我が国における循環
型社会構築に向けた取組が各方面で進められている。
　下水汚泥については、発生量が大量であること、下
水道は地方公共団体という公的主体が事業者である
ことなどから、今後とも、廃棄物の減量化・リサイク
ルの推進を率先して計画的に進めていくことが必要
である。
　また、大量の資源・エネルギーの消費に伴う温室効
果ガス排出量の増加により、地球温暖化の影響が顕在
化してきており、平成17年２月の京都議定書の発効を
受け、その対応は国際的な最重要課題となっている。
加えて、東日本大震災を契機とした東京電力福島第一
原子力発電所事故によるエネルギー需給の逼迫への
対応が急務となっている。
　バイオマスである下水汚泥は、バイオガス化・固形
燃料化等により再生可能エネルギーとして活用するこ
とが可能であり、温暖化対策やエネルギー構造の転換
等、社会的課題の解決に貢献できるポテンシャルを有
している。
　このため、地球温暖化対策の推進に関する法律第８
条に基づく「京都議定書目標達成計画」（平成17年４
月閣議決定、平成20年３月全部改定）では、下水汚泥
焼却施設における燃焼の高度化とともに、下水道にお
ける省エネルギー対策と汚泥のエネルギー利用等の
新エネルギー対策の推進が下水道分野の対策として
盛り込まれており、国、地方公共団体、事業者、国民
といったすべての主体が参加・連携して、同計画に掲

げられた各種対策・施策を推進することが求められて
いる。加えて、地方公共団体においては、地球温暖化
対策の推進に関する法律第20条の３に基づき「地方
公共団体実行計画」を策定し、庁舎等におけるエネル
ギー消費のみならず、下水道事業等の運営といった事
業を含めた温室効果ガスの総排出量に関する目標を
掲げ、かつ、定期的に実施状況の点検を行うことが求
められている。
　また、平成22年12月には「バイオマス活用推進基
本計画」が閣議決定され、下水汚泥について、バイオ
ガス化や固形燃料化等のエネルギー利用を推進するこ
とにより、2020年には約85％が利用されることを目
指すとされている。平成24年８月には新たな「社会資
本整備重点計画」（計画期間：2012～2016年度）が閣
議決定され、下水汚泥中の有機物がエネルギー利用さ
れた割合を示す、下水汚泥エネルギー化率（2010年度：
約13％→2016年度目標：約29％）と、下水道における
温室効果ガス排出削減量（2009年度：約129万t-CO2/
年→2016年度目標：約246万t-CO2/年）が目標とし
て掲げられている。
　さらに、平成24年７月には「電気事業者による再生
可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」が施
行され、「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」が
開始された。本制度においては、下水汚泥を含むバイ
オマスを用いて発電された電気も再生可能エネルギー
として買取対象となっており、今後、本制度を活用し
た再生可能エネルギーの導入拡大が期待される。
　以上のように、循環型社会、低炭素社会の構築が求

図２　下水道普及率と発生汚泥量、処理水量の推移
（下水道統計及び国土交通省調べ）
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解　　説

特集：第25回下水汚泥の有効利用に関するセミナー特集

下水汚泥資源利用の動向と
今後の施策について

キーワード：下水道革新的技術実証事業、下水道バイオガス利用、固形燃料化

１．はじめに

　下水道は、生態系や自然の循環システムを健全に保
つための重要な構成要素と位置付けることができる。
今後とも、拡大する諸活動を支えつつ、それに伴う環
境への負荷を極力抑制することが下水道に課せられた
大きな使命である。一方、下水の排除、処理の過程で
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が発生する。これら発生汚泥等を適正に処理すること
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れており、この規定に沿った取組がなされてきている。
　その後、循環型社会への転換、廃棄物処理の適正化
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図１　産業廃棄物排出量に占める下水汚泥の割合
　　（単位：万トン／年)

　　　　 出典：環境省「産業廃棄物排出・処理状況等（平成
　　　　 21年度実績）」（国土交通省にて一部加工）

法や各種リサイクル関連法や循環型社会形成推進基本
計画等が制定・改正されており、我が国における循環
型社会構築に向けた取組が各方面で進められている。
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められる中、下水道事業ではバイオマスである下水汚
泥といった資源を大量に有しているため、下水道管理
者は、率先して、地域の特性を踏まえ、下水汚泥をバ
イオガスや固形燃料として積極的に活用し、下水道を
資源・エネルギーの回収・再生・供給インフラとして
整備することが求められている。

２．下水汚泥の発生量と処理処分等の現状

　平成22年度における下水汚泥の処理及び処分の状
況を表１、表２に示す。下水汚泥は年間約227万DS-t
（乾燥重量トン）が発生しており、そのうち約78％（約

177万DS-t）が緑農地利用、建設資材利用、固形燃料
利用等として有効利用されている。
　下水汚泥の有効利用の状況を表３、図３に示す。埋
立処分量は年々減少しており、下水汚泥の有効利用が
着実に進展している。有効利用の内訳としては、従来
緑農地利用が中心であったが、建設資材利用が緑農地
利用の割合を上回った平成７年度以降、セメント原料
利用等の建設資材利用が進んできている。また、有効
利用については、セメント原料利用以外の建設資材利
用を除いては、いずれの利用形態においても自治体よ
りも民間で行われている量の方が多い。

表１　下水汚泥の処理及び処分状況（汚泥発生時乾燥重量ベース、平成22年度）
（国土交通省調べ）

表２　下水汚泥の処理及び処分状況（処分時体積ベース、平成22年度）
（国土交通省調べ）

表３　実施主体別の有効利用実施状況（汚泥発生時乾燥重量ベース、平成22年度）
（国土交通省調べ）

図３　下水汚泥の最終処分・利用形態の経年変化（汚泥発生時乾燥重量ベース）
（国土交通省調べ）
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３．下水汚泥の有効利用

　下水汚泥の有効利用の形態は、マテリアル利用、エ
ネルギー利用に分けられる。セメント原料等としての
建設資材利用やコンポスト等としての緑農地利用が着
実に進展している一方、下水道バイオガス又は固形燃
料としてのエネルギー利用は低い水準にとどまってい
る。それぞれの状況を以下に概観する。

（1）マテリアル利用
①建設資材利用
　下水汚泥の建設資材利用としては、セメント原料
としての利用の割合が多くなってきており、平成22
年度においては、乾燥重量ベースで約60％が建設資
材利用されており、うち約３分の２がセメント原料
としての利用となっている。焼却灰や溶融スラグを
建設資材として利用する形態は、大きく分けて次の
２つがある。
１） 処理された下水汚泥（焼却灰や溶融スラグ）

そのものを資材として利用するもの
（例：石灰系焼却灰の埋め戻し材、路盤材 等）

２） 焼却灰や溶融スラグを建設資材の原材料の一
部又は全部として利用するもの
（例：高分子系焼却灰の陶管及び透水性レン
ガ原料としての利用 等）

　最近では、焼却灰と掘削残土を用いて改良土を製
造する技術が実用化されているほか、下水汚泥焼却
灰だけで他の材料を添加することなく、レンガやタ
イル等の製品を作り出す技術も開発されている。
　下水汚泥の建設資材利用促進に関しては、以下の
ような指針類がある。
１）下水汚泥の建設資材利用マニュアル（案）

2001年版（㈳日本下水道協会）
２）下水汚泥建設資材化のガイドライン（案）

2001年版（㈳日本下水道協会）

②緑農地利用
　下水汚泥には、多量の肥効成分や有機物が含まれ
ており、適正な施用を行うことによって土壌改良材
や肥料として十分な効果を有することが明らかにな
っており、平成22年度においては、乾燥重量ベース
で約15％が緑農地利用されている。
　下水汚泥を緑農地に利用する場合の形態として
は、コンポスト化汚泥に加え、脱水汚泥、乾燥汚泥、
焼却灰等が挙げられる。このうち、コンポスト化汚
泥は、汚泥が質的に改善されており、取り扱いやす
く、発酵処理の際に滅菌・安定化する利点があるた

め、有効利用促進の観点からコンポスト化の意義は
大きい。
　緑農地利用に関しては、次のような指針類がある。
１）都市緑化における下水汚泥の施用指針（昭和

61年、平成７年一部改正）
２）下水汚泥の農地・緑地利用マニュアル －

2005年版－（㈳日本下水道協会）
３）下水汚泥コンポスト施設便覧 －2001年版－
（㈳日本下水道協会）

　なお、肥料の品質を保全するため肥料の規格等を
定めている肥料取締法が平成11年７月に改正され
たことにより、特殊肥料とされていた下水汚泥を原
料とする肥料が普通肥料に位置付けられ、「下水汚
泥肥料」等を生産又は輸入する場合には、農林水産
大臣の登録を受けなければならないとされている。
　また、最近では、全量を輸入に頼っているリンに
ついて、その枯渇が懸念されていることや食料需要
の増大及び産出国による輸出制限のため国際相場が
乱高下しており、下水及び下水汚泥中に含まれるリ
ンを回収し、肥料や肥料原料として活用する取組が
注目されているところである。そのため、国土交通
省では、平成21年度に「下水道におけるリン資源化
検討会」（座長：津野洋 京都大学大学院教授）を設
置し、検討を行い、平成22年３月にリン資源の現状
と課題、リン資源化の視点、リン資源化の検討手順
等をとりまとめた「下水道におけるリン資源化の手
引き」を策定した。国土交通省では、今後とも、農林
水産省など関係省庁をはじめとする多様な主体と連
携しつつ、下水道におけるリン資源化が推進される
よう、取り組んでいく。

（2）エネルギー利用
　下水汚泥のエネルギー利用は、主に下水道バイオガ
スの利用、固形燃料化であり、この他、下水汚泥焼却
廃熱を利用した発電・冷暖房等がある。

①下水道バイオガス利用
　下水道バイオガスには、下水汚泥の嫌気性消化過
程において発生するメタンを主成分とするバイオガ
スと、下水汚泥をガス化炉により熱分解することで
発生する一酸化炭素や水素を主成分とするバイオガ
スの２種類がある。ガス化炉は平成22年度に東京都
において、世界で初めて導入されているが、全国で
は主に嫌気性消化によるバイオガス化が進められて
いる。
　平成22年度の消化槽からの下水道バイオガス発
生量は約３億㎥であり、内訳をみると、約７割（220
百万㎥）が利活用されており、残り約３割（87百万㎥）

は焼却処分されている。また、下水道バイオガス発生
量の約２割（71百万㎥）はガス発電に利活用されて
いるが、約３割（92百万㎥）は消化槽の加温用として
の用途にとどまっており、今後、熱と電気を同時に発
生させるコジェネレーション利用の普及が望まれる。
　下水道バイオガスを用いた発電は、下水処理場の
電力費の節約と資源有効利用の観点から進められて
いる。平成22年度時点では、全国33箇所の処理場に
おいてバイオガス発電が導入されており、総発電容
量は約26,000 kW、総発電量は約１億3,000万kWh/
年に上り、全国のポンプ場及び下水処理場における
年間消費電力量約72億kWh（平成22年度）の約２
％に相当する。

②固形燃料化利用
　下水汚泥の固形燃料化の手法として、現在、炭化、
油温減圧乾燥及び造粒乾燥があり、火力発電所や製
紙工場のボイラーの化石燃料代替として利用する
取組が行われている。
　炭化とは、脱水汚泥を乾燥した後、低酸素又は無
酸素状態で蒸し焼きするもので、工程の温度に大き
く依存するが、炭化汚泥は約14～21 MJ/㎏１）の発熱
量（高位）を有しており（石炭は25.7 MJ/㎏２））、また、

ほとんど臭いがしないという特徴を有している。炭
化による固形燃料化施設については、現在、東京都
や広島市、愛知県等で導入されているとともに、大
阪市、熊本市、埼玉県、横浜市等で導入に向けた具
体的な取組が進められている。
　また、脱水汚泥を廃食用油等に投入し、減圧・加
熱の条件下で水分を蒸発させる油温減圧乾燥汚泥
は、約22 MJ/㎏の発熱量（低位）を有しており、福
岡県御笠川浄化センターでは平成13年度より松浦
火力発電所（電源開発㈱）に供給を行っている。
　平成22年度に固形燃料として利用された下水汚
泥は約2.0万t-DSであり、全体の約１％であるが、複
数の自治体で事業化が検討されており、今後、固形
燃料化の進展が期待される。

４．重点施策

（1）基本的な方針：「資源のみち」の創出
　平成17年９月に、下水道政策研究委員会中長期ビジ
ョン小委員会が、「これまでの『普及拡大』中心の20世
紀型下水道から、『健全な水循環と資源循環』を創出す
る21世紀型下水道への転換を目指すべき」として、長
期的視点からみた今後の下水道の方向性を「下水道ビ
ジョン2100」として取りまとめた。その施策方針の１
つとして、水環境の保全等下水道の有する機能に加え、
下水道の有する資源回収・供給機能を積極的に活かし

図４　下水道バイオガス利用の経年変化
（国土交通省調べ）

１）日本下水道事業団「下水汚泥固形燃料化システムの技術
評価に関する報告書」（2008.3）

２）経済産業省資源エネルギー庁「2005年度標準発熱量」
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３．下水汚泥の有効利用

　下水汚泥の有効利用の形態は、マテリアル利用、エ
ネルギー利用に分けられる。セメント原料等としての
建設資材利用やコンポスト等としての緑農地利用が着
実に進展している一方、下水道バイオガス又は固形燃
料としてのエネルギー利用は低い水準にとどまってい
る。それぞれの状況を以下に概観する。
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て、下水処理場のエネルギー自立や地球温暖化防止等
に貢献する「資源のみち」の創出が盛り込まれている。
　「資源のみち」の創出に向けては、下水道施設のエネ
ルギーの自立率を高める「自立する資源のみち」、集積
する下水汚泥や空間・立地条件を活用し地域社会に供
給する「活かす資源のみち」、さらにそれらエネルギー
や資源の活用による地球温暖化防止等、環境保全に貢
献する「優しい資源のみち」の３つを施策展開上の視
点とすることとされている。
　今後の下水道のあり方として、下水道を、従来の下
水を排除・処理する一過性のシステムから、資源・エ
ネルギーの回収・再生・供給システムへと転換し資源・
エネルギー循環の形成を図ることで、循環型社会形成
及び低炭素社会の構築に貢献することが重要である。

（2）個別重点施策
　今後重点的に取り組む施策は、以下のとおりである。

①下水道革新的技術実証事業（B-DASH３）プロジェ
クト）

　B-DASHプロジェクトは、平成23年度より開始し
ており、下水道の有する資源・エネルギーを徹底的
に活用するとともに、コストの削減等を実現する革
新的技術について、国土交通省が主体となって、実
規模レベルのプラントを設置して技術的な検証を行
い、ガイドラインをとりまとめ、全国の下水処理場
等への導入を促進することを主な目的としている。

加えて、実証プラントは海外からの視察にも活用す
る等、水ビジネスの海外展開に対する支援にも活用
することとしている。
　平成23年度開始実証事業の評価及び平成24年度
開始実証事業の概要について、以下に紹介する。また、
平成25年度予算として、バイオマス発電の実証事業
を要求中であり、今後も着実な実証事業の実施を図
るとともに、実証技術の水平展開を推進していく。

【平成23年度開始実証事業の評価】
　平成23年度に開始した以下の２事業については、
「下水道革新的技術実証事業評価委員会」により評
価されているとともに、ガイドライン化などを目的
として、平成24年度も事業を継続して実施している。

○超高効率固液分離技術を用いたエネルギーマネ
ジメントシステムに関する実証事業
実施者：メタウォーター㈱・地方共同法人日本下
水道事業団 共同研究体
実証フィールド：大阪市中浜下水処理場
評価：超高効率固液分離技術、担体を用いた高効
率高温消化技術、燃料電池を用いたスマート発電
で構成され、従来技術よりも高機能なシステム技
術であり、平成23年度の実証研究において一定の
成果が得られた。今後、槽内担体の目詰まり対策
等の高温消化時の課題への対応や、システム全体
での評価が必要なことから、平成24年度も引き続
き研究を実施し、ガイドライン化を図ることが望
ましい。３）B-DASH：Breakthrough by Dynamic Approach in 

Sewage High technology

図５　B-DASHのイメージ

 

○神戸市東灘処理場　再生可能エネルギー生産・革
新的技術実証事業
実施者：㈱神鋼環境ソリューション・神戸市 共同
研究体
実証フィールド：神戸市東灘処理場
評価：地域特性を活かした多様なバイオマスによ
るガスの精製技術、鋼板製消化槽の可視化技術
など、従来技術よりも高機能なシステム技術であ
り、平成23年度の実証研究において一定の成果
が得られた。今後、技術の水平的な普及展開のた
め、バイオマスの種類・量を変えた性能評価や、
異なる施設規模での評価などが必要なことから、
平成24年度も引き続き研究を実施し、ガイドラ
イン化を図ることが望ましい。

【平成24年度開始実証事業の概要】
　平成24年度開始事業については、「下水道革新的
技術実証事業評価委員会」による審査を経て、下記
の５事業が選定されている。

○温室効果ガスを排出しない次世代型下水汚泥固
形燃料化技術
実施者：長崎市・長崎総合科学大学・三菱長崎機
工㈱ 共同研究体
実証フィールド：長崎市東部下水処理場
概要：連続式水熱反応器および高速消化槽を用い
て生成した消化ガスを利用して消化汚泥を固形
燃料化することによるコスト縮減効果や再生可
能エネルギー創出効果等を実証する。

○廃熱利用型　低コスト下水汚泥固形燃料化技術
実施者：JFEエンジニアリング㈱
実証フィールド：松山市西部浄化センター
概要：焼却炉廃熱利用による下水汚泥固形燃料の
低コスト製造や、製造燃料の焼却炉利用による補
助燃料の削減等によるコスト縮減効果や省エネ
ルギー効果等を実証する。

○管路内設置型熱回収技術を用いた下水熱利用に
関する実証事業
実施者：大阪市・積水化学工業㈱・東亜グラウト
工業㈱ 共同研究体
実証フィールド：大阪市海老江下水処理場
概要：管更生組込方式の管路内設置型熱回収技術
によるコスト縮減効果や省エネルギー効果等を
実証する。

○固定床型アナモックスプロセスによる高効率窒

素除去技術に関する技術実証事業
実施者：熊本市・地方共同法人日本下水道事業団・
㈱タクマ 共同研究体
実証フィールド：熊本市東部浄化センター
概要：汚泥処理の返流水等からの窒素除去に、固
定床方式を用いた高効率なアナモックス反応技
術を適用させることによるコスト縮減効果や省
エネルギー効果等を実証する。

○神戸市東灘処理場　栄養塩除去と資源再生（リ
ン）革新的技術実証事業 －KOBEハーベスト（大
収穫）プロジェクト－
実施者：水ing㈱・神戸市・三菱商事アグリサービ
ス㈱ 共同研究体
実証フィールド：神戸市東灘処理場
概要：消化汚泥からのリン除去回収技術の高効率
化によるコスト縮減効果や得られたリン資源の
利活用等を実証する。

②官民連携による下水道資源有効利用の促進
　平成22年５月に策定された国交省成長戦略では、
官民連携により下水道資源（下水汚泥、下水熱等）
の有効利用を進めることとされており、これを踏ま
え、国土交通省では「官民連携による下水道資源有
効利用促進制度検討委員会」（委員長：津野洋 京都
大学大学院教授）を設置し、議論を進めた結果、平
成23年８月に、本委員会から以下の９項目からな
る提言がなされた。現在、国土交通省において、本
提言を踏まえた施策を推進しているところである。
提言１：下水汚泥固形燃料のJIS化による固形燃

料市場の活性化
提言２：革新的固形燃料化技術実証事業によるコ

スト低減、改築推進
提言３：革新的バイオガス増量技術実証事業によ

る混合消化の推進
提言４：都市ガスとの混焼等による省エネ発電の

推進
提言５：下水処理場の地産地消エネルギー供給拠

点化の推進
提言６：下水バイオガス等による地域エネルギー

施策への貢献の推進
提言７：サテライト処理等下水道事業と民間の熱

利用事業とのパッケージ化の推進
提言８：下水管ネットワークの民間事業者による

低コスト有効利用の推進
提言９：運用ガイドラインによる下水処理水熱の

利用手続き明確化・簡素化
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て、下水処理場のエネルギー自立や地球温暖化防止等
に貢献する「資源のみち」の創出が盛り込まれている。
　「資源のみち」の創出に向けては、下水道施設のエネ
ルギーの自立率を高める「自立する資源のみち」、集積
する下水汚泥や空間・立地条件を活用し地域社会に供
給する「活かす資源のみち」、さらにそれらエネルギー
や資源の活用による地球温暖化防止等、環境保全に貢
献する「優しい資源のみち」の３つを施策展開上の視
点とすることとされている。
　今後の下水道のあり方として、下水道を、従来の下
水を排除・処理する一過性のシステムから、資源・エ
ネルギーの回収・再生・供給システムへと転換し資源・
エネルギー循環の形成を図ることで、循環型社会形成
及び低炭素社会の構築に貢献することが重要である。

（2）個別重点施策
　今後重点的に取り組む施策は、以下のとおりである。

①下水道革新的技術実証事業（B-DASH３）プロジェ
クト）

　B-DASHプロジェクトは、平成23年度より開始し
ており、下水道の有する資源・エネルギーを徹底的
に活用するとともに、コストの削減等を実現する革
新的技術について、国土交通省が主体となって、実
規模レベルのプラントを設置して技術的な検証を行
い、ガイドラインをとりまとめ、全国の下水処理場
等への導入を促進することを主な目的としている。

加えて、実証プラントは海外からの視察にも活用す
る等、水ビジネスの海外展開に対する支援にも活用
することとしている。
　平成23年度開始実証事業の評価及び平成24年度
開始実証事業の概要について、以下に紹介する。また、
平成25年度予算として、バイオマス発電の実証事業
を要求中であり、今後も着実な実証事業の実施を図
るとともに、実証技術の水平展開を推進していく。

【平成23年度開始実証事業の評価】
　平成23年度に開始した以下の２事業については、
「下水道革新的技術実証事業評価委員会」により評
価されているとともに、ガイドライン化などを目的
として、平成24年度も事業を継続して実施している。

○超高効率固液分離技術を用いたエネルギーマネ
ジメントシステムに関する実証事業
実施者：メタウォーター㈱・地方共同法人日本下
水道事業団 共同研究体
実証フィールド：大阪市中浜下水処理場
評価：超高効率固液分離技術、担体を用いた高効
率高温消化技術、燃料電池を用いたスマート発電
で構成され、従来技術よりも高機能なシステム技
術であり、平成23年度の実証研究において一定の
成果が得られた。今後、槽内担体の目詰まり対策
等の高温消化時の課題への対応や、システム全体
での評価が必要なことから、平成24年度も引き続
き研究を実施し、ガイドライン化を図ることが望
ましい。３）B-DASH：Breakthrough by Dynamic Approach in 

Sewage High technology

図５　B-DASHのイメージ

 

○神戸市東灘処理場　再生可能エネルギー生産・革
新的技術実証事業
実施者：㈱神鋼環境ソリューション・神戸市 共同
研究体
実証フィールド：神戸市東灘処理場
評価：地域特性を活かした多様なバイオマスによ
るガスの精製技術、鋼板製消化槽の可視化技術
など、従来技術よりも高機能なシステム技術であ
り、平成23年度の実証研究において一定の成果
が得られた。今後、技術の水平的な普及展開のた
め、バイオマスの種類・量を変えた性能評価や、
異なる施設規模での評価などが必要なことから、
平成24年度も引き続き研究を実施し、ガイドラ
イン化を図ることが望ましい。

【平成24年度開始実証事業の概要】
　平成24年度開始事業については、「下水道革新的
技術実証事業評価委員会」による審査を経て、下記
の５事業が選定されている。

○温室効果ガスを排出しない次世代型下水汚泥固
形燃料化技術
実施者：長崎市・長崎総合科学大学・三菱長崎機
工㈱ 共同研究体
実証フィールド：長崎市東部下水処理場
概要：連続式水熱反応器および高速消化槽を用い
て生成した消化ガスを利用して消化汚泥を固形
燃料化することによるコスト縮減効果や再生可
能エネルギー創出効果等を実証する。

○廃熱利用型　低コスト下水汚泥固形燃料化技術
実施者：JFEエンジニアリング㈱
実証フィールド：松山市西部浄化センター
概要：焼却炉廃熱利用による下水汚泥固形燃料の
低コスト製造や、製造燃料の焼却炉利用による補
助燃料の削減等によるコスト縮減効果や省エネ
ルギー効果等を実証する。

○管路内設置型熱回収技術を用いた下水熱利用に
関する実証事業
実施者：大阪市・積水化学工業㈱・東亜グラウト
工業㈱ 共同研究体
実証フィールド：大阪市海老江下水処理場
概要：管更生組込方式の管路内設置型熱回収技術
によるコスト縮減効果や省エネルギー効果等を
実証する。

○固定床型アナモックスプロセスによる高効率窒

素除去技術に関する技術実証事業
実施者：熊本市・地方共同法人日本下水道事業団・
㈱タクマ 共同研究体
実証フィールド：熊本市東部浄化センター
概要：汚泥処理の返流水等からの窒素除去に、固
定床方式を用いた高効率なアナモックス反応技
術を適用させることによるコスト縮減効果や省
エネルギー効果等を実証する。

○神戸市東灘処理場　栄養塩除去と資源再生（リ
ン）革新的技術実証事業 －KOBEハーベスト（大
収穫）プロジェクト－
実施者：水ing㈱・神戸市・三菱商事アグリサービ
ス㈱ 共同研究体
実証フィールド：神戸市東灘処理場
概要：消化汚泥からのリン除去回収技術の高効率
化によるコスト縮減効果や得られたリン資源の
利活用等を実証する。

②官民連携による下水道資源有効利用の促進
　平成22年５月に策定された国交省成長戦略では、
官民連携により下水道資源（下水汚泥、下水熱等）
の有効利用を進めることとされており、これを踏ま
え、国土交通省では「官民連携による下水道資源有
効利用促進制度検討委員会」（委員長：津野洋 京都
大学大学院教授）を設置し、議論を進めた結果、平
成23年８月に、本委員会から以下の９項目からな
る提言がなされた。現在、国土交通省において、本
提言を踏まえた施策を推進しているところである。
提言１：下水汚泥固形燃料のJIS化による固形燃

料市場の活性化
提言２：革新的固形燃料化技術実証事業によるコ

スト低減、改築推進
提言３：革新的バイオガス増量技術実証事業によ

る混合消化の推進
提言４：都市ガスとの混焼等による省エネ発電の

推進
提言５：下水処理場の地産地消エネルギー供給拠

点化の推進
提言６：下水バイオガス等による地域エネルギー

施策への貢献の推進
提言７：サテライト処理等下水道事業と民間の熱

利用事業とのパッケージ化の推進
提言８：下水管ネットワークの民間事業者による

低コスト有効利用の推進
提言９：運用ガイドラインによる下水処理水熱の

利用手続き明確化・簡素化
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５．その他の施策

　前述の施策の他、下水汚泥の減量化・リサイクルの
推進のため、以下のような施策を実施している。

（1）下水汚泥処理・有効利用施設整備の支援
　下水道管理者が整備する下水汚泥処理施設（脱水施
設、焼却施設、固形燃料化施設、消化槽等）・有効利用
施設（コンポスト化施設、リン回収施設等）整備に対
して支援を行うとともに、新世代下水道支援事業制度
として以下の事業を実施している。

①リサイクル推進事業＜再生資源活用型＞
　下水汚泥の建設資材利用を促進するため、モデル
都市と下水道施設を選定し、その都市における下水
道施設の建設事業に汚泥製品（タイル、焼却灰を混
入した陶管、路盤材等）を積極的に利用することを
内容とする事業について支援する。

②リサイクル推進事業＜未利用エネルギー活用型＞
　下水汚泥とその他のバイオマスを集約して有効
利用を図る事業について、下水汚泥と他バイオマス
を投入する消化施設、消化ガス利用施設及びその付
帯施設、下水汚泥と他バイオマスの混合・調整施設、
外部利用のために下水処理場内に設置するバイオ
ガス精製・供給施設の整備を支援する。

③機能高度化促進事業＜新技術活用型＞
　下水道における新技術の開発と実用化の促進を
目的としており、下水汚泥のエネルギー化技術など
下水汚泥処理・有効利用等に関する新技術開発につ
いて支援する。

（2）民間活用型地球温暖化対策下水道事業制度
　下水汚泥等の資源化、流通、販売・利用を一体的に
捉え、民間企業の有するノウハウを最大限活用するこ
とにより、下水汚泥等の資源・エネルギー利用を推進
するため、下水道管理者が民間企業と一体となって行
う下水汚泥等の循環利用に関する計画の策定や、同計
画に基づき、PFI手法等により整備される下水汚泥等
の資源化施設の整備を支援する。

（3）税制（グリーン投資減税）
　下水汚泥固形燃料利用の促進のため、平成23年６
月30日から平成26年３月31日までの期間内に、下水
汚泥固形燃料の貯蔵装置及び払出装置等を取得した
事業者に対して、税制の特例措置を講じている。当該

事業者は、取得価額の30％特別償却（青色申告書を提
出する法人又は個人）又は７％税額控除（中小企業の
み）を適用することができる。

（4）バイオソリッド利活用基本計画策定マニュアルの
策定

　国土交通省は、平成３年に作成された「下水汚泥処
理総合計画策定マニュアル」に代わる新しい計画手法
として、都道府県が下水汚泥の広域的な処理や資源
化・有効利用を進めるために策定する「バイオソリッ
ド利活用基本計画（下水汚泥処理総合計画）」の策定マ
ニュアルを平成16年３月に策定した。
　本マニュアルは、地球環境やバイオマスをめぐる最
近の動向や国の方針を反映させていることが特徴であ
り、具体的には、以下の４点を盛り込んでいる。
１）下水汚泥とあわせて他のバイオマスを同時に処

理するための技術的指針
２）下水処理場からの温室効果ガス排出量の削減の

観点からプロジェクトを評価するための指標
３）汚泥やその他のバイオマスの集約化の検討等を

行うための指針
４）民間のノウハウと資金力の活用等を促進するた

め、PFIその他の民間活用事例 

（5）下水汚泥エネルギー化技術ガイドライン（案）の
策定

　国土交通省では、下水汚泥のエネルギー利用を推進
するため、「下水汚泥エネルギー化技術ガイドライン検
討委員会」（委員長：津野洋 京都大学大学院教授）にお
ける検討を踏まえて、「下水汚泥エネルギー化技術ガイ
ドライン（案）」を、平成23年３月に策定した。
　本ガイドラインは、地方公共団体等が下水汚泥エネ
ルギー化技術の導入を検討する際に必要となる情報を
集約したもので、下水汚泥エネルギー化技術の導入事
例等の基礎的情報、導入検討の考え方や導入のケース
スタディ等をとりまとめている。（次ページ上）

（6）品質管理・PR等の推進
　下水汚泥の緑農地利用や建設資材利用については、
適切な品質管理の実施により、汚泥製品の品質向上に
努めるとともに、その価値を積極的にユーザーにPR
していく努力が必要である。そのため、㈳日本下水道
協会において策定された「下水汚泥リサイクル資材一
覧」の活用等により製品の周知を図っている。また、
農林水産省により、平成22年５月に「汚泥肥料中の重
金属管理手引書」が策定されており、この周知を図る
とともに関係省庁との連携を進め、汚泥肥料の適切な
品質管理に向けた体制強化を図っていく予定である。

　なお、一般廃棄物や下水汚泥から生成された溶融ス
ラグについては、コンクリート用骨材及び道路用とし
て用いる場合のJISが平成18年７月に制定されてお
り、管きょの新設・更新等の公共事業の実施にあたり、
JISに適合している下水汚泥溶融スラグ製品が優先的
に利用されることが望まれる。

（7）グリーン購入法（国等による環境物品等の調達の
推進等に関する法律）に基づく公共工事グリーン
購入調達品目への対応

　平成13年４月よりグリーン購入法が全面施行され、
国等の各機関においては、「環境物品等の調達の推進
を図るための方針（調達方針）」を作成し、これに基づ
き調達を実施することになっている。
　公共工事に係る調達品目のうち下水汚泥を使用した
調達品目としては、「下水汚泥を用いた汚泥発酵肥料
（下水汚泥コンポスト）」、「陶磁器質タイル」、「エコセ
メント（都市ごみ焼却灰等を主原料とするセメント）」、
「再生材料を用いた舗装用ブロック（焼成）」及び「再生
材料を用いた舗装用ブロック類（プレキャスト無筋コ
ンクリート製品）」が調達品目として指定されている。

　下水汚泥の有効利用推進のため、今後も「特定調達
品目」に多種多様な下水汚泥関連製品が記載されるよ
うに努力していく必要がある。ただし、2009年度には、
再リサイクル性確保の観点（製品の施工時及び使用時
に加えて、廃棄後の他の用途への再利用時等も想定し
たライフサイクル的な視点での環境安全性の確認）か
ら調達方針が見直されていることから、今後、下水汚
泥の資源利用を推進する際に留意が必要である。
　なお、各都道府県においては独自のリサイクル認定制
度を策定している場合もあるため、環境部局や農政部
局、他の建設部局等との連携を図ることも重要である。

６．終わりに

　下水汚泥の有効利用に関する諸課題の解決に向け
て、地域特性に応じた適切な汚泥の有効利用の検討
や、新技術の導入など、様々な分野における総合的な
対策が進められている。
　今後も引き続き、関係各位には下水道における資源・
エネルギー循環の形成をはじめとした、汚泥の有効利用
の推進に対し御理解、御協力をお願いする次第である。

「下水汚泥エネルギー化技術ガイドライン（案）」目次
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５．その他の施策

　前述の施策の他、下水汚泥の減量化・リサイクルの
推進のため、以下のような施策を実施している。

（1）下水汚泥処理・有効利用施設整備の支援
　下水道管理者が整備する下水汚泥処理施設（脱水施
設、焼却施設、固形燃料化施設、消化槽等）・有効利用
施設（コンポスト化施設、リン回収施設等）整備に対
して支援を行うとともに、新世代下水道支援事業制度
として以下の事業を実施している。

①リサイクル推進事業＜再生資源活用型＞
　下水汚泥の建設資材利用を促進するため、モデル
都市と下水道施設を選定し、その都市における下水
道施設の建設事業に汚泥製品（タイル、焼却灰を混
入した陶管、路盤材等）を積極的に利用することを
内容とする事業について支援する。

②リサイクル推進事業＜未利用エネルギー活用型＞
　下水汚泥とその他のバイオマスを集約して有効
利用を図る事業について、下水汚泥と他バイオマス
を投入する消化施設、消化ガス利用施設及びその付
帯施設、下水汚泥と他バイオマスの混合・調整施設、
外部利用のために下水処理場内に設置するバイオ
ガス精製・供給施設の整備を支援する。

③機能高度化促進事業＜新技術活用型＞
　下水道における新技術の開発と実用化の促進を
目的としており、下水汚泥のエネルギー化技術など
下水汚泥処理・有効利用等に関する新技術開発につ
いて支援する。

（2）民間活用型地球温暖化対策下水道事業制度
　下水汚泥等の資源化、流通、販売・利用を一体的に
捉え、民間企業の有するノウハウを最大限活用するこ
とにより、下水汚泥等の資源・エネルギー利用を推進
するため、下水道管理者が民間企業と一体となって行
う下水汚泥等の循環利用に関する計画の策定や、同計
画に基づき、PFI手法等により整備される下水汚泥等
の資源化施設の整備を支援する。

（3）税制（グリーン投資減税）
　下水汚泥固形燃料利用の促進のため、平成23年６
月30日から平成26年３月31日までの期間内に、下水
汚泥固形燃料の貯蔵装置及び払出装置等を取得した
事業者に対して、税制の特例措置を講じている。当該

事業者は、取得価額の30％特別償却（青色申告書を提
出する法人又は個人）又は７％税額控除（中小企業の
み）を適用することができる。

（4）バイオソリッド利活用基本計画策定マニュアルの
策定

　国土交通省は、平成３年に作成された「下水汚泥処
理総合計画策定マニュアル」に代わる新しい計画手法
として、都道府県が下水汚泥の広域的な処理や資源
化・有効利用を進めるために策定する「バイオソリッ
ド利活用基本計画（下水汚泥処理総合計画）」の策定マ
ニュアルを平成16年３月に策定した。
　本マニュアルは、地球環境やバイオマスをめぐる最
近の動向や国の方針を反映させていることが特徴であ
り、具体的には、以下の４点を盛り込んでいる。
１）下水汚泥とあわせて他のバイオマスを同時に処

理するための技術的指針
２）下水処理場からの温室効果ガス排出量の削減の

観点からプロジェクトを評価するための指標
３）汚泥やその他のバイオマスの集約化の検討等を

行うための指針
４）民間のノウハウと資金力の活用等を促進するた

め、PFIその他の民間活用事例 

（5）下水汚泥エネルギー化技術ガイドライン（案）の
策定

　国土交通省では、下水汚泥のエネルギー利用を推進
するため、「下水汚泥エネルギー化技術ガイドライン検
討委員会」（委員長：津野洋 京都大学大学院教授）にお
ける検討を踏まえて、「下水汚泥エネルギー化技術ガイ
ドライン（案）」を、平成23年３月に策定した。
　本ガイドラインは、地方公共団体等が下水汚泥エネ
ルギー化技術の導入を検討する際に必要となる情報を
集約したもので、下水汚泥エネルギー化技術の導入事
例等の基礎的情報、導入検討の考え方や導入のケース
スタディ等をとりまとめている。（次ページ上）

（6）品質管理・PR等の推進
　下水汚泥の緑農地利用や建設資材利用については、
適切な品質管理の実施により、汚泥製品の品質向上に
努めるとともに、その価値を積極的にユーザーにPR
していく努力が必要である。そのため、㈳日本下水道
協会において策定された「下水汚泥リサイクル資材一
覧」の活用等により製品の周知を図っている。また、
農林水産省により、平成22年５月に「汚泥肥料中の重
金属管理手引書」が策定されており、この周知を図る
とともに関係省庁との連携を進め、汚泥肥料の適切な
品質管理に向けた体制強化を図っていく予定である。

　なお、一般廃棄物や下水汚泥から生成された溶融ス
ラグについては、コンクリート用骨材及び道路用とし
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り、管きょの新設・更新等の公共事業の実施にあたり、
JISに適合している下水汚泥溶融スラグ製品が優先的
に利用されることが望まれる。

（7）グリーン購入法（国等による環境物品等の調達の
推進等に関する法律）に基づく公共工事グリーン
購入調達品目への対応

　平成13年４月よりグリーン購入法が全面施行され、
国等の各機関においては、「環境物品等の調達の推進
を図るための方針（調達方針）」を作成し、これに基づ
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　公共工事に係る調達品目のうち下水汚泥を使用した
調達品目としては、「下水汚泥を用いた汚泥発酵肥料
（下水汚泥コンポスト）」、「陶磁器質タイル」、「エコセ
メント（都市ごみ焼却灰等を主原料とするセメント）」、
「再生材料を用いた舗装用ブロック（焼成）」及び「再生
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ンクリート製品）」が調達品目として指定されている。

　下水汚泥の有効利用推進のため、今後も「特定調達
品目」に多種多様な下水汚泥関連製品が記載されるよ
うに努力していく必要がある。ただし、2009年度には、
再リサイクル性確保の観点（製品の施工時及び使用時
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たライフサイクル的な視点での環境安全性の確認）か
ら調達方針が見直されていることから、今後、下水汚
泥の資源利用を推進する際に留意が必要である。
　なお、各都道府県においては独自のリサイクル認定制
度を策定している場合もあるため、環境部局や農政部
局、他の建設部局等との連携を図ることも重要である。

６．終わりに

　下水汚泥の有効利用に関する諸課題の解決に向け
て、地域特性に応じた適切な汚泥の有効利用の検討
や、新技術の導入など、様々な分野における総合的な
対策が進められている。
　今後も引き続き、関係各位には下水道における資源・
エネルギー循環の形成をはじめとした、汚泥の有効利用
の推進に対し御理解、御協力をお願いする次第である。
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１．はじめに

　下水汚泥は量的、質的に安定した貴重なバイオマス
資源であるにも係らず、わが国ではその多くが取扱
いの面倒な産業廃棄物として処理処分され、必ずしも
十分な有効利用が行われてこなかった。しかし、近年
バイオマス活用推進基本法の制定（Ｈ21年９月施行）
や、再生可能エネルギー特別措置法に基づく固定価格
買取制度（Ｈ24年７月本格開始）において下水汚泥消
化ガス発電電力が極めて有利な買取条件で示される
など下水汚泥の資源的価値が見直されつつある。ここ
では、日本下水道事業団における取組みの紹介を含め
て、下水汚泥有効利用の現状・課題と今後の動向につ
いて報告する。

１．１　下水汚泥の発生量
　下水処理場で発生する汚泥としては、最初沈殿池に
て発生する初沈汚泥と最終沈殿池から発生する余剰
汚泥がある。これらは重力濃縮や機械濃縮により３％
前後に濃縮減量されるが、わが国公共下水道処理場全
体で発生するこの濃縮汚泥量は約7,700万トン/年で、

図１.１に示すように全産業廃棄物発生量の約20％を
占めている。
　図１.２に示すように下水道整備の進捗とともに漸
増し、乾燥固形物量換算では、最近では220万ｔDS/年
となっている。ちなみに、下水処理人口一人あたりに
換算すると約25㎏DS/年となる。

研究紹介

特集：第25回下水汚泥の有効利用に関するセミナー特集

下水汚泥有効利用の課題と
日本下水道事業団における取組み

キーワード：高効率メタン発酵、混合メタン発酵、消化ガス発電、高効率（低含水率）型脱水機、下水熱利用

日本下水道事業団 技術戦略部 戸田技術開発分室　島　田　正　夫

図１.１　全産業廃棄物発生量に占める
下水汚泥の割合１）　
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１．２　バイオマス資源としての特徴
　下水汚泥は人間の社会生活、経済活動の結果発生す
る汚水を浄化処理する過程で生じる有機性の副産物
である。畑地林地等で発生する野菜や樹木とおなじバ
イオマスの一つで、組成は80～90％が有機物である。
　下水汚泥は他の農林業系バイオマスや畜産系バイ
オマス等に比べ、発生形態や成分性状的に次のような
特徴を有している。
 ［発生形態での特徴］
①一箇所に集約して発生するため、収集や運搬のコ
ストがかからない
②年間を通じて、また将来にわたって発生量が安定
している
③エネルギー消費の多い都市部で多く発生する

 ［性状的な特徴］
④年間を通じて成分組成等（有機分率など）が安定
している
⑤比較的易分解性（微生物分解されやすい）の有機
物である
⑥たんぱく質主体で窒素、りん、その他の微量栄養
素を多く含んでいる

　これらは、バイオマスエネルギー資源や有機肥料原
料として有効利用を図る上で極めて優位な特性とみ
なされている。

２．下水汚泥処理、有効利用の世界の動向

　わが国では高度成長期における「大量生産」「大量消
費」「大量廃棄」という社会構造のもと、廃棄物埋立処
分地逼迫への対処としてリサイクルによる有効利用よ
り焼却による減量化を優先する施策がとられてきた。
その結果、図２.１に示すように世界でも類を見ない高
い比率でごみや汚泥の焼却処理が行われるようになり
現在に至っている。
　欧米では、小規模処理場を除けば、下水汚泥はメタ
ン発酵によるエネルギー回収（安定化）＋緑農地利用
が標準的な処理システムとなっている。

・日本は焼却処理＋建設資材利用
・欧米はメタン発酵（エネルギー回収）

＋ 緑農地利用 

　図２.２に、日本と欧米における下水汚泥の処理・
有効利用の比較を示した。欧米では、下水汚泥の緑農
地利用は循環型社会における最も理想的な姿とみな
されている。

図１.２　下水汚泥発生量とリサイクル率の推移１）

図２.１　一般廃棄物（ごみ）の焼却処理の比較
　　　　（Ｈ21環境統計より）

図２.２　日本と欧米における下水汚泥の処理・有効利用法の比較２）
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１．はじめに

　下水汚泥は量的、質的に安定した貴重なバイオマス
資源であるにも係らず、わが国ではその多くが取扱
いの面倒な産業廃棄物として処理処分され、必ずしも
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では、日本下水道事業団における取組みの紹介を含め
て、下水汚泥有効利用の現状・課題と今後の動向につ
いて報告する。
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汚泥がある。これらは重力濃縮や機械濃縮により３％
前後に濃縮減量されるが、わが国公共下水道処理場全
体で発生するこの濃縮汚泥量は約7,700万トン/年で、

図１.１に示すように全産業廃棄物発生量の約20％を
占めている。
　図１.２に示すように下水道整備の進捗とともに漸
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図２.２　日本と欧米における下水汚泥の処理・有効利用法の比較２）
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３．メタン発酵によるエネルギー利用

３．１　高効率メタン発酵技術
　世界的には下水汚泥を含むバイオマスのメタン発酵
施設導入が急速に進んでいるが、わが国では「有機分
の50％しか分解ガス化しない」、「消化日数に20～30日
も要す」などの理由で、下水道分野ではこの20年間300
箇所程度のままでほとんど導入が進んでいない。
　そこで、日本下水道事業団では導入を促進するため
より高効率なメタン発酵技術として、大幅な分解ガス
化の向上と汚泥の減量化が可能な『熱改質高効率嫌気
性消化システム』、消化日数をわずか５日程度で処理
する『担体充填型高速嫌気性消化システム』の開発を
進めてきた。これらの性能については昨年度技術評価
が完了し評価書が公表されており、また前回汚泥有効
利用セミナー等でも既に報告しているので、ここでは
そのシステムの概要と特徴についてのみ紹介する。

（1）熱改質（可溶化）高効率嫌気性消化システム
　下水汚泥成分中には微生物細胞壁のような難分解
性の有機分が多く含まれており、従来の嫌気性消化
法では約50％程度の有機分が分解ガス化されるの
みで、多くの難脱水性消化残渣（汚泥）が残るのが
課題のひとつであった。汚泥を熱で改質して消化タ
ンクに投入する技術は以前から提案されており、欧
米では数多く導入されている。これまでは消化タン
ク投入前汚泥を熱改質するのが一般的であったが、
我々が開発した技術は消化後脱水汚泥を対象に熱改
質するもので、その基本的システムフローを図３.１
に示す。
　本システムの特徴として
①消化汚泥を対象に熱改質処理するため、臭気の

発生が極めて少ない。
②脱水汚泥を対象とするため、熱改質に要するエ
ネルギーが極めて小さい。
③160～170℃の熱改質汚泥を消化タンクに戻す
ことで消化タンクの加温を行う。したがって、
投入熱エネルギーは従来の消化タンク加温エ
ネルギーと基本的には同じである。
④難分解性の有機物が改質されるため、有機物の
分解ガス化率が大幅に向上する。
⑤熱可溶化によって、汚泥中の有機物分解が促
進され、消化され易くなるため、消化日数を15
日程度に短縮することができる。
⑥消化汚泥の熱改質により、汚泥の脱水性が大幅
に改善される。

（2）担体充填型高速嫌気性消化システム
　下水汚泥の嫌気性消化における消化日数は通常
20～30日以上を必要としていることから、嫌気性
微生物による有機物分解反応は好気性微生物によ
るそれに比べ著しく遅いと思っている人が多い。実
際は分解が遅いのではなく、嫌気性反応に大きく関
係するメタン菌の増殖速度が小さいだけである。通
常の好気性微生物や嫌気性微生物でも酸生成菌の
増殖速度（生物量が２倍に増える日数）が0.1～２日
程度であるのに対し、メタン菌の多くは３～10日を
要する。従来の完全混合型消化タンクにおいては、
消化日数を短くするとメタン菌が十分に増殖するま
えにウォシュアウト（流出）してしう。その結果、メ
タン菌の数が不十分となり酸発酵の段階で処理が
停止してしまうことから、消化槽滞留日数を20～
30日と大きくしている。
　担体充填型高速嫌気性消化システムは、消化タン
ク内に充填した担体にメタン菌を付着固定化する
ことでメタン菌の流出を抑制し、短い消化日数でも
安定したメタン発酵が維持できるように開発した
システムである。（図３.２参照）
　投入バイオマスとして最初沈殿池汚泥や生ごみ
など酸発酵による分解性の高い基質を対象とし、
55℃の高温消化法を採用することで、５日程度の
短い消化日数でも安定したメタン発酵が維持され
ることを確認している。
　平成23年度国土交通省のB-DASH事業として、
メタウォーター㈱と日本下水道事業団で共同提案
し採択された「超高効率固液分離技術を用いたエネ
ルギーマネジメントシステムに関する実証事業」の
基本プロセスの一つとして、本高効率高温嫌気性
消化システムが組み込まれている。大阪市中浜処理
場内にタンク容量50㎥担体充填高速メタン発酵装

図３.１　熱改質高効率嫌気性消化システムの
基本フロー図  　　　　　

置のプラントを設置し実証試験を進めている（写真
３.１）。下水汚泥と生ごみの混合バイオマス（固形
物混合比１：0.8）を対象とした試験結果では、消化
日数5日、有機物負荷約7.5㎏/㎥日という高負荷条
件でも有機物分解率60～70％、投入有機物当りのガ
ス発生量600～730㎥/t-VSという良好な運転結果
が得られている。

３．２　他のバイオマスとの混合メタン発酵
　バイオマスであれば全てメタン発酵により分解ガス
化ができるわけではなく、比較的容易にガス化できる
ものとそうでないものがある。図３.３に示すように、
下水汚泥の中でも余剰汚泥より最初沈殿池汚泥のメ
タン発酵特性（分解ガス化率）は高く、また生ごみは
その最初沈殿池汚泥より更にメタン発酵性に優れてい
る。言い換えれば、放置しておくとすぐに腐敗して悪

臭を発生しやすいものほどメタン発酵性が高く、もみ
がらや木材チップなどのように長期間放置しておいて
も腐敗しないものはメタン発酵基質としては適してい
ないといえる。
　わが国では腐敗して悪臭を発するような廃棄物系
バイオマスは、生活環境保全上から速やかに焼却処理
することが望ましいとして、生ごみなどは可燃ごみと
してその大部分が焼却処理されている。近年ごみの分
別回収が進むにつれ、可燃ごみに占める生ごみの比率
が50％以上に上昇している都市が増えた。水分の多
い生ごみを焼却処理するにあたりダイオキシン対策
の面から800℃以上で焼却する必要があり多量の化石
燃料を補助燃料として投入し無理やり焼却処理して
いる箇所が多くなっている。
　生ごみはメタン発酵に適した貴重な再生可能エネル
ギー源であり、欧州では主としてランドフィルガス（埋
立て地でのメタンガス化）として、米国ではディスポー
ザーにより下水管経由で下水処理場に集められ、バイ
オガスとして回収利用されている。エネルギー資源の
大部分を外国からの輸入に頼っているわが国として
は、メタン発酵に適した生ごみなどの廃棄物系バイオ
マスを下水汚泥とともに、焼却処理からメタン発酵に
よるエネルギー利用へと早急に改めることが望まれる。

３．３　液肥としての利用
　地方の中小規模処理場では、近隣農地で消化汚泥を
そのまま液体肥料（液肥）として使用することが考えら
れる。消化汚泥の液中にはアンモニアやりんが多く含
まれるため、脱水処理する場合、その脱水ろ液返流水
による水処理や放流水への影響が懸念される場合もあ
るが、液肥として利用することでこの問題が解消する。
　乾燥汚泥又はコンポスト化した汚泥肥料は土壌微
生物による汚泥の分解作用によって肥料効果が徐々

図３.２　担体充填型高速嫌気性消化の概要

写真３.１　B-DASH実証試験プラントにおける
高効率嫌気性消化システム

図３.３　各種バイオマスのメタン発酵特性３）
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３．メタン発酵によるエネルギー利用

３．１　高効率メタン発酵技術
　世界的には下水汚泥を含むバイオマスのメタン発酵
施設導入が急速に進んでいるが、わが国では「有機分
の50％しか分解ガス化しない」、「消化日数に20～30日
も要す」などの理由で、下水道分野ではこの20年間300
箇所程度のままでほとんど導入が進んでいない。
　そこで、日本下水道事業団では導入を促進するため
より高効率なメタン発酵技術として、大幅な分解ガス
化の向上と汚泥の減量化が可能な『熱改質高効率嫌気
性消化システム』、消化日数をわずか５日程度で処理
する『担体充填型高速嫌気性消化システム』の開発を
進めてきた。これらの性能については昨年度技術評価
が完了し評価書が公表されており、また前回汚泥有効
利用セミナー等でも既に報告しているので、ここでは
そのシステムの概要と特徴についてのみ紹介する。

（1）熱改質（可溶化）高効率嫌気性消化システム
　下水汚泥成分中には微生物細胞壁のような難分解
性の有機分が多く含まれており、従来の嫌気性消化
法では約50％程度の有機分が分解ガス化されるの
みで、多くの難脱水性消化残渣（汚泥）が残るのが
課題のひとつであった。汚泥を熱で改質して消化タ
ンクに投入する技術は以前から提案されており、欧
米では数多く導入されている。これまでは消化タン
ク投入前汚泥を熱改質するのが一般的であったが、
我々が開発した技術は消化後脱水汚泥を対象に熱改
質するもので、その基本的システムフローを図３.１
に示す。
　本システムの特徴として
①消化汚泥を対象に熱改質処理するため、臭気の

発生が極めて少ない。
②脱水汚泥を対象とするため、熱改質に要するエ
ネルギーが極めて小さい。
③160～170℃の熱改質汚泥を消化タンクに戻す
ことで消化タンクの加温を行う。したがって、
投入熱エネルギーは従来の消化タンク加温エ
ネルギーと基本的には同じである。
④難分解性の有機物が改質されるため、有機物の
分解ガス化率が大幅に向上する。
⑤熱可溶化によって、汚泥中の有機物分解が促
進され、消化され易くなるため、消化日数を15
日程度に短縮することができる。
⑥消化汚泥の熱改質により、汚泥の脱水性が大幅
に改善される。

（2）担体充填型高速嫌気性消化システム
　下水汚泥の嫌気性消化における消化日数は通常
20～30日以上を必要としていることから、嫌気性
微生物による有機物分解反応は好気性微生物によ
るそれに比べ著しく遅いと思っている人が多い。実
際は分解が遅いのではなく、嫌気性反応に大きく関
係するメタン菌の増殖速度が小さいだけである。通
常の好気性微生物や嫌気性微生物でも酸生成菌の
増殖速度（生物量が２倍に増える日数）が0.1～２日
程度であるのに対し、メタン菌の多くは３～10日を
要する。従来の完全混合型消化タンクにおいては、
消化日数を短くするとメタン菌が十分に増殖するま
えにウォシュアウト（流出）してしう。その結果、メ
タン菌の数が不十分となり酸発酵の段階で処理が
停止してしまうことから、消化槽滞留日数を20～
30日と大きくしている。
　担体充填型高速嫌気性消化システムは、消化タン
ク内に充填した担体にメタン菌を付着固定化する
ことでメタン菌の流出を抑制し、短い消化日数でも
安定したメタン発酵が維持できるように開発した
システムである。（図３.２参照）
　投入バイオマスとして最初沈殿池汚泥や生ごみ
など酸発酵による分解性の高い基質を対象とし、
55℃の高温消化法を採用することで、５日程度の
短い消化日数でも安定したメタン発酵が維持され
ることを確認している。
　平成23年度国土交通省のB-DASH事業として、
メタウォーター㈱と日本下水道事業団で共同提案
し採択された「超高効率固液分離技術を用いたエネ
ルギーマネジメントシステムに関する実証事業」の
基本プロセスの一つとして、本高効率高温嫌気性
消化システムが組み込まれている。大阪市中浜処理
場内にタンク容量50㎥担体充填高速メタン発酵装

図３.１　熱改質高効率嫌気性消化システムの
基本フロー図  　　　　　

置のプラントを設置し実証試験を進めている（写真
３.１）。下水汚泥と生ごみの混合バイオマス（固形
物混合比１：0.8）を対象とした試験結果では、消化
日数5日、有機物負荷約7.5㎏/㎥日という高負荷条
件でも有機物分解率60～70％、投入有機物当りのガ
ス発生量600～730㎥/t-VSという良好な運転結果
が得られている。

３．２　他のバイオマスとの混合メタン発酵
　バイオマスであれば全てメタン発酵により分解ガス
化ができるわけではなく、比較的容易にガス化できる
ものとそうでないものがある。図３.３に示すように、
下水汚泥の中でも余剰汚泥より最初沈殿池汚泥のメ
タン発酵特性（分解ガス化率）は高く、また生ごみは
その最初沈殿池汚泥より更にメタン発酵性に優れてい
る。言い換えれば、放置しておくとすぐに腐敗して悪

臭を発生しやすいものほどメタン発酵性が高く、もみ
がらや木材チップなどのように長期間放置しておいて
も腐敗しないものはメタン発酵基質としては適してい
ないといえる。
　わが国では腐敗して悪臭を発するような廃棄物系
バイオマスは、生活環境保全上から速やかに焼却処理
することが望ましいとして、生ごみなどは可燃ごみと
してその大部分が焼却処理されている。近年ごみの分
別回収が進むにつれ、可燃ごみに占める生ごみの比率
が50％以上に上昇している都市が増えた。水分の多
い生ごみを焼却処理するにあたりダイオキシン対策
の面から800℃以上で焼却する必要があり多量の化石
燃料を補助燃料として投入し無理やり焼却処理して
いる箇所が多くなっている。
　生ごみはメタン発酵に適した貴重な再生可能エネル
ギー源であり、欧州では主としてランドフィルガス（埋
立て地でのメタンガス化）として、米国ではディスポー
ザーにより下水管経由で下水処理場に集められ、バイ
オガスとして回収利用されている。エネルギー資源の
大部分を外国からの輸入に頼っているわが国として
は、メタン発酵に適した生ごみなどの廃棄物系バイオ
マスを下水汚泥とともに、焼却処理からメタン発酵に
よるエネルギー利用へと早急に改めることが望まれる。

３．３　液肥としての利用
　地方の中小規模処理場では、近隣農地で消化汚泥を
そのまま液体肥料（液肥）として使用することが考えら
れる。消化汚泥の液中にはアンモニアやりんが多く含
まれるため、脱水処理する場合、その脱水ろ液返流水
による水処理や放流水への影響が懸念される場合もあ
るが、液肥として利用することでこの問題が解消する。
　乾燥汚泥又はコンポスト化した汚泥肥料は土壌微
生物による汚泥の分解作用によって肥料効果が徐々

図３.２　担体充填型高速嫌気性消化の概要

写真３.１　B-DASH実証試験プラントにおける
高効率嫌気性消化システム

図３.３　各種バイオマスのメタン発酵特性３）
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に発揮される「緩効性肥料」であるが、液肥の場合は
液中の養分が速やかに肥料効果を発揮する「速効性肥
料」としての効果も期待できる。
　液肥を田畑に広範囲に施用するには写真３.２に示
すような特殊な液肥散布機が必要となるため、個人農
家で保有することは通常困難である。福岡県大木町バ
イオマス循環センターでは、製造した消化汚泥液肥を
農家の依頼に応じて散布まで実施している。また、家
庭菜園や小規模農地の需要者向けに、町内各地に写真
３.３に示す液肥ステーションを設け、随時手軽に入
手できるようにしている。当循環センターでは、町内
で発生する生活排水汚泥や生ごみを全量メタン発酵
によりエネルギー回収するとともに、年間に約6000
㎥発生する消化汚泥を全量液肥として利用し、化学肥
料から有機肥料への転換を目指す「環境保全型農業」
の推進に大きく貢献している。

３．４　固定価格買い取り制度と消化ガス発電
　わが国では欧米の先進国に比べ、再生可能エネル

ギーの導入が極端に遅れている。昭和30～40年代に
建設した大規模水力発電所を除けば、図３.４に示す
ように再生可能エネルギーによる発電量は全体のわ
ずか１％程度（2010年）に過ぎない。これは、1970年
代の２度にわたる石油ショックに対し、他の先進国は
再生可能エネルギー導入に積極的に努力したのに対
し、わが国では原子力発電の推進とエネルギー源を石
油から石炭・天然ガスへの分散化に重点をおいた施策
が取られてきたためである。
　1990年代になって、温暖化ガスによる地球環境問題
が世界的なテーマとしてクローズアップされ、京都議
定書（1997年）により先進国が率先してCO2削減に努
めることが義務化された。その対策の一つとして、わ
が国では電気事業者に対して、一定量以上の新エネル
ギー等（再生可能エネルギー）を利用して得られる電
気の利用を義務付けることにより、新エネルギー等の
利用を推進する「電気事業者による新エネルギー等の
利用に関する特別措置法（RPS法）」が2002年６月公
布されたが、制度的な課題もあって十分な効果が発揮
できなかった。
　一方、再生可能エネルギーの固定価格買取制度（FIT
制度）をいち早く導入したドイツでは、図３.５に示す

写真３.２　液肥の散布状況

写真３.３　液肥ステーション

図３.４　電力エネルギー源構成４）

図３.５　ドイツの再生可能エネルギー導入推移５）

ように風力、バイオマスを中心に順調な導入が行われ
てきた。全発電量に占める再生可能エネルギー電力の
割合は現在（2010年）約17.5％で、2020年には35％を
目標にしている。FIT制度によるドイツなどでの再生
可能エネルギー導入促進の実績から、わが国でもRPS
法に変わる固定価格買い取り制度が平成24年７月に
本格スタートした。
　わが国における再生可能エネルギー電力固定価格
買い取り制度の概要を図３.６に示した。再生可能エ
ネルギー発電事業者から買取り要請のあった電力は、
当該地区の電力会社は原則国の定める固定価格であ
る一定期間、全量買い取ることが義務付けられた。

図３.６　再生可能エネルギー電力の固定価格買取り制度の概要（経済産業省）

表３.１　各種バイオマスエネルギー電力の固定価格買取条件（価格、期間）

　買取り価格及び買取り期間は再生可能エネルギー
の種類や発電方法等によって異なり、平成24年度に
おけるバイオマス発電の場合の買取り条件を表３.１
に示した。下水汚泥のメタン発酵による消化ガス発
電電力の買取り価格は税込み40.95円/kWh（税抜き
39.0円/kWh）で、買取り期間は20年間となっている。
この買い取り価格は、最近の消化ガス発電実績（発電
単価３～７円/kWh）からみれば極めて有利な単価で
あり、全体の再生可能エネルギー電力の導入状況にも
よるが来年度以降の近い将来見直される可能性は極
めて高い。現在汚泥の嫌気性消化を実施しながら発生
する消化ガスの有効利用を行っていない処理場では、
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表３.１　各種バイオマスエネルギー電力の固定価格買取条件（価格、期間）

　買取り価格及び買取り期間は再生可能エネルギー
の種類や発電方法等によって異なり、平成24年度に
おけるバイオマス発電の場合の買取り条件を表３.１
に示した。下水汚泥のメタン発酵による消化ガス発
電電力の買取り価格は税込み40.95円/kWh（税抜き
39.0円/kWh）で、買取り期間は20年間となっている。
この買い取り価格は、最近の消化ガス発電実績（発電
単価３～７円/kWh）からみれば極めて有利な単価で
あり、全体の再生可能エネルギー電力の導入状況にも
よるが来年度以降の近い将来見直される可能性は極
めて高い。現在汚泥の嫌気性消化を実施しながら発生
する消化ガスの有効利用を行っていない処理場では、
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消化ガス発電設備の早急な導入が望まれる。但し、こ
の場合消化ガス発電設備の導入にあたっては単独費
（国庫補助対象外）になる。
　最近は中小規模処理場に適した高性能小型消化ガ
ス発電システムが多く開発されており、流入水量が
１万㎥/日以下の処理場でも導入効果が十分期待でき
るようになっている。

４．固形燃料化によるエネルギー利用

４．１　汚泥のエネルギー価値
　下水汚泥成分組成の約80％は有機物である。表４.１
に示すように乾燥した汚泥のエネルギー量は、火力発
電所等で燃料として一般に使われている石炭の約６～
７割に相当している。また、乾燥汚泥１ｔは灯油やガ
ソリン500Ｌと同じエネルギー価値を有している。
　ちなみに、下水処理場にはBODやSSという指標で
示される有機性汚濁成分が毎日大量に流入してきて
いる。下水汚泥はそれらの集積されたものである。流
入下水量50,000㎥/日規模の下水処理場を例に考える
と、乾燥固形物量として約10ｔDS/日程度であること
から、灯油換算で5,000Ｌ（ドラム缶25本）相当のエ
ネルギーが毎日自然に流入していることになる。
　下水汚泥の固形燃料化としては、含水率10％程度
以下に乾燥した乾燥固形燃料とするか、低酸素状態で
蒸し焼きにして作られる炭化燃料として利用される。
図４.１に炭化燃料製造プロセスの例を示した。
　脱水汚泥を含水率40％程度に乾燥したのち、ロー
タリーキルン型炭化炉に送られ、300 ～ 500℃の低酸
素状態で30～60分で炭化物となる。炭化温度が高く
なるほど汚泥中の有機分が熱分解を受けてガス化、液
化（タール化）してしまうため、固形燃料化を目的と
する場合は300℃程度の比較的低い温度で処理し燃料
価値の高い炭化物を得る低温炭化システムが実用化
されている。

４．２　安定した需要先の確保
　固形燃料化事業は下水処理場サイドからみて汚泥
の最終処分にも繋がることから理想的な有効利用法
の一つではあるが、固形燃料化しても必ずしも十分な
需要先があるわけではない。大規模な石炭ボイラーや
バイオマス固形燃料ボイラーを有し、長期的に安定し
た需要先となる事業者（石炭火力発電所など）を見つ
け出すことが事業化の最重要課題となる。

４．３　燃料化のための投入エネルギー削減
　含水率80％程度の脱水汚泥１ｔを乾燥又は炭化によ
る固形燃料化した場合、灯油換算で約50～100Ｌ程度
の燃料化物が製造できる。しかし、脱水汚泥１ｔ当り
800Ｌ相当の水分を除去する必要があり、灯油ボイラー
等を用いた加温蒸発による水分除去には約80Ｌ相当の
エネルギー投入が必要となる。回収利用できるエネル
ギー量より投入エネルギー量が多くなる場合がある。
　この問題に対処するものとして、以下の方法が考え
られる。
①ごみ焼却工場などの近隣で発生する余剰熱源を
利用する
②メタン発酵と組み合わせ、消化ガスを補助燃料と
して利用する
③高効率型脱水機の導入により、汚泥の低含水率化
を図る

５．汚泥処理における省エネ技術

５．１　高効率（低含水率）型脱水機
　消化汚泥の液肥利用等を例外として、下水汚泥の有
効利用を図る上でハンドリング性向上等をはかるた
め脱水処理が行われる。脱水機種や凝集剤添加条件等
にもよるが、脱水汚泥の含水率は通常混合生汚泥の場

表４.１　下水汚泥のエネルギー価値

 17 20  MJ /kgDS  
 14 21  MJ /kgDS  
 21 24  MJ /N   

  
( 25 28  MJ /kg  

36 38 MJ/L  
 45 46 MJ /N   

図４.１　下水汚泥炭化燃料製造システムの一例

合で75～80％、消化汚泥やOD法などの余剰汚泥では
80～85％程度である。すなわち脱水汚泥の約80％は
水分であり、固形燃料化によるエネルギー利用やコン
ポスト化による緑農地利用など、有効利用を図る上で
は効率的な水分の除去（低含水率化）が重要になって
いる。
　日本下水道事業団では図５.１及び図５.２に示す
ような効率的な汚泥脱水システムの開発を複数の脱
水機メーカーと実施している。実証試験結果では２液
（高分子凝集剤＋無機凝集剤）薬注により生汚泥で69
～72%、消化汚泥で70～76%という良好な脱水汚泥含
水率が得られている。
　70％程度にまで低含水率化した場合、脱水汚泥の
ポンプ圧送に制約が生じる可能性が懸念されるが、図
５.３に示す低動力で長距離圧送が可能なマルチリボン
スクリューによる新しい移送ポンプシステムの開発も
進めている。滑剤なしで100ｍ、滑剤有りで250ｍ程度
の圧送が可能になると期待されている。

５．２　ヒートポンプによる下水熱利用
　ヒートポンプとは図５.４に示すように、熱媒体の凝
縮及び蒸発における熱変化を利用して熱を低いところ
から高いところへ移動させるシステムである。家庭用
の冷蔵庫やエアコンでも広く使われている。投入する
エネルギー（主として圧縮機の電力）の３～６倍の熱
エネルギーが得られることから、風力や太陽光と同じ
再生可能エネルギーの一つとみなされるようになって
きた。
　ヒートポンプの熱源として一般には大気（空気）熱
を用いるが、気体より液体が熱伝導性は高く、液体の
中でも年間を通して比較的温度変化の小さい下水熱が
注目されている。
　図５.５は、下水の有する各種エネルギーポテンシャ
ルを比較したものである。バイオマスエネルギー資源
(化学エネルギー )として既に回収利用の実績のある下

図５.１　２液薬注による高効率遠心脱水機

図５.２　圧入式スクリュー濃縮脱水機

図５.３　低含水率脱水汚泥の移送ポンプシステム 図５.５　下水の有するエネルギーポテンシャル

図５.４　ヒートポンプの原理
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消化ガス発電設備の早急な導入が望まれる。但し、こ
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合で75～80％、消化汚泥やOD法などの余剰汚泥では
80～85％程度である。すなわち脱水汚泥の約80％は
水分であり、固形燃料化によるエネルギー利用やコン
ポスト化による緑農地利用など、有効利用を図る上で
は効率的な水分の除去（低含水率化）が重要になって
いる。
　日本下水道事業団では図５.１及び図５.２に示す
ような効率的な汚泥脱水システムの開発を複数の脱
水機メーカーと実施している。実証試験結果では２液
（高分子凝集剤＋無機凝集剤）薬注により生汚泥で69
～72%、消化汚泥で70～76%という良好な脱水汚泥含
水率が得られている。
　70％程度にまで低含水率化した場合、脱水汚泥の
ポンプ圧送に制約が生じる可能性が懸念されるが、図
５.３に示す低動力で長距離圧送が可能なマルチリボン
スクリューによる新しい移送ポンプシステムの開発も
進めている。滑剤なしで100ｍ、滑剤有りで250ｍ程度
の圧送が可能になると期待されている。

５．２　ヒートポンプによる下水熱利用
　ヒートポンプとは図５.４に示すように、熱媒体の凝
縮及び蒸発における熱変化を利用して熱を低いところ
から高いところへ移動させるシステムである。家庭用
の冷蔵庫やエアコンでも広く使われている。投入する
エネルギー（主として圧縮機の電力）の３～６倍の熱
エネルギーが得られることから、風力や太陽光と同じ
再生可能エネルギーの一つとみなされるようになって
きた。
　ヒートポンプの熱源として一般には大気（空気）熱
を用いるが、気体より液体が熱伝導性は高く、液体の
中でも年間を通して比較的温度変化の小さい下水熱が
注目されている。
　図５.５は、下水の有する各種エネルギーポテンシャ
ルを比較したものである。バイオマスエネルギー資源
(化学エネルギー )として既に回収利用の実績のある下

図５.１　２液薬注による高効率遠心脱水機

図５.２　圧入式スクリュー濃縮脱水機

図５.３　低含水率脱水汚泥の移送ポンプシステム 図５.５　下水の有するエネルギーポテンシャル

図５.４　ヒートポンプの原理
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水汚泥は、流入下水１㎥当りに換算すると3.7 MJ/㎥
程度で、水位差（位置エネルギー）を利用して発電で
きる電力エネルギーは落差５ｍの場合でも0.04 MJ/
㎥に過ぎない。これに対し、下水から５℃の熱を回収
できるとした場合の熱エネルギーは21 MJ/㎥であり、
潜在的に極めて大きなエネルギーであることが分か
る。流入下水量が10,000㎥/日の処理場において、５℃
の下水熱回収が行われた場合のエネルギーは、灯油換
算で5,500Ｌ/日に相当する膨大な量になる。
　下水熱は、現在処理場管理棟や電気室空調用熱源と
して一部利用されている事例はあるが、消化タンクの
加温熱源や汚泥の乾燥、コンポスト化補助熱源等、汚
泥処理・有効利用プロセスの省エネ対策としての利用
が期待される。

６．あとがき

　わが国では下水汚泥の多くは焼却処理されている
が、集約性に優れ、かつ量的、品質的にも安定した貴
重なバイオマス資源でもある。欧米ではメタン発酵に
よる安定化とエネルギー回収のあと良質の有機質肥
料原料として広く一般的に有効利用されている。下水
汚泥＝重金属＝産業廃棄物＝有害物といった誤った
認識を改め、国産の貴重な再生可能バイオマス資源で
あるという考えで有効利用を進める必要がある。
　また、生ごみも同様にその多くが可燃ごみとして焼
却処理されているが、極めてメタン発酵性に優れた再

生可能バイオマス資源であることを認識すべきであ
る。生ごみを各家庭で分別して回収することは住民へ
の負担や回収コストの面からも課題は多いが、ディス
ポーザーによる下水管きょ経由で処理場に集約、下水
汚泥との混合メタン発酵により容易にエネルギー資
源として活用することが可能である。下水処理場では
汚水の処理工程で大量の電力エネルギーを消費して
いるが、ディスポーザーによる生ごみを受け入れてい
る米国では、処理場におけるメタン発酵ガス発電によ
りエネルギー自給率100％のみならず電力会社へ売電
している下水処理場は珍しくないと云われている。
　原子力発電の将来展望が不確定な現在、エネルギー
資源の大部分を輸入に頼っているわが国として、下水
汚泥や生ごみなどの資源的価値を再認識して、積極的
な有効利用が望まれる。日本下水道事業団としてもこ
のような観点から、今後も下水汚泥有効利用の推進に
取り組んでいくことにしている。
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１）国土交通省下水道部ＨＰ（Ｈ24年３月）
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るエネルギー自立型処理場の開発調査」報告書　
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１．はじめに

　土木研究所は、土木技術に関する調査、試験、研究
および開発、ならびに指導や成果の普及などを行うこ
とにより、土木技術の向上を図り、良質な社会資本の
効率的な整備に資することを目的として設置された研
究機関である。2011年度からの新たな中期計画の元で、
リサイクルチームでは下水汚泥を含む各種バイオマス
の有効利用に関する様々な研究展開を実施している。
本稿では、これらの研究状況について報告する。

２．研究概況

　地球温暖化対策の進展や資源・エネルギー問題の対
応に向けて、下水汚泥の嫌気性消化の工程で発生す
るメタンガスの有効利用に期待が高まっている。我が
国の下水汚泥のマテリアル利用については、建設資材
利用、緑農地利用などにより、下水汚泥利用率として
77％にまで達しているものの、エネルギー資源として
の利活用状況をみると、発生する下水汚泥中の有機分

総量のうち、バイオガスや汚泥燃料としてエネルギー
利用されている割合は約１割であり、低い水準にとど
まっていることから、今後の利用拡大の余地がある１）。
下水汚泥に加えて、他の有機性廃棄物（他バイオマス）
と下水汚泥を混合消化させることも提案されている。
他バイオマスの受入は、既存の消化槽の活用でも可能
であり、他バイオマスとして、生ごみ、食品廃棄物、刈
草、剪定枝、農業系廃棄物、浄化槽汚泥など様々な可
能性が考えられる。近年、石川県珠洲市２）をはじめと
して、現在我が国の下水処理場数カ所で、生ごみなど
他バイオマスの受入が本格的に稼働している。こうし
た、下水処理場を核とした様々なエネルギー利活用シ
ステムについて、関連するガイトラインやマニュアル
の整備も進められつつある３,４）。また平成23年度には、
国土交通省により大阪および神戸で下水道革新的技
術実証事業（B-DASHプロジェクト）が実施されてい
る５）。これらの実証事業では、いずれも下水汚泥の嫌
気性消化技術を核として、周辺の技術開発をあわせて、
新たなシステムが開発されており、他バイオマス受入
も提案されている。
　こうした背景をふまえ、現在土木研究所リサイクル

研究紹介

特集：第25回下水汚泥の有効利用に関するセミナー特集

下水汚泥および有機性廃棄物の
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リサイクルチームの研究展開

キーワード：嫌気性消化、有機性廃棄物、刈草、汚泥性状、汚泥濃縮

独立行政法人土木研究所 材料資源研究グループ リサイクルチーム　

主任研究員　日　高　　　平



Vol. 37　No. 139　2013/4 再生と利用

（ 44 ）

チームでは、「低炭素型水処理・バイオマス利用技術
の開発に関する研究」と題したプロジェクト研究（図
－１）や、その他の研究プロジェクトにより、下水汚
泥利用に関する様々な研究を実施している。国土交通
省からの受託研究や、地方公共団体などとの共同研究
も含まれる。

３．下水汚泥と刈草の混合嫌気性消化に関する
基礎的検討

　国土交通省総合政策局事業総括調整官室および独
立行政法人土木研究所材料地盤研究グループリサイ
クルチームの調査６）によると、国土交通省直轄事業で
除草・剪定により発生する草木系バイオマスの種類は、
刈草：25万トン-wet（道路：4.5万トン-wet、河川：18
万トン-wet）、剪定枝葉：1.6万トン-wetであった。ま
た、県、市町村などの発生量を加えると、それ以上と
なる。それらの処分方法の内訳は、刈草は、37％が放
置、12％が焼却、30％が再資源化であり、剪定枝葉は、
５割が民間再資源化（堆肥、チップなど）であった。リ
サイクルチームでは、こうした草木系廃棄物を対象に、
下水汚泥との混合消化に関する実験的検討を行って
いる。草木系廃棄物を対象とした混合消化の前処理と
して、蒸煮・爆砕処理の検討も行ってきた７）。蒸煮・爆
砕法は、高温高圧の水蒸気によって一定時間蒸煮した
後、瞬時に圧力を開放し、凝縮水の気化に伴う爆発的

な体積膨張と蒸煮装置からの高速噴射による物理的な
破壊によって粉砕する処理であり、木材の糖化、飼料
化などのための処理方法として確立されている。木質
チップを対象に蒸煮・爆砕処理を行った場合、後段の
消化処理において、バイオガス発生量の増加が確認で
きている。
　堆肥などへの資源化の際に、処理効率を上げるため、
刈草は破砕機によって破砕されることが多い。また、
メタン発酵で消化槽に刈草を投入する際に投入した刈
草による送泥管などの閉塞を防ぐため、刈草の破砕が
必要と考えられる。そこで、実際の刈草を用いて、破
砕性能の異なる３種類の破砕機について比較検討を
行った。９月下旬に発生した刈草を収集し、３種類の
破砕機（A、B、およびC）を用いた破砕実験を行った。
破砕機Cによる破砕後、10㎜以下および20㎜以下の
刈草の割合は、それぞれ78％および93％であり、最も
細かく破砕できた（図－２）。
　破砕機Cで破砕した刈草について、下水汚泥を対象
とした中温消化汚泥を用いて、回分式および連続式に
て、下水混合汚泥との混合メタン発酵実験を行った。
その結果、刈草の混合比などの実験条件により異なる
ものの、0.1～0.2 L-メタン/gVS-刈草程度のメタン転
換率が得られた。混合消化後の汚泥に対して、凝集剤
を添加した簡易脱水試験を行ったところ、特に脱水性
への悪化は見られなかった。実験的検討に加えて、刈
草などの草木系廃棄物の様々な処理法を対象として、

図－１　低炭素型水処理・バイオマス利用技術の開発に関する研究の概要

 

ライフサイクルアセスメントによる評価手法も開発中
である８）。既存の下水処理場の消化槽に受入の余裕が
ある場合、焼却などの従来の処理法に比して、刈草を
下水汚泥と混合消化することの優位性が示されつつあ
る（平成23年度下水道関係調査研究年次報告書集、土
木研究所資料No.4241）。ただし、刈草を消化槽へ投入
する場合、消化槽内での浮上やポンプの目詰まりが懸
念される。こうした課題についての検証も今後必要で
ある。

４．下水汚泥と有機性廃棄物の混合嫌気性消化
に関する基礎的検討

　他バイオマスを受け入れる場合、負荷が高まるの
で、既設処理場を活用する場合には受入可能な余裕が
あるかが重要である。負荷率の増加に対応する手段と
して、中温から高温条件への変更や、投入汚泥の高濃
度化が考えられる。そこで、一般的な混合汚泥よりも
高濃度であるTS５％程度の混合汚泥を基質として、
有効容積３Lの反応器の連続運転を中温条件下で行
い、その処理特性を調査している９）。
　有効容積３Lの反応器を準備し、中温35℃の条件下
で連続運転を行った。植種汚泥として、都市下水処理
場の消化槽から採取した消化汚泥を用いた。投入汚泥
は、都市下水処理場の混合汚泥を用いた。混合汚泥の
濃度はTS３～４％程度であるので、実験室での遠心分
離操作により、５％程度まで濃縮した。基質投入およ
び消化液の引抜操作は１日１回の頻度にて手動で行っ
た。運転開始当初数日に１回の頻度で、１回あたり150 
mLの基質投入を行った。処理が安定してきたと考えら
れた40日目以降は、平日のみ１日１回の頻度で150 mL
の基質投入を行った。
　投入TSおよびVSの実測値が平均でそれぞれ5.1お
よび4.3％であり、消化汚泥ではそれぞれ平均2.4およ
び1.7％程度を安定して維持していた。既設の消化槽で
の平均的なVSベースでの消化率は60％程度であり、
同程度の消化率が得られた。アンモニア性窒素濃度は
おおむね1,000㎎N/L以下であり、メタン発酵への阻
害影響はなかった。揮発性有機酸（VFAs）として、コ
ハク酸、乳酸、ギ酸、プロピオン酸、イソ酪酸、酪酸、
イソ吉草酸、および吉草酸はほとんど検出されず、酢
酸は７～14㎎/Lであり、VFAsの蓄積は特に観察され
なかった。
　物質収支を把握するために、CODCrの測定も行った。
累積投入基質量（gCOD）と累積生成メタン量（gCOD）
の関係を図－４に示す。運転開始22日目～96日目の
結果をまとめたものであり、全期間を通じてCODベー
スで60％程度の安定したメタン転換が示された。混合

図－２　本研究で使用した破砕前の刈草（上）
および破砕機Cで破砕した刈草（下）
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図－３　破砕前後の刈草の長さの分布
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チームでは、「低炭素型水処理・バイオマス利用技術
の開発に関する研究」と題したプロジェクト研究（図
－１）や、その他の研究プロジェクトにより、下水汚
泥利用に関する様々な研究を実施している。国土交通
省からの受託研究や、地方公共団体などとの共同研究
も含まれる。

３．下水汚泥と刈草の混合嫌気性消化に関する
基礎的検討

　国土交通省総合政策局事業総括調整官室および独
立行政法人土木研究所材料地盤研究グループリサイ
クルチームの調査６）によると、国土交通省直轄事業で
除草・剪定により発生する草木系バイオマスの種類は、
刈草：25万トン-wet（道路：4.5万トン-wet、河川：18
万トン-wet）、剪定枝葉：1.6万トン-wetであった。ま
た、県、市町村などの発生量を加えると、それ以上と
なる。それらの処分方法の内訳は、刈草は、37％が放
置、12％が焼却、30％が再資源化であり、剪定枝葉は、
５割が民間再資源化（堆肥、チップなど）であった。リ
サイクルチームでは、こうした草木系廃棄物を対象に、
下水汚泥との混合消化に関する実験的検討を行って
いる。草木系廃棄物を対象とした混合消化の前処理と
して、蒸煮・爆砕処理の検討も行ってきた７）。蒸煮・爆
砕法は、高温高圧の水蒸気によって一定時間蒸煮した
後、瞬時に圧力を開放し、凝縮水の気化に伴う爆発的

な体積膨張と蒸煮装置からの高速噴射による物理的な
破壊によって粉砕する処理であり、木材の糖化、飼料
化などのための処理方法として確立されている。木質
チップを対象に蒸煮・爆砕処理を行った場合、後段の
消化処理において、バイオガス発生量の増加が確認で
きている。
　堆肥などへの資源化の際に、処理効率を上げるため、
刈草は破砕機によって破砕されることが多い。また、
メタン発酵で消化槽に刈草を投入する際に投入した刈
草による送泥管などの閉塞を防ぐため、刈草の破砕が
必要と考えられる。そこで、実際の刈草を用いて、破
砕性能の異なる３種類の破砕機について比較検討を
行った。９月下旬に発生した刈草を収集し、３種類の
破砕機（A、B、およびC）を用いた破砕実験を行った。
破砕機Cによる破砕後、10㎜以下および20㎜以下の
刈草の割合は、それぞれ78％および93％であり、最も
細かく破砕できた（図－２）。
　破砕機Cで破砕した刈草について、下水汚泥を対象
とした中温消化汚泥を用いて、回分式および連続式に
て、下水混合汚泥との混合メタン発酵実験を行った。
その結果、刈草の混合比などの実験条件により異なる
ものの、0.1～0.2 L-メタン/gVS-刈草程度のメタン転
換率が得られた。混合消化後の汚泥に対して、凝集剤
を添加した簡易脱水試験を行ったところ、特に脱水性
への悪化は見られなかった。実験的検討に加えて、刈
草などの草木系廃棄物の様々な処理法を対象として、

図－１　低炭素型水処理・バイオマス利用技術の開発に関する研究の概要

 

ライフサイクルアセスメントによる評価手法も開発中
である８）。既存の下水処理場の消化槽に受入の余裕が
ある場合、焼却などの従来の処理法に比して、刈草を
下水汚泥と混合消化することの優位性が示されつつあ
る（平成23年度下水道関係調査研究年次報告書集、土
木研究所資料No.4241）。ただし、刈草を消化槽へ投入
する場合、消化槽内での浮上やポンプの目詰まりが懸
念される。こうした課題についての検証も今後必要で
ある。

４．下水汚泥と有機性廃棄物の混合嫌気性消化
に関する基礎的検討

　他バイオマスを受け入れる場合、負荷が高まるの
で、既設処理場を活用する場合には受入可能な余裕が
あるかが重要である。負荷率の増加に対応する手段と
して、中温から高温条件への変更や、投入汚泥の高濃
度化が考えられる。そこで、一般的な混合汚泥よりも
高濃度であるTS５％程度の混合汚泥を基質として、
有効容積３Lの反応器の連続運転を中温条件下で行
い、その処理特性を調査している９）。
　有効容積３Lの反応器を準備し、中温35℃の条件下
で連続運転を行った。植種汚泥として、都市下水処理
場の消化槽から採取した消化汚泥を用いた。投入汚泥
は、都市下水処理場の混合汚泥を用いた。混合汚泥の
濃度はTS３～４％程度であるので、実験室での遠心分
離操作により、５％程度まで濃縮した。基質投入およ
び消化液の引抜操作は１日１回の頻度にて手動で行っ
た。運転開始当初数日に１回の頻度で、１回あたり150 
mLの基質投入を行った。処理が安定してきたと考えら
れた40日目以降は、平日のみ１日１回の頻度で150 mL
の基質投入を行った。
　投入TSおよびVSの実測値が平均でそれぞれ5.1お
よび4.3％であり、消化汚泥ではそれぞれ平均2.4およ
び1.7％程度を安定して維持していた。既設の消化槽で
の平均的なVSベースでの消化率は60％程度であり、
同程度の消化率が得られた。アンモニア性窒素濃度は
おおむね1,000㎎N/L以下であり、メタン発酵への阻
害影響はなかった。揮発性有機酸（VFAs）として、コ
ハク酸、乳酸、ギ酸、プロピオン酸、イソ酪酸、酪酸、
イソ吉草酸、および吉草酸はほとんど検出されず、酢
酸は７～14㎎/Lであり、VFAsの蓄積は特に観察され
なかった。
　物質収支を把握するために、CODCrの測定も行った。
累積投入基質量（gCOD）と累積生成メタン量（gCOD）
の関係を図－４に示す。運転開始22日目～96日目の
結果をまとめたものであり、全期間を通じてCODベー
スで60％程度の安定したメタン転換が示された。混合

図－２　本研究で使用した破砕前の刈草（上）
および破砕機Cで破砕した刈草（下）
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図－３　破砕前後の刈草の長さの分布
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汚泥および消化汚泥のCODCr/VS比はいずれも1.6程
度であったことから、既設消化槽と同程度のメタン転
換率が得られていたことが示された。本研究での負荷
率1.8㎏TS/(㎥･d) 程度で、アンモニアやVFAsの蓄積
は特に見られなかったことから、負荷率のさらなる向
上は可能であると考えられる。
　消化汚泥および混合汚泥を用いて、混合汚泥の体
積比を０、５、10および20％とした４系列について、
35℃にて回分式実験を行った。用いた消化汚泥および
混合汚泥のTCODCrは、それぞれ15および48 g/Lで
あった。実験結果は図－５に示すとおりであり、ここ
では、ブランクによるメタン生成量を差し引き、反応
器体積あたりに換算して示している。最初の数日間の
メタン生成速度は投入基質濃度によらずほぼ同程度で
あった。５％、10％および20％の系でそれぞれ５日、
10日および20日程度経過後に基質からのメタン発生
は完了していた。混合汚泥のメタン転換率はCODベー

スで70％となり、最終的なメタン生成量はおおむね投
入量に比例していた。
　また、別の下水処理場の消化汚泥および混合汚泥、
ならびに他バイオマスの例として食品廃棄物（おから
および豆皮）を用いて、55℃にて回分式実験を行った。
ここでは、消化汚泥のみのブランク系、消化汚泥（体
積比90％）および混合汚泥（体積比10％）の下水汚泥
系、下水汚泥系に食品廃棄物をさらに５gVS/L添加
した系を設定した。用いたおからおよび豆皮のVSは
それぞれ0.24および0.37 gVS/g-wetであった。混合汚
泥、おからおよび豆皮のメタン転換率はCODベースで
それぞれ60％、45％および50％程度であり、おからお
よび豆皮のメタン転換率はやや低かった。またメタン
ガス発生がほぼ停止するまでにかかった日数は、混合
汚泥が10日程度、おからおよび豆皮が16日程度であっ
た。馴致期間を確保することでメタン転換率が向上す
る可能性もあり、今後下水処理場でこうした食品廃棄
物を受け入れることが、メタン発酵の観点では可能で
あると考えられた。

５．下水汚泥の性状および消化特性に関する全
国調査

　下水処理場における他バイオマス受入の検討を行
うにあたって、汚泥性状や消化特性の基礎的知見を得
ることを目的とした全国調査を行った10）。消化槽を有
し消化ガス発電を行っている処理場を中心に８ヶ所
を対象として、ヒアリング調査により現場で測定され
ているデータを収集するとともに、現地の混合汚泥お
よび消化汚泥を採取し性状を分析した。
　消化槽の運転状況に関するヒアリング調査結果の
まとめを図－６に示す。投入有機物量と分解有機物量
の関係から算出される消化率（VSベース）はおおむ
ね６割程度であり、消化槽の運転は安定していると考
えられる。月ごとの平均データを用いると、両者の値
が、滞留時間分だけずれることになり、見かけの消化
率は多少変動することになるものの、年間を通した消
化率に大きな差はないと考えられる。全体としての消
化率はおおむね６割程度である。滞留時間は、ほとん
どの処理場で設計値である20 ～ 30日11）の範囲内に
収まっており、それより長時間の処理場はあったも
のの、短時間の処理場はなかった。負荷率は、0.6～
1.5㎏TS/(㎥･d)および0.5～1.3㎏VS/(㎥･d)の範囲で
あった（図－７）。維持管理指針12）では、１～３㎏VS/
(㎥･d)とされており、この値と比較していずれも余裕
のある運転を行っている。
　本研究で行った各処理場の汚泥性状分析の結果をも
とに、分析項目間の比較を図－８に示す。分解率は、混

図－４　連続実験（中温系）における累積投入基質量と
　　　　累積生成メタン量の関係

図－５　消化汚泥に対して混合汚泥を5～ 20％添加
　　　　 した回分式実験でのメタン生成の経時変化

　　　（ブランクを引いた値）

汚泥のアンモニア性窒素濃度は600㎎N/L以下であっ
た。消化汚泥のアンモニア性窒素濃度は最大でも1,200
㎎N/L以下であり、メタン発酵への阻害影響の濃度以
下であった。他バイオマス受入時にはアンモニア性窒
素濃度の増加が懸念される。窒素成分の挙動について
は処理場毎に異なる可能性があり、個別に詳細な調査
を行う必要があるものと考えられる。
　我が国の下水処理場で、CODといえば通常過マン
ガン酸カリウムによるCODMnを意味する。一方国際
的には二クロム酸カリウムによりCODCrが一般的に
用いられている。過マンガン酸カリウムに比して二ク
ロム酸カリウムは強い酸化力を有しており、より正確
に有機物量を把握できる。特に密閉系で反応が進行す
る嫌気性消化の物質収支を把握するには、酸化還元反
応に基づくCODCrが有用な指標となる。また、複雑な
反応機構を解析する上で、数学的なモデルは有用な道
具と期待されている13）。国際水協会の嫌気性消化モデ
ル14）などでは、有機物収支を把握するためにCODCr
が用いられている。CODCrの測定は、数mLの試料量
で簡単にできるキットが発売されている。ただし、測
定においてはクロムや水銀を使用するので、分析後の
廃液管理には注意が必要である。しかしながら、我が
国の異なる処理場の汚泥を対象とした通常の測定項目
とCODCrとの比較情報に乏しい。数理モデルの活用も
含めて統一的な反応機構の解析の検討を行うにあたっ
ては、CODCrの挙動を把握する必要がある。図－８
(e)より、TCODCr/VS比は、混合汚泥および消化汚泥
いずれも1.7程度であり、処理場毎の変動はそれほど
なかった。消化における減少TS濃度と減少TCODCr
濃度の関係を算出したところ、これに一致していた。
PCODCr/VSS比は、混合汚泥および消化汚泥いずれ
も1.7程度であり、その値はTCODCr/VS比と同様で
あった。しかしながら、図－８(f)より、SCODCr/(VS
－VSS)比は、混合汚泥で2.1程度、消化汚泥で0.8程度
と、大幅に異なっており、TCODCr/VS比とも異なっ
ていた。比較的単純な有機物のThOD値でも異なって
いるので、VS－VSSとして計測される溶解性有機物
については、COD換算値が物質により大きく異なる
可能性があるものの、濃度自体はTCODCrおよびVS
と比較して10分の１程度と低いので、TCODCr/VS
比として包括的に汚泥性状を評価する場合への影響
は少ないと考えられる。
　混合汚泥および消化汚泥の、誘導結合プラズマ
（ICP）による金属元素の測定結果の比較を図－９に示
す。測定したすべての金属元素について、線形関係が
見られ、消化汚泥中の濃度はおおむね混合汚泥中の濃
度の２～3.5倍程度であった。下水汚泥の分解率が0.6
であれば、汚泥あたりの濃度は2.5倍程度になる。濃縮

合汚泥と消化汚泥での値の差（減少分）に対する混合
汚泥での値の割合として算出した。
　図－８(a)より、混合汚泥のTSは20～35 g/L程度
の範囲であり、処理場毎に変動が見られた。消化汚泥
のTSは9.8～16 g/L程度の範囲であり、処理場毎に
変動が見られた。混合汚泥のVS/TS比は0.8～0.9前
後で、大きな差は見られなかった。消化汚泥のVS/
TS比は0.7程度に減少した。これは、消化で分解され
るのがTSに含まれるVS成分であるためで、消化に
おける減少TS濃度は、ほぼ減少VS濃度に一致して
いた（R2 = 0.94）。
　図－８(b)より、VS/TS比と炭素含有率はほぼ比例
しており、VS成分の50％程度が炭素であると推察さ
れる。図－８(c)より、VS/TS比と水素含有率の関係は、
原点を通る直線ではなかったものの直線関係が示され
ていた。対して、図－８(d)より、VS/TS比と窒素含
有率については、明確な関係が見られなかった。混合

図－６　ヒアリング調査による投入有機物量と
消化ガス発生量および消化率の関係

図－７　ヒアリング調査による消化率と負荷率の関係
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汚泥および消化汚泥のCODCr/VS比はいずれも1.6程
度であったことから、既設消化槽と同程度のメタン転
換率が得られていたことが示された。本研究での負荷
率1.8㎏TS/(㎥･d) 程度で、アンモニアやVFAsの蓄積
は特に見られなかったことから、負荷率のさらなる向
上は可能であると考えられる。
　消化汚泥および混合汚泥を用いて、混合汚泥の体
積比を０、５、10および20％とした４系列について、
35℃にて回分式実験を行った。用いた消化汚泥および
混合汚泥のTCODCrは、それぞれ15および48 g/Lで
あった。実験結果は図－５に示すとおりであり、ここ
では、ブランクによるメタン生成量を差し引き、反応
器体積あたりに換算して示している。最初の数日間の
メタン生成速度は投入基質濃度によらずほぼ同程度で
あった。５％、10％および20％の系でそれぞれ５日、
10日および20日程度経過後に基質からのメタン発生
は完了していた。混合汚泥のメタン転換率はCODベー

スで70％となり、最終的なメタン生成量はおおむね投
入量に比例していた。
　また、別の下水処理場の消化汚泥および混合汚泥、
ならびに他バイオマスの例として食品廃棄物（おから
および豆皮）を用いて、55℃にて回分式実験を行った。
ここでは、消化汚泥のみのブランク系、消化汚泥（体
積比90％）および混合汚泥（体積比10％）の下水汚泥
系、下水汚泥系に食品廃棄物をさらに５gVS/L添加
した系を設定した。用いたおからおよび豆皮のVSは
それぞれ0.24および0.37 gVS/g-wetであった。混合汚
泥、おからおよび豆皮のメタン転換率はCODベースで
それぞれ60％、45％および50％程度であり、おからお
よび豆皮のメタン転換率はやや低かった。またメタン
ガス発生がほぼ停止するまでにかかった日数は、混合
汚泥が10日程度、おからおよび豆皮が16日程度であっ
た。馴致期間を確保することでメタン転換率が向上す
る可能性もあり、今後下水処理場でこうした食品廃棄
物を受け入れることが、メタン発酵の観点では可能で
あると考えられた。

５．下水汚泥の性状および消化特性に関する全
国調査

　下水処理場における他バイオマス受入の検討を行
うにあたって、汚泥性状や消化特性の基礎的知見を得
ることを目的とした全国調査を行った10）。消化槽を有
し消化ガス発電を行っている処理場を中心に８ヶ所
を対象として、ヒアリング調査により現場で測定され
ているデータを収集するとともに、現地の混合汚泥お
よび消化汚泥を採取し性状を分析した。
　消化槽の運転状況に関するヒアリング調査結果の
まとめを図－６に示す。投入有機物量と分解有機物量
の関係から算出される消化率（VSベース）はおおむ
ね６割程度であり、消化槽の運転は安定していると考
えられる。月ごとの平均データを用いると、両者の値
が、滞留時間分だけずれることになり、見かけの消化
率は多少変動することになるものの、年間を通した消
化率に大きな差はないと考えられる。全体としての消
化率はおおむね６割程度である。滞留時間は、ほとん
どの処理場で設計値である20 ～ 30日11）の範囲内に
収まっており、それより長時間の処理場はあったも
のの、短時間の処理場はなかった。負荷率は、0.6～
1.5㎏TS/(㎥･d)および0.5～1.3㎏VS/(㎥･d)の範囲で
あった（図－７）。維持管理指針12）では、１～３㎏VS/
(㎥･d)とされており、この値と比較していずれも余裕
のある運転を行っている。
　本研究で行った各処理場の汚泥性状分析の結果をも
とに、分析項目間の比較を図－８に示す。分解率は、混

図－４　連続実験（中温系）における累積投入基質量と
　　　　累積生成メタン量の関係

図－５　消化汚泥に対して混合汚泥を5～ 20％添加
　　　　 した回分式実験でのメタン生成の経時変化

　　　（ブランクを引いた値）

汚泥のアンモニア性窒素濃度は600㎎N/L以下であっ
た。消化汚泥のアンモニア性窒素濃度は最大でも1,200
㎎N/L以下であり、メタン発酵への阻害影響の濃度以
下であった。他バイオマス受入時にはアンモニア性窒
素濃度の増加が懸念される。窒素成分の挙動について
は処理場毎に異なる可能性があり、個別に詳細な調査
を行う必要があるものと考えられる。
　我が国の下水処理場で、CODといえば通常過マン
ガン酸カリウムによるCODMnを意味する。一方国際
的には二クロム酸カリウムによりCODCrが一般的に
用いられている。過マンガン酸カリウムに比して二ク
ロム酸カリウムは強い酸化力を有しており、より正確
に有機物量を把握できる。特に密閉系で反応が進行す
る嫌気性消化の物質収支を把握するには、酸化還元反
応に基づくCODCrが有用な指標となる。また、複雑な
反応機構を解析する上で、数学的なモデルは有用な道
具と期待されている13）。国際水協会の嫌気性消化モデ
ル14）などでは、有機物収支を把握するためにCODCr
が用いられている。CODCrの測定は、数mLの試料量
で簡単にできるキットが発売されている。ただし、測
定においてはクロムや水銀を使用するので、分析後の
廃液管理には注意が必要である。しかしながら、我が
国の異なる処理場の汚泥を対象とした通常の測定項目
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図－６　ヒアリング調査による投入有機物量と
消化ガス発生量および消化率の関係

図－７　ヒアリング調査による消化率と負荷率の関係
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図－８　混合汚泥および消化汚泥の性状に関する分析値の比較

倍率は理論上推測される値に近いので、消化槽内での
蓄積や、発生ガスとともに系外に排出されることはな
く、投入分はそのまま消化汚泥として排出されている
と判断できる。生ごみや有機性廃水のように栄養に偏
りのある有機性廃棄物の場合、メタン発酵に必要な微

量金属として、鉄、ニッケル、コバルトなどを添加する
ことで、メタン発酵活性を維持できるといった報告は
多数なされている。ただし、実験結果でも示されてい
るとおり、下水汚泥の場合はすでに含まれていること
が多く、不足によるメタン発酵の不調は報告されてい

ない。生ごみなどで栄養バランスが悪く、単独での消
化時には栄養塩などを添加する必要のある有機性廃棄
物を、下水処理場で受け入れることで、栄養バランス
が改善されて、添加が不要になれば、他バイオマスの
下水処理場での受入の利点である。

６．みずみち棒による汚泥濃縮

　下水汚泥の効率的な嫌気性消化処理では、その前段
階で濃縮処理が必要である。すなわち、下水処理場に
おいて濃縮プロセスの効率化を図り、改善していくこ
とが汚泥処理系全体の改善につながる。重力濃縮は構
造が簡単でランニングコストも他の濃縮方式に比べ
安価であるため、古くから多く採用されてきた。しか
し、汚泥性状の悪化による濃縮性能の低下などから濃
縮槽の更新を機に機械濃縮に移行している処理場も
多い。一方、人口減少による下水道使用量の伸び悩み
や改築更新費用の増大など、厳しい財政運営を余儀な
くされており、設備のライフサイクルコストを抑える
技術が重要になっていくと考えられる。
　旧土木研究所汚泥研究室および現リサイクルチー
ムでは、平成４年度より機械濃縮に比べ消費電力が少
なく、ランニングコストでも有利な重力濃縮について
検討を行ってきており、濃縮槽内に設置して濃縮性を
改善するための装置である「みずみち棒」15）を開発
した（図－10）。本装置は槽内の掻き寄せ機に鉛直の
棒を設置するとともに、可変速として運転の自由度を
高めたことに特徴があり、新設のみならず既設の濃縮
槽にも適用可能な、単純・安価な設備である。特許第
3321606号（スラリーの重力濃縮方法）（平成12年度
出願）および特許第3521232号（スラリーの重力濃縮
装置）（平成14年度出願）として認められている。重力

濃縮は、濃縮槽内において汚泥粒子が重力により液体
中を沈降し、底部に堆積した汚泥を引抜くことによっ
て濃縮する手法である。汚泥粒子の沈降速度は粒子の
間隙における液体の通過抵抗に左右される。粒子の沈
降に伴って間隙が狭くなると、液体の通過抵抗が増加
し、粒子の沈降速度が減少する。そのため時間の経過
とともに濃縮の効率は悪化してしまう。そこで汚泥中
に鉛直方向の「みずみち」を形成する棒を存在させる
と、汚泥粒子の間隙における液体の通過抵抗が局所的
に緩和され、粒子群の沈降速度が向上する（図－11）。
効率的にみずみちを作り出すためには、濃縮槽内に多
数のみずみち棒を配置し、ゆっくりと動かすことが必

図－９　混合汚泥および消化汚泥の金属元素の
測定結果の比較　　　　　　

図－10　みずみち棒の導入

図－11　みずみち棒の原理
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要となる。
　みずみち棒は、既に日本全国10市町（11処理場）で
導入されており（図－12）効果を発揮している。しか
し、みずみち棒を導入した処理場で効果に差がでてい
るのも事実である。そこで平成23年度には、導入済み
の処理場を訪問し、関係者へのヒアリング調査を行い、
現場での課題などを調査した。また、「平成23年度み
ずみち棒を用いた重力濃縮技術検討会」を土木研究所
にて開催し、導入自治体関係者からも意見を頂いた。
北海道地方は気温が低いこともあり、スカム発生など
の心配もなく、みずみち棒による効果を確認すること
ができた。ただし、みずみち棒が目詰まりを起こすと
いう問題も一部で見られた。みずみち棒の目詰まりは
濃縮槽の中心に近い最も濃度が高くなる部分で発生し
ており、目詰まりにより引抜きの濃度は低下し、掃除
し除去することでまた引抜き濃度は改善するとのこと
であった。目詰まりは髪の毛など繊維状のしさが原因
となっているようである。みずみち棒がない場合に比
べ、みずみち棒がある場合は重力濃縮槽内の障害物が
増えることにもなるので、導入する際はしさの除去を
確実に行う必要があると考えられる。しさが多い処理
場では、重力濃縮槽の前段にしさ破砕機やスクリーン
などを設けることも有効であると考えられる。四国お
よび九州地区では、みずみち棒導入後、引抜き汚泥の

濃度は向上したという結果が得られた例や、引抜き汚
泥の濃度自体は向上しない例が見られた。温暖な地域
では、引抜き汚泥の濃度を高くするために、界面高さ
を上げると、滞留時間が長くなり、引抜く前に汚泥が
腐敗し、スカムが発生する傾向が見られた。腐敗によ
るガスが汚泥に付着し汚泥を浮上させ、スカムが発生
するばかりでなく、引抜き濃度も低下するといった現
象が発生するので、汚泥の腐敗時間を考慮した運転が
必要である。引抜き汚泥の濃度は向上しないものの、
みずみち棒導入によりスカムの発生が抑えられている
ということであったので、汚泥に付着したガスをみず
みち棒により再び分離させるといった効果がある可能
性も考えられる。これらの調査をふまえて、平成23年
10月には、「みずみち棒導入に関する技術資料集（案）
Ver. 2.0」を公開している16）。

７．最後に

　３および５については、国土交通省下水道事業調査
費により実施したものであり、自治体下水処理場関係
者の多大なる協力を得ている。４については、石川県
の多大なる協力を得ている。６については、導入自治体
の多大なる協力を得ている。ここに記して、関係各位に
謝意を表する。その他の開発技術についても過去の下

図－12　みずみち棒を導入している市町（2012年2月現在）

水汚泥の有効利用に関するセミナーで報告している。
　土木研究所リサイクルチームでは、今後も引き続き、
下水道を核として、他バイオマス資源を活用するため
の調査研究を行っていく予定である。今後とも、ご支
援を賜りたく、よろしくお願い申し上げます。
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確実に行う必要があると考えられる。しさが多い処理
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７．最後に

　３および５については、国土交通省下水道事業調査
費により実施したものであり、自治体下水処理場関係
者の多大なる協力を得ている。４については、石川県
の多大なる協力を得ている。６については、導入自治体
の多大なる協力を得ている。ここに記して、関係各位に
謝意を表する。その他の開発技術についても過去の下

図－12　みずみち棒を導入している市町（2012年2月現在）

水汚泥の有効利用に関するセミナーで報告している。
　土木研究所リサイクルチームでは、今後も引き続き、
下水道を核として、他バイオマス資源を活用するため
の調査研究を行っていく予定である。今後とも、ご支
援を賜りたく、よろしくお願い申し上げます。
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１．はじめに

　東日本大震災に伴う原子力発電所の被災により、数
多くの原子力発電所が安全性の見直しを必要とし、そ
の結果として電力事情が逼迫することとなった。ま
た、東京電力管内では計画停電が実施されたことによ
り、多くの下水処理場では自前電力確保の必要性につ
いても認識されることとなった。
　このような背景から、下水処理場におけるいっそう
の省エネへの取り組みやエネルギー回収技術の採用が
緊急の課題となっている。そこで、エネルギー消費に
関するベンチマーク指標についての最新の考え方を紹
介するとともに、下水処理場で採用可能なエネルギー
回収技術について最近の状況を紹介することとする。

２．エネルギー消費に関するベンチマーク指標に
ついて

①エネルギー消費の実態
　下水処理場において使用されるエネルギー種には、
電力や重油等の化石燃料がある。これらを統一したエ

ネルギー単位で表す方法として、「省エネ法」で用いら
れる原油換算量がある。表１は、下水処理場で一般的に
使われるエネルギー種とその原油換算係数等を示す。
　図１は原油換算した場合の使用エネルギー種別の内
訳であり、「平成21年度下水道統計」より求めたもので
ある。下水処理場で使用されるエネルギーの実に92％
が電力であることがわかる。また、図２は下水処理場
の施設別に内訳を示したものであるが、水処理施設が
約半分の48％を占めており、水処理で使用されるエネ
ルギーは全て電力である。

②ベンチマーク指標について
　従来、下水処理場のエネルギー消費量は、図３に示
すように、処理水量（千㎥/日）とエネルギー原単位（kl/
千㎥）との関係で示されることが多かった。しかし、こ
れではデータのばらつきが大きく相関係数の高い回帰
式を得ることができなかった。
　アメリカでは上水道施設や下水道施設のエネルギー
消費量のベンチマーク指標として、処理水量の自然対
数とエネルギー消費量の自然対数をとることにより高
い相関係数の回帰式を得ている。また、回帰式のエネ
ルギー消費量、すなわち、ある処理水量でのエネルギー

研究紹介

特集：第25回下水汚泥の有効利用に関するセミナー特集
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出典；資料①：“温室効果ガス排出量算定・報告マニュアル（平成24年５月）”，環境省、経済産業省

図１　使用エネルギー種別の内訳（原油換算）

図２　用途別使用エネルギーの内訳
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処理施設で使用されるエネルギーの約 1/2 が水処理の電力が占めている。
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多くの原子力発電所が安全性の見直しを必要とし、そ
の結果として電力事情が逼迫することとなった。ま
た、東京電力管内では計画停電が実施されたことによ
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いても認識されることとなった。
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消費量の平均値を50点とし、１点から100点までを割
り振り、それぞれの処理施設が何点に相当するかを示
し、省エネ努力により何点から何点に改善可能かなど
を明らかにしている。
　この考え方をわが国に当てはめて回帰式を得たもの
を図４に示す。水処理方式としては、標準法等（標準活

性汚泥法、嫌気好気活性汚泥法、ステップエアレーショ
ン法、酸素活性汚泥法を含む）と高度処理法（窒素除
去法であるステップ流入式多段硝化脱窒法、嫌気無酸
素好気法、循環式硝化脱窒法、硝化内生脱窒法を含む）
とに分け、汚泥処理方式は焼却の有無で分けて回帰
式を得た。相関係数は0.8から0.95と比較的高い数値

図３　下水処理場のエネルギー消費量

図４　下水処理場のエネルギー消費量（自然対数を用いた分析）
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が得られた。図５はこれらの回帰式を比較できるよう
に示したが、焼却や高度処理を行うことによりエネル
ギー消費量は明らかに高くなることがわかる。ただし、
処理水量は日平均処理水量（㎥/日）であり、エネルギー
消費量は原油換算値（kl/年）である。
　現在、国の委託調査の中で、エネルギー消費に関す
るベンチマーク指標について検討しているところであ
るが、有力な手法として共通認識を得ている。

３．エネルギー回収技術

　「下水汚泥エネルギー化技術ガイドライン（案）」で
は、代表的なエネルギー化技術として消化ガス有効利
用技術と固形燃料化技術を取り上げているが、ここで
は新技術として焼却炉廃熱を利用した発電や熱分解ガ
スの改質による燃料化、水素メタン発酵によるエネル
ギー回収、管路の下水熱利用についても紹介する。

①消化ガス
　下水汚泥からのエネルギー回収技術のうち、現在、
最も多く利用されている技術が嫌気性消化である。嫌
気性消化は、嫌気的状態に保たれた汚泥消化タンク内
で有機物を嫌気性微生物の働きで低分子化、液化、ガ
ス化する処理法である。汚泥を消化タンクで消化温度

に応じて適当な消化日数をとると、投入汚泥中の有機
物は液化及びガス化により40～60％減少する。この
結果、汚泥量の減少と質の安定化、また、衛生面の安
全性が図れる。嫌気性消化の副産物として生成するメ
タンを主成分とした消化ガスは、脱硫後、汚泥消化タ
ンクの加温や焼却炉の補助燃料として利用されるほ
か、発電等への利用も行われている。
　嫌気性消化タンクを有する下水処理場は約300箇所
存在するが、このうち32箇所（平成22年度）でガス発

図５　下水処理場のエネルギー消費量の回帰式の比較（自然対数を用いた分析）
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表２　消化ガス発電の導入が既に行われている、
または 行われる予定の自治体　　
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消費量の平均値を50点とし、１点から100点までを割
り振り、それぞれの処理施設が何点に相当するかを示
し、省エネ努力により何点から何点に改善可能かなど
を明らかにしている。
　この考え方をわが国に当てはめて回帰式を得たもの
を図４に示す。水処理方式としては、標準法等（標準活

性汚泥法、嫌気好気活性汚泥法、ステップエアレーショ
ン法、酸素活性汚泥法を含む）と高度処理法（窒素除
去法であるステップ流入式多段硝化脱窒法、嫌気無酸
素好気法、循環式硝化脱窒法、硝化内生脱窒法を含む）
とに分け、汚泥処理方式は焼却の有無で分けて回帰
式を得た。相関係数は0.8から0.95と比較的高い数値

図３　下水処理場のエネルギー消費量

図４　下水処理場のエネルギー消費量（自然対数を用いた分析）
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が得られた。図５はこれらの回帰式を比較できるよう
に示したが、焼却や高度処理を行うことによりエネル
ギー消費量は明らかに高くなることがわかる。ただし、
処理水量は日平均処理水量（㎥/日）であり、エネルギー
消費量は原油換算値（kl/年）である。
　現在、国の委託調査の中で、エネルギー消費に関す
るベンチマーク指標について検討しているところであ
るが、有力な手法として共通認識を得ている。

３．エネルギー回収技術

　「下水汚泥エネルギー化技術ガイドライン（案）」で
は、代表的なエネルギー化技術として消化ガス有効利
用技術と固形燃料化技術を取り上げているが、ここで
は新技術として焼却炉廃熱を利用した発電や熱分解ガ
スの改質による燃料化、水素メタン発酵によるエネル
ギー回収、管路の下水熱利用についても紹介する。

①消化ガス
　下水汚泥からのエネルギー回収技術のうち、現在、
最も多く利用されている技術が嫌気性消化である。嫌
気性消化は、嫌気的状態に保たれた汚泥消化タンク内
で有機物を嫌気性微生物の働きで低分子化、液化、ガ
ス化する処理法である。汚泥を消化タンクで消化温度

に応じて適当な消化日数をとると、投入汚泥中の有機
物は液化及びガス化により40～60％減少する。この
結果、汚泥量の減少と質の安定化、また、衛生面の安
全性が図れる。嫌気性消化の副産物として生成するメ
タンを主成分とした消化ガスは、脱硫後、汚泥消化タ
ンクの加温や焼却炉の補助燃料として利用されるほ
か、発電等への利用も行われている。
　嫌気性消化タンクを有する下水処理場は約300箇所
存在するが、このうち32箇所（平成22年度）でガス発

図５　下水処理場のエネルギー消費量の回帰式の比較（自然対数を用いた分析）
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または 行われる予定の自治体　　
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電が行われている。さらに、表２に示す自治体でガス
発電の導入が既に行われているか行われる予定であ
る。最近は小型で安価なガス発電機が開発され、導入
事例が増えてきている。表３はメーカーヒヤリングに
よる小型ガス発電機の建設費及び維持管理費の例を
示す。
　また、既設消化タンクの改築や新設に当たっては、
鋼板製消化タンクの採用が有力である。写真１に示す
ように、鋼板製消化タンクは建設工期が短く、初期投

表３　小型ガス発電機の建設費及び維持管理費の例（メーカーヒヤリング）

出典；“下水汚泥エネルギー化技術ガイドライン（案）　平成23年３月”，国土交通省 都市・地域整備局 
下水道部，p85

資が小さいというメリットがある。
　消化ガスの増量といっそうの汚泥の減量化を図る
技術としては、熱可溶化技術がある。代表的な熱可溶
化技術を表４に示す。また、レセルシステムのフロー
を図６に示す。
　また、消化ガスの増量のため、生ごみを受け入れる
ケースもある。このような取り組みは最初に事業系生
ごみを対象に珠洲市で行われたが、家庭系生ごみを分
別収集して下水処理場で受け入れる取り組みが北広

写真１　鋼板製消化タンク建設写真（注；施工前に基礎築造済み）
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表４　代表的な熱可溶化技術
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図６　レセルシステムのフロー

島市や恵庭市で行われている。大阪市や神戸市でもＢ
ダッシュプロジェクトの実証事業の中で生ごみの受け
入れが行われている。
　この他、消化ガスは精製されて、自動車燃料として
の利用や都市ガス導管への直接投入など幅広く利用
されている。

②固形燃料
　下水汚泥を固形燃料として利用する技術としては、
汚泥乾燥技術と汚泥炭化技術に大別される。
　汚泥乾燥技術には、造粒乾燥、油温減圧乾燥、改質
乾燥がある。造粒乾燥は汚泥の粘着性を利用し、乾燥
粒子（核粒子）に汚泥を薄膜状に塗布し、転動造粒し
た汚泥を熱風で乾燥させる方法である。宮城県や新庄
市で採用され、燃料化製品は近隣の製紙工場において
石炭と混焼されている。油温減圧乾燥は脱水汚泥と廃
食用油を混合し、減圧下で加熱することにより下水汚
泥中の水分を高効率で急速に蒸発させる方法である。
福岡県で採用され、石炭火力発電所で混焼されている。
改質乾燥は下水汚泥を水蒸気で改質（200～230℃）し、
脱水性の高い状態にした後、乾燥させる方法である。
脱水ろ液は消化タンクでエネルギー回収される。
　汚泥炭化技術の原理は、無酸素状態で下水汚泥を加
熱することにより、汚泥中に含まれる分解ガス（乾留

ガス：生成ガスやタール、水分等）を放出させ、汚泥を
熱分解させて燃料化汚泥を製造する技術である。一般
的なシステム構成は、乾燥工程と炭化工程に大別され
る。炭化温度により低温炭化（250～350℃）、中温炭
化（400～600℃）、高温炭化（700℃以上）と区分して
呼ばれる場合が多い。炭化温度により、製品発熱量や
灰分等が異なる品質の炭化物が生成される。図７に低
温炭化のシステムフローを示す。
　汚泥乾燥や炭化による固形燃料化に取り組む自治
体を表５に示す。

表５　汚泥乾燥や炭化による固形燃料化に
　　　　　 取り組む自治体
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電が行われている。さらに、表２に示す自治体でガス
発電の導入が既に行われているか行われる予定であ
る。最近は小型で安価なガス発電機が開発され、導入
事例が増えてきている。表３はメーカーヒヤリングに
よる小型ガス発電機の建設費及び維持管理費の例を
示す。
　また、既設消化タンクの改築や新設に当たっては、
鋼板製消化タンクの採用が有力である。写真１に示す
ように、鋼板製消化タンクは建設工期が短く、初期投

表３　小型ガス発電機の建設費及び維持管理費の例（メーカーヒヤリング）

出典；“下水汚泥エネルギー化技術ガイドライン（案）　平成23年３月”，国土交通省 都市・地域整備局 
下水道部，p85

資が小さいというメリットがある。
　消化ガスの増量といっそうの汚泥の減量化を図る
技術としては、熱可溶化技術がある。代表的な熱可溶
化技術を表４に示す。また、レセルシステムのフロー
を図６に示す。
　また、消化ガスの増量のため、生ごみを受け入れる
ケースもある。このような取り組みは最初に事業系生
ごみを対象に珠洲市で行われたが、家庭系生ごみを分
別収集して下水処理場で受け入れる取り組みが北広

写真１　鋼板製消化タンク建設写真（注；施工前に基礎築造済み）
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表４　代表的な熱可溶化技術
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図６　レセルシステムのフロー

島市や恵庭市で行われている。大阪市や神戸市でもＢ
ダッシュプロジェクトの実証事業の中で生ごみの受け
入れが行われている。
　この他、消化ガスは精製されて、自動車燃料として
の利用や都市ガス導管への直接投入など幅広く利用
されている。

②固形燃料
　下水汚泥を固形燃料として利用する技術としては、
汚泥乾燥技術と汚泥炭化技術に大別される。
　汚泥乾燥技術には、造粒乾燥、油温減圧乾燥、改質
乾燥がある。造粒乾燥は汚泥の粘着性を利用し、乾燥
粒子（核粒子）に汚泥を薄膜状に塗布し、転動造粒し
た汚泥を熱風で乾燥させる方法である。宮城県や新庄
市で採用され、燃料化製品は近隣の製紙工場において
石炭と混焼されている。油温減圧乾燥は脱水汚泥と廃
食用油を混合し、減圧下で加熱することにより下水汚
泥中の水分を高効率で急速に蒸発させる方法である。
福岡県で採用され、石炭火力発電所で混焼されている。
改質乾燥は下水汚泥を水蒸気で改質（200～230℃）し、
脱水性の高い状態にした後、乾燥させる方法である。
脱水ろ液は消化タンクでエネルギー回収される。
　汚泥炭化技術の原理は、無酸素状態で下水汚泥を加
熱することにより、汚泥中に含まれる分解ガス（乾留

ガス：生成ガスやタール、水分等）を放出させ、汚泥を
熱分解させて燃料化汚泥を製造する技術である。一般
的なシステム構成は、乾燥工程と炭化工程に大別され
る。炭化温度により低温炭化（250～350℃）、中温炭
化（400～600℃）、高温炭化（700℃以上）と区分して
呼ばれる場合が多い。炭化温度により、製品発熱量や
灰分等が異なる品質の炭化物が生成される。図７に低
温炭化のシステムフローを示す。
　汚泥乾燥や炭化による固形燃料化に取り組む自治
体を表５に示す。

表５　汚泥乾燥や炭化による固形燃料化に
　　　　　 取り組む自治体
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③焼却炉廃熱利用
　下水汚泥の焼却炉では、投入された汚泥熱量の約半
分が排煙処理塔から温排水の形で未利用のまま廃棄さ
れている。ごみ焼却炉では、平均して約11％がスチー
ム発電によりエネルギー回収されているが、下水汚泥
焼却炉ではこのようなエネルギー回収は全く行われて
いない。
　スクラバー排水のような比較的低温のものを温水源
とし、冷却水源として二次処理水を用いる下水処理場
での小型バイナリー発電についての共同研究を当機構
と神鋼環境ソリューションとで始めたところである。
　バイナリー発電は、地熱発電などで一般的に利用され
ているが、これを小型で低温の温水源で利用できるも

のとして開発が行われている。また、省エネ法の改正に
伴い、民間工場の余剰スチームから電力を回収する目的
で、汎用型の小型スチーム発電機が開発されている。
　これらを下水処理場に適用した場合、図８に示すよ
うな形での活用が考えられ、焼却炉で消費される電力
の相当部分が回収できると試算している。図９は小型
スチーム発電機と小型バイナリー発電機の例を示す。

④熱分解ガスの改質による燃料化
　木質系バイオマスのガス化技術については、安価な
原料を大量に確保することが可能なヨーロッパ、北ア
メリカで技術開発が行われてきたが、下水汚泥を原料
としたガス化の事例はない。世界初となる下水汚泥の

図７　低温炭化のシステムフロー
出典；地方共同法人日本下水道事業団ホームページ，

http://www.jswa.go.jp/g/g2/pdf/114.pdf，（参照2012-10-19）

図８　焼却炉の廃熱を利用した発電

ガス化炉が東京都清瀬水再生センターで稼働をはじ
め、温室効果ガス排出量の削減に大きく貢献できる技
術として評価された。
　ガス化炉の処理フローを図10に示す。ガス化炉に
投入された乾燥汚泥はガス化炉で熱分解ガスとなり、
約９割が熱回収炉に焼却用熱源として供給され、約１
割が改質炉で改質されガス発電燃料となる。

図９　小型スチーム発電機と小型バイナリー発電機の例

図10　ガス化炉の処理フロー

　木質系バイオマスを熱分解し、熱分解ガスを水蒸気
で改質して水素ガスを取り出す技術開発が行われてい
るが、昨今、木質系バイオマスの需要が増大し、コスト
増となったことから下水汚泥を原料とする動きがある。
ただし、下水汚泥の熱分解工程ではシアンをはじめと
する様々なガスが発生するので、木質系バイオマスよ
りそれらの処理が厄介になるものと考えられる。
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③焼却炉廃熱利用
　下水汚泥の焼却炉では、投入された汚泥熱量の約半
分が排煙処理塔から温排水の形で未利用のまま廃棄さ
れている。ごみ焼却炉では、平均して約11％がスチー
ム発電によりエネルギー回収されているが、下水汚泥
焼却炉ではこのようなエネルギー回収は全く行われて
いない。
　スクラバー排水のような比較的低温のものを温水源
とし、冷却水源として二次処理水を用いる下水処理場
での小型バイナリー発電についての共同研究を当機構
と神鋼環境ソリューションとで始めたところである。
　バイナリー発電は、地熱発電などで一般的に利用され
ているが、これを小型で低温の温水源で利用できるも

のとして開発が行われている。また、省エネ法の改正に
伴い、民間工場の余剰スチームから電力を回収する目的
で、汎用型の小型スチーム発電機が開発されている。
　これらを下水処理場に適用した場合、図８に示すよ
うな形での活用が考えられ、焼却炉で消費される電力
の相当部分が回収できると試算している。図９は小型
スチーム発電機と小型バイナリー発電機の例を示す。

④熱分解ガスの改質による燃料化
　木質系バイオマスのガス化技術については、安価な
原料を大量に確保することが可能なヨーロッパ、北ア
メリカで技術開発が行われてきたが、下水汚泥を原料
としたガス化の事例はない。世界初となる下水汚泥の

図７　低温炭化のシステムフロー
出典；地方共同法人日本下水道事業団ホームページ，

http://www.jswa.go.jp/g/g2/pdf/114.pdf，（参照2012-10-19）

図８　焼却炉の廃熱を利用した発電

ガス化炉が東京都清瀬水再生センターで稼働をはじ
め、温室効果ガス排出量の削減に大きく貢献できる技
術として評価された。
　ガス化炉の処理フローを図10に示す。ガス化炉に
投入された乾燥汚泥はガス化炉で熱分解ガスとなり、
約９割が熱回収炉に焼却用熱源として供給され、約１
割が改質炉で改質されガス発電燃料となる。

図９　小型スチーム発電機と小型バイナリー発電機の例

図10　ガス化炉の処理フロー

　木質系バイオマスを熱分解し、熱分解ガスを水蒸気
で改質して水素ガスを取り出す技術開発が行われてい
るが、昨今、木質系バイオマスの需要が増大し、コスト
増となったことから下水汚泥を原料とする動きがある。
ただし、下水汚泥の熱分解工程ではシアンをはじめと
する様々なガスが発生するので、木質系バイオマスよ
りそれらの処理が厄介になるものと考えられる。
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⑤水素発酵
　NEDOの実施する実証試験事業では、焼酎粕を原料
とする水素メタン２段発酵によるエネルギー回収が行
われ、エネルギー転換効率が高く省エネルギーな技術と
して評価されている。図11に技術の概要を示すが、今
後、下水道の分野でも実証試験が待たれる技術である。

⑥管路の下水熱利用
　下水は気温に比べて夏は低く冬は高いという特性が
ある。この温度特性を利用し、下水管路からエネルギー
を回収する技術が、平成24年度Ｂダッシュ実証事業と
して採択された。技術の概要を図12に示す。

図11　焼酎粕を原料とする水素メタン２段発酵によるエネルギー回収技術
出典；河野孝志,“水素メタン発酵による焼酎粕処理・エネルギー回収システムの開発”，

学会誌「EICA」第15巻　第２・３合併号，2010，p153

図12　管路の下水熱利用
出典；大阪市ホームページに一部加筆,

http://www.city.osaka.lg.jp/kensetsu/page/0000164324.html，（参照2012-10-05）

 

４．おわりに

　原子力発電所の稼働は依然不透明であり、化石燃料
や割高な再生可能エネルギーに頼った電力料金は今
後とも上昇すると考えられる。このため、下水処理場
における省エネや創エネの取り組みは、維持管理コス
ト低減の観点からも喫緊の課題となっている。
　消化タンクを有する下水処理場では、ガス発電等の
取り組みを行うところが増加してきているが、いっそ
うの進展が期待されるところである。また、現在、消

化タンクを有していない下水処理場においても、再生
可能エネルギー法案に基づくバイオマス発電買取価
格が約40円と高いことから、鋼板製消化タンクを活
用した早期の取り組みが待たれる。
　また、地域のバイオマスとしての生ごみ等を取り入
れて消化ガスの発生を増大させたり、熱可溶化技術と
の組み合わせによるエネルギーと全体的なコスト削
減に寄与する様々な選択肢がある。エネルギー回収技
術として今後開発が待たれる技術もあり、下水処理場
のエネルギー自立に向けた技術開発にはますます期
待を寄せることができる。
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１．はじめに

　石膏ボードは、石膏を主成分とし、両面を板紙で覆
われた内装用の建材で、断熱性、遮音性、経済性など
に優れているため、戦後、合板に替わって急速に普及
し、現在国内では、年間５億㎡近く生産されている。
　その一方で、建築現場から排出される廃石膏ボード
については、新築系の廃材は石膏ボード原料に再利用
されているものの、解体系の廃材はセメント原料や土
壌改良剤などに一部が再利用されているが、大部分は
埋立処分されている。今後、廃石膏ボードの排出量は
ますます増加すると予想されており、管理型最終処分
場の逼迫の恐れもあることから、廃石膏ボードの再資
源化促進は重要な課題となっている。
　このような背景から、広島県立総合技術研究所保健
環境センターでは、廃石膏ボードの新たな再利用用途
の開発を目標として研究に取り組んできた。一方、下
水処理分野においては消石灰や塩化カルシウム等のカ
ルシウム系薬品を使用し、排水中のリン（リン酸態リ
ン）を除去・回収し、リン資源としての活用する技術
がHAP法として知られている。我々は、ここで使用さ

れるカルシウム系薬剤に替えて廃石膏を活用する手法
について以前から研究を進めているので、これまでの
成果についてその概要を報告する。

２．リン資源

　国内のリン資源はそのほとんどを輸入に頼っている
が、原産国が限られているため、中国等の輸出規制の
影響等により価格が乱高下している。さらに、近年、食
料増産等に伴う世界的な穀物需要の増大から肥料の
国際価格が上昇傾向にあり、リン資源をすべて輸入に
頼っているわが国では、特に農業分野において、リン
肥料高騰により大きな打撃を受ける恐れがある。また、
リン鉱石を経済的に採掘できる埋蔵量は130年程度で
枯渇するとの予想もある。
　このような背景から、リンが豊富に含まれる下水排
水などからリンを回収する技術の確立は、廃棄されて
いるリン資源を生かして肥料等の安定確保につなが
ることから、産業界だけでなく社会的にも強く求めら
れている。現在実用化されている排水中のリン回収法
は、消石灰（水酸化カルシウム）や塩化マグネシウムを
使用する方法であるが、薬品等のコスト高がネックと

研究紹介

特集：第25回下水汚泥の有効利用に関するセミナー特集

廃石膏を用いた
消化汚泥脱水ろ液からのリン回収

キーワード：石膏ボード、脱水ろ液、リン回収

広島県立総合技術研究所 保健環境センター 総括研究員　日　浦　盛　夫
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なっており、あまり普及していない１）。そこで、廃棄さ
れている石膏ボード（硫酸カルシウム）を利用してリ
ン酸化合物を回収し、肥料等に有効利用できる手法が
確立できれば、より低コストのリン回収技術として、リ
ン資源安定供給の面でも有効な手法を提供することが
可能となる。

３．廃石膏ボード

　建築物の解体等に伴って排出される廃石膏ボードは
全国で109万トン（2010年）と推計されており２）、その

多くが埋立処分されている。廃石膏ボードの埋立は硫
化水素発生の恐れがあることから、管理型最終処分場
への埋立しか認められていない。しかし処分場の確保
は難しく、残存容量は逼迫している。今後も、廃石膏
ボードの排出量は増加し、2025年（15年後）には200
万トンに達すると推測されている。
　広島県内では、平成21年度以降、廃石膏ボードの埋
立処分は公共関与の処分場では対応できなくなって
おり、高額な民間処分場委託や県外搬出が必須となっ
ている。現在、大量に埋立処分されている廃石膏ボー
ドの再資源化促進は、処分場の逼迫を防ぎ、資源循環

図１　リン鉱石輸入価格の推移
出典：「財務省貿易統計」

図２　廃石膏ボードの排出量予測
出典：石膏ボード工業会資料

を推進することから、県だけでなく廃棄物取扱い事業
者からも強く要望されている。

４．廃石膏を用いるリン回収

４－１　既存技術との関連
　下水処理場におけるリン回収については、これま
でにも多くの研究がなされており、排水に適用される
HAP（ヒドロキシアパタイト）法とMAP（マグネシウ
ムアンモニウムフォスフェイト）法、汚泥から回収する
灰アルカリ抽出法や部分還元溶融法などが、実用化あ
るいは実用化可能技術としてある３）。
　廃石膏を用いる本技術は、石膏成分の「カルシウム
を利用し、リン濃度が高い消化汚泥の脱水ろ液から、
リン酸カルシウム化合物としてリンを除去・回収する
方法である。」という点では、消石灰（水酸化カルシウ
ム）等を使用するHAP法に類似している。廃石膏を
使用する方法の長所は、①高価な薬品の代わりに廃棄
物である廃石膏を使用してリンを除去・回収できるこ
と、②その回収物がリン酸肥料として有効利用出来る
ものである、ということからHAP法などに較べて大
幅なコスト削減が可能になると思われる。

４－２　室内実験
　廃石膏ボード（又は加工品）を使用して排水中のリン
を除去・回収するという報告はあまりされていないこと
から、まず人工リン排水を調製し、リン除去が可能であ
るかカラム試験並びにビーカー試験によって検討した
のち、下水処理場の実排水を用いて実験を行った。
　実験には、太田川流域下水道東部浄化センターの消
化汚泥脱水ろ液（以下「脱水ろ液」という。）を使用した。
この脱水ろ液の特徴としては、表１に示すように、液性
はややアルカリ性であることと、リン酸態リン（PO4-P）
が高濃度（160～200㎎/L）含まれていることが挙げら
れる。カルシウム剤として使用する廃石膏の成分は、
カルシウムと硫酸イオンの分析から、ほとんど２水石
膏（CaSO4・2H2O）であることが確認できた。
　実験に用いた石膏は、廃石膏ボードを破砕機で粉砕
し、紙を剥離した後、５㎜のふるいを通して粉体状に
したものを使用した。この粉状廃石膏は、広島県内の
産業廃棄物の中間処理業者が廃石膏ボードのリサイク
ル工程として実際に取扱っているもので、コンクリー
トの原材料などに利用されているものである。
　リン除去の実験は、脱水ろ液に廃石膏粉を添加し、
撹拌しながら溶液中のリン濃度の減少状況を測定する

図３　室内実験によるリン除去の時間経過

表１　脱水ろ液のリン濃度と廃石膏の成分

H
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４－１　既存技術との関連
　下水処理場におけるリン回収については、これま
でにも多くの研究がなされており、排水に適用される
HAP（ヒドロキシアパタイト）法とMAP（マグネシウ
ムアンモニウムフォスフェイト）法、汚泥から回収する
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　廃石膏を用いる本技術は、石膏成分の「カルシウム
を利用し、リン濃度が高い消化汚泥の脱水ろ液から、
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から、まず人工リン排水を調製し、リン除去が可能であ
るかカラム試験並びにビーカー試験によって検討した
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れる。カルシウム剤として使用する廃石膏の成分は、
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膏（CaSO4・2H2O）であることが確認できた。
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し、紙を剥離した後、５㎜のふるいを通して粉体状に
したものを使用した。この粉状廃石膏は、広島県内の
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ことにより、リン除去反応を観測した。脱水ろ液中の
リン濃度は、イオンクロマトグラフ法により分析した。
反応終了後の沈澱物をろ過により分離し、リン回収物
とした。これを105℃で乾燥した後、希硝酸に溶解し、
ICP発光分析法により、カルシウム、リン、イオウを分
析した。
　この実験から図３に示すように、脱水ろ液中のリン
濃度と石膏量の比率の関係や反応液のpHと除去率の
関係について、一定の知見が得られた。リン除去の反
応は、反応開始直後は効率よく進むが、時間経過とと
もに徐々に反応速度が低下して行く傾向がみられた。
また、石膏の比率を増せばリン除去率は上昇する。し

かし、回収物に残留する石膏が多くなり、リン肥料と
しての品質に問題が生じる恐れもあることから,リン
に対し石膏３倍量（モル比）が適当であるとわかった。
これらの試験から、pH調整など薬品を使用せずに反
応時間60分で80％の除去能をもつリン回収装置の製
作が可能であると考えられた。
　廃石膏の主成分はCaSO4・２H2Oであり、水には難
溶性であるがわずかに溶ける（～0.21 wt％）。溶けたカ
ルシウムイオンは脱水ろ液のリン酸イオンとりん酸水素
カルシウム（CaHPO4）、りん酸カルシウム（Ca3(PO4)2）、
ヒドロキシアパタイト（Ca5(OH)(PO4)3）などの難溶性
の化合物となり沈澱を生じると推測される。

４－３　現場実験
　室内実験の結果をもとに、小規模なリン回収装置を
試作し、実際に下水処理場の現場で試験をすることと
した。現場試験の主なねらいは、①リン回収の反応を
連続的に行う手法を確立すること、及び②リン回収物
の有効利用方法を検討するためにまとまった量を確
保するためである。
　連続運転が可能なリン回収装置を製作し、下水処理
場に設置して稼動試験をするために、関係機関と連携
し、NPO法人広島循環型社会推進機構が公募する平
成23年度の研究事業に応募した。この研究事業の概要
は表２に示したが、採択され、同機構の研究開発事業

として、装置の製作と現場試験の実施が可能となった。

①下水道浄化センター
　現場試験は㈶広島県下水道公社の太田川流域下
水道東部浄化センターで実施した（表３）。同浄化セ
ンターは、広島市東部及び隣接する４町の下水を受
け入れており、流入水量は約100,000㎥/日である。
水処理方式は新旧２系列に分かれており、Ⅰ系は標
準活性汚泥法（嫌気好気法）で、Ⅱ系は高度処理法
（凝集剤併用型循環式硝化脱窒法）である。
　下水処理により生じた汚泥は嫌気性消化により減
容された後、ベルトプレス方式で脱水され、コンポス

図４　廃石膏を使用するリン資源回収の全体イメージ

トやコンクリート原料用に搬出される。この消化汚泥
を脱水したろ液は、汚泥処理系からの返流水として、
最初沈殿池へ戻って処理されている。現場試験は、
Ⅰ系の汚泥処理工程の脱水ろ液を用いて実施した。

表２　NPO法人広島循環型社会形成推進機構に応募した研究の概要

表３　太田川流域下水道東部浄化センターの概要

②リン回収装置の製作と設置
　リン回収装置は、実機の1/100スケールで、連続
運転ができることを第１条件として試作した。原料
の石膏粉は、連続供給の簡易性、取扱い上の安全性
などから、水に混入しスラリー状として使用するこ
ととした。
　試作した装置は、東部浄化センター敷地内の汚泥
処理棟北側に隣接して設置し、同建物内の脱水機か
ら脱水ろ液を採取し、原水槽に貯留して使用した。
原水槽の脱水ろ液は、途中で石膏スラリーと混合
し、反応槽へ移送する。反応槽では下部から上向流
でゆっくり撹拌しながら反応が進み、その後、濃縮
槽からりん回収物を分離回収する仕組みである。

③リン回収装置による実験
　リン回収装置は5.0㎥/日（200リットル/時間）の
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ことにより、リン除去反応を観測した。脱水ろ液中の
リン濃度は、イオンクロマトグラフ法により分析した。
反応終了後の沈澱物をろ過により分離し、リン回収物
とした。これを105℃で乾燥した後、希硝酸に溶解し、
ICP発光分析法により、カルシウム、リン、イオウを分
析した。
　この実験から図３に示すように、脱水ろ液中のリン
濃度と石膏量の比率の関係や反応液のpHと除去率の
関係について、一定の知見が得られた。リン除去の反
応は、反応開始直後は効率よく進むが、時間経過とと
もに徐々に反応速度が低下して行く傾向がみられた。
また、石膏の比率を増せばリン除去率は上昇する。し

かし、回収物に残留する石膏が多くなり、リン肥料と
しての品質に問題が生じる恐れもあることから,リン
に対し石膏３倍量（モル比）が適当であるとわかった。
これらの試験から、pH調整など薬品を使用せずに反
応時間60分で80％の除去能をもつリン回収装置の製
作が可能であると考えられた。
　廃石膏の主成分はCaSO4・２H2Oであり、水には難
溶性であるがわずかに溶ける（～0.21 wt％）。溶けたカ
ルシウムイオンは脱水ろ液のリン酸イオンとりん酸水素
カルシウム（CaHPO4）、りん酸カルシウム（Ca3(PO4)2）、
ヒドロキシアパタイト（Ca5(OH)(PO4)3）などの難溶性
の化合物となり沈澱を生じると推測される。

４－３　現場実験
　室内実験の結果をもとに、小規模なリン回収装置を
試作し、実際に下水処理場の現場で試験をすることと
した。現場試験の主なねらいは、①リン回収の反応を
連続的に行う手法を確立すること、及び②リン回収物
の有効利用方法を検討するためにまとまった量を確
保するためである。
　連続運転が可能なリン回収装置を製作し、下水処理
場に設置して稼動試験をするために、関係機関と連携
し、NPO法人広島循環型社会推進機構が公募する平
成23年度の研究事業に応募した。この研究事業の概要
は表２に示したが、採択され、同機構の研究開発事業

として、装置の製作と現場試験の実施が可能となった。

①下水道浄化センター
　現場試験は㈶広島県下水道公社の太田川流域下
水道東部浄化センターで実施した（表３）。同浄化セ
ンターは、広島市東部及び隣接する４町の下水を受
け入れており、流入水量は約100,000㎥/日である。
水処理方式は新旧２系列に分かれており、Ⅰ系は標
準活性汚泥法（嫌気好気法）で、Ⅱ系は高度処理法
（凝集剤併用型循環式硝化脱窒法）である。
　下水処理により生じた汚泥は嫌気性消化により減
容された後、ベルトプレス方式で脱水され、コンポス

図４　廃石膏を使用するリン資源回収の全体イメージ

トやコンクリート原料用に搬出される。この消化汚泥
を脱水したろ液は、汚泥処理系からの返流水として、
最初沈殿池へ戻って処理されている。現場試験は、
Ⅰ系の汚泥処理工程の脱水ろ液を用いて実施した。

表２　NPO法人広島循環型社会形成推進機構に応募した研究の概要

表３　太田川流域下水道東部浄化センターの概要

②リン回収装置の製作と設置
　リン回収装置は、実機の1/100スケールで、連続
運転ができることを第１条件として試作した。原料
の石膏粉は、連続供給の簡易性、取扱い上の安全性
などから、水に混入しスラリー状として使用するこ
ととした。
　試作した装置は、東部浄化センター敷地内の汚泥
処理棟北側に隣接して設置し、同建物内の脱水機か
ら脱水ろ液を採取し、原水槽に貯留して使用した。
原水槽の脱水ろ液は、途中で石膏スラリーと混合
し、反応槽へ移送する。反応槽では下部から上向流
でゆっくり撹拌しながら反応が進み、その後、濃縮
槽からりん回収物を分離回収する仕組みである。

③リン回収装置による実験
　リン回収装置は5.0㎥/日（200リットル/時間）の
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脱水ろ液を処理できる能力として作成したが、試験
では、平日昼間のみ運転（１日当り約５時間）し、夜
間及び休日は運転を休止した。
　装置性能の評価は、反応時間を１時間として運転
した場合、原水中のリン含有量の除去率が80％、リ
ン回収物中のリン酸濃度が20％以上であることを
判断基準にすることとした。
　当初設定した装置の運転条件を表４に示す。
　原料の廃石膏粉は下水再利用水に混入し、10％の
スラリー状態でリン回収装置に供給する。この条件
で稼動すると、装置反応槽の有効容量（200Ｌ）から
算定される反応時間は1時間となる。この時、室内
実験の結果から、リン回収物は毎時280ｇ（リン酸
濃度が25％として）が得られると予想される。

④現場試験結果
　原料とした廃石膏粉は、アスベスト、ひ素及びカ
ドミウム含有量について分析し、安全であることを
確認して使用した。
　実験期間中のリン回収装置のリン除去率は、脱水
ろ液中の濃度と石膏反応後の処理液中の濃度から算
出した。稼動当初には、不安定な結果も得られたが、
装置の稼動状況が安定してきた１ヶ月後には、90％
前後の除去率となり予想以上の良好な状態を確保す
ることができた。
　濃縮槽から採取したリン回収物をろ過・乾燥後、
主要成分と有害物質について分析を行った。同一日
の１時間ごとに採取して日間の変動を測定した結果
を表５に示す。生成物のリン酸濃度（P2O5として）
は全部の検体で、肥料取締法の規格15％を大幅に上

表４　リン回収装置の運転条件（1時間当りの量）

表５　生成物の主要成分（24/2/22，調査，n=5）

表６　脱水ろ液に廃石膏を反応させた時の水質変動

回っていた。同規格の有害項目、ひ素及びカドミウ
ムについても検出されなかった。
　リン除去後の処理水は、他の汚泥処理系などの返
流水とともに、下水処理施設の最初沈澱池へ送られ、
下水流入水と合流して処理されることになる。従っ
て、処理水が水処理工程で悪影響を及ぼさないか検
討する必要がある。
　リン回収装置前後の水質について調べた結果を表
６に示す。リンは約80％除去されるが、懸濁物質も
同様に８割強が除かれており、水処理の負担として
は減少すると考えられる。また、pHも中性側による
ため、MAPやカルシウムスケールの析出は、ある程
度抑えられると考えられる。一方で、使用した石膏
の影響で処理水中のカルシウムと硫酸イオンが急増
していることがわかる。これらの項目は最初沈澱池
から水処理系に入る時には、大量の流入水で1/100
以下に希釈されることになるので、水処理への影響
は小さいと考えられるが、慎重に検討・評価する必
要がある。反応に直接関与しないナトリウムイオン
や塩素イオンなどはほとんど変化が見られない。

⑤現場試験のまとめ
　廃石膏を使用するリン回収装置を製作し、太田川
流域下水道東部浄化センターに設置して実験を行っ
た結果は次のとおりである。
・リン除去効果
　原水として使用した脱水ろ液と装置から排出
された処理水のリン濃度を測定したところ、リン
除去率（リン回収率）は80～90％以上と室内試
験から設定した目標値80％を達成していた。

・リン回収物の成分
　反応槽から採取した生成物を脱水乾燥して分析
したところ、リン酸（P2O5として）の含有率は30％
超であった。これは、今回の試験で目標としていた
値を上回っていた。また、肥料取締法における副
産りん酸肥料としての公定規格で定められている
ひ素、カドミウムについては検出されなかった。

・処理水の性状
　脱水ろ液はリン除去装置を通ることにより、リ
ンに加えて懸濁物質も８割程度除去されているこ
とから、下水処理への負担は減少する。また、pH
も中性側によるため、MAPやカルシウムスケー
ルの析出は、抑えられると考えられる。

・課題
　安定性の向上：漏水等緊急時の安全対策を十分
にし、夜間を通じての連続運転を実施する。
　反応効率の向上：反応時間の短縮は、装置の小
型化を可能にし、ランニングコストの削減につな
がる。
　下水処理工程に対する影響評価：処理水中にカ
ルシウムと硫酸イオンは増加するため、水処理に
及ぼす影響について、検討する必要がある。

⑥反応機構
　廃石膏から溶けだしたカルシウムイオンが脱水ろ
液のリン酸イオンと反応し、リン酸カルシウム塩と
して沈澱を生じる。実際の生成物では、これら化合
物の中でも溶解度が最も低いヒドロキシアパタイト
が主たる成分となっていると推測される。主な反応
は、次のようにヒドロキシアパタイトが生成すると
考えられる。

　５CaSO4　+　３PO43-　+　OH-　→
　Ca5OH(PO4)3↓　+　５SO42-

　また、反応前の脱水ろ液のpHは8.0～8.5と弱ア
ルカリ性であるが、反応後はやや中性側に傾く。こ
れは、水酸イオンが消失し、替わりに硫酸イオンが
生じるためと思われる。

５．リン回収物の有効利用

５－１　りん酸肥料として活用
　輸入するリン鉱石の約８割はりん酸肥料として利
用されていることから、回収したリン資源の最も有望

表７　下水からのリン回収物の肥料取締法における位置づけ
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脱水ろ液を処理できる能力として作成したが、試験
では、平日昼間のみ運転（１日当り約５時間）し、夜
間及び休日は運転を休止した。
　装置性能の評価は、反応時間を１時間として運転
した場合、原水中のリン含有量の除去率が80％、リ
ン回収物中のリン酸濃度が20％以上であることを
判断基準にすることとした。
　当初設定した装置の運転条件を表４に示す。
　原料の廃石膏粉は下水再利用水に混入し、10％の
スラリー状態でリン回収装置に供給する。この条件
で稼動すると、装置反応槽の有効容量（200Ｌ）から
算定される反応時間は1時間となる。この時、室内
実験の結果から、リン回収物は毎時280ｇ（リン酸
濃度が25％として）が得られると予想される。

④現場試験結果
　原料とした廃石膏粉は、アスベスト、ひ素及びカ
ドミウム含有量について分析し、安全であることを
確認して使用した。
　実験期間中のリン回収装置のリン除去率は、脱水
ろ液中の濃度と石膏反応後の処理液中の濃度から算
出した。稼動当初には、不安定な結果も得られたが、
装置の稼動状況が安定してきた１ヶ月後には、90％
前後の除去率となり予想以上の良好な状態を確保す
ることができた。
　濃縮槽から採取したリン回収物をろ過・乾燥後、
主要成分と有害物質について分析を行った。同一日
の１時間ごとに採取して日間の変動を測定した結果
を表５に示す。生成物のリン酸濃度（P2O5として）
は全部の検体で、肥料取締法の規格15％を大幅に上

表４　リン回収装置の運転条件（1時間当りの量）

表５　生成物の主要成分（24/2/22，調査，n=5）

表６　脱水ろ液に廃石膏を反応させた時の水質変動

回っていた。同規格の有害項目、ひ素及びカドミウ
ムについても検出されなかった。
　リン除去後の処理水は、他の汚泥処理系などの返
流水とともに、下水処理施設の最初沈澱池へ送られ、
下水流入水と合流して処理されることになる。従っ
て、処理水が水処理工程で悪影響を及ぼさないか検
討する必要がある。
　リン回収装置前後の水質について調べた結果を表
６に示す。リンは約80％除去されるが、懸濁物質も
同様に８割強が除かれており、水処理の負担として
は減少すると考えられる。また、pHも中性側による
ため、MAPやカルシウムスケールの析出は、ある程
度抑えられると考えられる。一方で、使用した石膏
の影響で処理水中のカルシウムと硫酸イオンが急増
していることがわかる。これらの項目は最初沈澱池
から水処理系に入る時には、大量の流入水で1/100
以下に希釈されることになるので、水処理への影響
は小さいと考えられるが、慎重に検討・評価する必
要がある。反応に直接関与しないナトリウムイオン
や塩素イオンなどはほとんど変化が見られない。

⑤現場試験のまとめ
　廃石膏を使用するリン回収装置を製作し、太田川
流域下水道東部浄化センターに設置して実験を行っ
た結果は次のとおりである。
・リン除去効果
　原水として使用した脱水ろ液と装置から排出
された処理水のリン濃度を測定したところ、リン
除去率（リン回収率）は80～90％以上と室内試
験から設定した目標値80％を達成していた。

・リン回収物の成分
　反応槽から採取した生成物を脱水乾燥して分析
したところ、リン酸（P2O5として）の含有率は30％
超であった。これは、今回の試験で目標としていた
値を上回っていた。また、肥料取締法における副
産りん酸肥料としての公定規格で定められている
ひ素、カドミウムについては検出されなかった。

・処理水の性状
　脱水ろ液はリン除去装置を通ることにより、リ
ンに加えて懸濁物質も８割程度除去されているこ
とから、下水処理への負担は減少する。また、pH
も中性側によるため、MAPやカルシウムスケー
ルの析出は、抑えられると考えられる。

・課題
　安定性の向上：漏水等緊急時の安全対策を十分
にし、夜間を通じての連続運転を実施する。
　反応効率の向上：反応時間の短縮は、装置の小
型化を可能にし、ランニングコストの削減につな
がる。
　下水処理工程に対する影響評価：処理水中にカ
ルシウムと硫酸イオンは増加するため、水処理に
及ぼす影響について、検討する必要がある。

⑥反応機構
　廃石膏から溶けだしたカルシウムイオンが脱水ろ
液のリン酸イオンと反応し、リン酸カルシウム塩と
して沈澱を生じる。実際の生成物では、これら化合
物の中でも溶解度が最も低いヒドロキシアパタイト
が主たる成分となっていると推測される。主な反応
は、次のようにヒドロキシアパタイトが生成すると
考えられる。

　５CaSO4　+　３PO43-　+　OH-　→
　Ca5OH(PO4)3↓　+　５SO42-

　また、反応前の脱水ろ液のpHは8.0～8.5と弱ア
ルカリ性であるが、反応後はやや中性側に傾く。こ
れは、水酸イオンが消失し、替わりに硫酸イオンが
生じるためと思われる。

５．リン回収物の有効利用

５－１　りん酸肥料として活用
　輸入するリン鉱石の約８割はりん酸肥料として利
用されていることから、回収したリン資源の最も有望

表７　下水からのリン回収物の肥料取締法における位置づけ
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な用途は化成肥料またはその原料と考えられる。リン
回収物を肥料として活用するためには、肥料取締法に
基づく登録を受ける必要がある。同法律で規定される
「副産りん酸肥料の公定規格」で示されているく溶性
リン酸の最小含有量（15％以上）並びに有害成分であ
るひ素、カドミウムについては調べたところ、表７の
ように、公定規格を十分に満足しており、肥料あるい
は肥料原料として有効利用できる可能性があること
がわかった。

５－２　環境浄化剤として活用
　リン回収物の成分の主なものはHAP（ヒドロキシ
アパタイト）と考えられるが、この物質はイオン交換
特性を持つことが知られている４）。陽イオンでは鉛や

銅イオンを取り込み、陰イオンはフッ素イオンを吸着
することができる。このことから有害物質を含む排水
等の浄化に活用できる可能性が示唆されている。

６．廃石膏を使用することによる下水処理への
　　影響

６－１　有害物質
　廃石膏中に有害物質が含まれている場合、脱水ろ液
との反応において、溶出し処理液中に排出され、ある
いはリン回収物に含有される恐れがある。そこで、下
水処理の各工程において、有害金属類について検査
を行った。これまでの結果は次のとおりで、問題は無
かった。

６－２　石膏成分の影響
　下水処理場において、脱水ろ液に廃石膏を反応させ
てリンの除去・回収を行うことにより、処理水中に石
膏の成分（カルシウムイオン及び硫酸イオン）が溶出
する。これにより、下水処理工程にどのような影響が
現れるかを検討する必要がある。
・ カルシウムによる配管へのスケール付着の恐れ
がある（MAP、HAP、CaCO3、CaSO4）。

・ 硫酸イオンについては、硫酸還元菌の働きによる
硫化水素の発生原因となる恐れがある。

・ 活性汚泥の働きに影響を及ぼす恐れがある。

表８　廃石膏の有害金属の溶出試験結果

表９　脱水ろ液及び廃石膏を反応後の有害金属濃度

　これまでの調査から、現状の下水処理場の流入水中
のカルシウム、硫酸イオンの濃度に、リン除去操作に
よる石膏成分の増加量を合算し、脱水ろ液の全量を使
用してリン除去を行った場合の濃度を推定した。その
結果、表10に示すように、カルシウムについては、微
増であり、硫酸イオンはおよそ２割程度の増加が見込
まれる。
　どちらの項目も有害性は無く、また、現状の日変動、
季節変動に比してみると大幅な増加とは考えられない
ので、致命的な影響は無いといえる。今後、より慎重に
多方面にわたって影響調査を行って行く必要がある。

表10　脱水ろ液全量をリン回収に供した場合の成分濃度の推定（Ⅰ系の場合）

７．まとめ

　廃石膏ボードを使って、下水処理場の消化汚泥脱水
ろ液から、リン酸カルシウム化合物を回収することが
できた。これにより、産業廃棄物として処理される廃
石膏の有効利用が期待できるとともに、既存の手法に
較べて、薬品経費が大幅に削減できるリン回収技術確
立の可能性が示された。
　今年度から県の研究事業として、問題点を抽出し、
試験装置の改良や効率的な処理条件の確立、さらに肥
料としての利用手法について検討している。
　今後、実証試験を継続して行うとともに、コスト計

  
 

 

算の精度を上げ、具体的な事業化スキームを検討する
ことにより、実用化に向けて研究を継続して行く予定
である。
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した費用を、再生可能エネルギー発電促進賦課金とし
て、電気の使用者が負担することになりました。
　さらに、電力各社は政府に対し相次いで電気料金の
値上げを申請しており、今後ますます電気料金の上昇
が懸念されます。

下水処理場で取り組むことができる発電の
種類にはどんなものがありますか？
下水処理場の広い敷地や既存の設備を利用
することにより、太陽光、風力、小水力、バ

イオマス、バイナリー発電設備などを設置することが
できます。

・太陽光発電
　太陽の光エネルギーを太陽電池に受け、光エネル
ギーの約15％が直接電気エネルギーに変換されます。
　太陽光発電は、夜間全く発電できないことや、発
電量が天候に左右されることより、発電能力に対す
る実際の発電電力量を表す設備利用率が約12％と
なっています。
　とりわけ１MW（1,000 kW）以上のものはメガ
ソーラーと称され、再生可能エネルギーの固定価格
買取制度の開始以降、全国各地の下水処理場への設
置予定が相次いで発表されています。

・風力発電
　風力エネルギーで風車を回し、回転エネルギーを
電力に変換し発電します。
　風力エネルギーの約40％が電気エネルギーに変
換されます。
　風速の変動により発電量が変動するため、設置す
る条件としては、年間平均風速４m/s以上の環境が
求められます。

・小水力発電
　落差のある水路を流れる水の運動エネルギーで
水車を回し、回転エネルギーを電力に変換します。
　天候や時間帯による出力の変動が少なく、安定し

　下水処理場は流入する下水の水処理や発生する下水
汚泥の処理を行う工程で多くの電力を必要とします。
　その電力量は下水１㎥当たり0.4 kWh程度と言われ、
日本全国で使用される電力量の0.7％に相当すると言
われています。
　下水処理場での消費電力量を削減することは処理
場の経営のみならず、エネルギーの消費や、強いては、
地球環境にもつながるものです。
　今回は、下水処理場の電力事情について考えてみた
いと思います。

下水処理場の設備で消費電力量の一番大き
なものは何ですか？
下水処理場には大きく分けて、沈砂池設備、
ポンプ設備、水処理設備、汚泥処理設備など

があり、特に水処理設備での消費電力量は全体の約
50％と最も大きい割合を占め、とりわけブロワは水処
理設備の消費電力量の大半を占めています。

下水処理場での節電対策にはどんなものが
ありますか？
処理設備では、主ポンプ設備のインバータ制
御、曝気風量の適正な運転管理、省エネ機器

の積極的な導入などがあります。
　また、超微細気泡の導入により、５万㎥/日の規模
の下水処理場で、ブロワの消費電力量を約20％、処理
場全体では10％程度削減できるといわれています。
　処理設備以外では、空調設備の適切な温度管理、照
明設備の部分消灯などがあります。

最近の電気料金はどのように推移していま
すか？
震災後に原子力発電所が稼働を停止してい
く中、電力不足を解消するため、休止してい

た火力発電所を再稼働させた結果、燃料費が上昇し、
さらに2012年７月１日から再生可能エネルギーの固
定価格買取制度がスタートして、同年８月分の電気料
金より、電気事業者が再生可能エネルギーの買取に要

Q & A

下水処理場の電力事情について
キーワード：電力、発電
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Q2
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Q3
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Q4
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下水処理工程で発生する消化ガスを発電に
使用すると、どのような効果がありますか？
電力会社から購入する電力量を削減できる
ほか、設備の運用方法によっては併せて契約

電力も下げられるため、電力量料金と基本料金の両方
の削減を図ることもできます。
　また、バイオマスを利用した消化ガス発電では、排
熱も利用したコージェネレーションにより、高い総合
エネルギー効率を維持できるほか、消化ガスを利用す
ることで温室効果ガスの排出削減にも繋がります。

下水処理を利用した新しい発電技術にはど
んなものがありますか？
国土交通省では、平成25年度予算で、下水道
革新的技術実証事業（B-DASHプロジェク

ト）として、「下水汚泥バイオマスを活用した発電技
術」等の実証事業を要求しています。
　具体的な方法としては、下水汚泥を低含水率化・高
カロリー化し、処理場内の汚泥焼却設備で補助燃料を
使わずに燃焼させ、水管ボイラー等の蒸気でタービン
を回し発電します。
　これらの技術が下水処理場に導入されることで、よ
り省エネルギー化が図られるものと期待できます。

（山形市上下水道部浄化センター業務係　花輪知弘）

た電力の供給が可能です。
　下水処理場の放水路などへ設置が可能です。

・バイオマス発電
　下水汚泥の嫌気性消化で発生する消化ガスを、内
燃機関の燃料として利用し発電機を運転する方法
と、消化ガスから水素を取り出し燃料として利用す
る燃料電池があります。
　ちなみに、バイオマスを燃焼させると二酸化炭素
が排出されますが、バイオマスは生物由来の有機物
であり化石燃料ではないので、大気中の二酸化炭素
を増加させることはなく、地球温暖化に影響を与え
ることはありません。
　この大気から吸収される二酸化炭素と排出され
る二酸化炭素が同じ量であるという考えを、カーボ
ンニュートラルといいます。

・バイナリー発電
　沸点の低い媒体を蒸発させ、その蒸気でタービン
を回し発電させる仕組みで、下水汚泥焼却炉から発
生するスクラバー排水など、今まで利用されてこな
かった比較的低温の熱エネルギーの有効利用が期
待されています。

Q6
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Q5
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（山形市上下水道部浄化センター業務係　花輪知弘）

た電力の供給が可能です。
　下水処理場の放水路などへ設置が可能です。

・バイオマス発電
　下水汚泥の嫌気性消化で発生する消化ガスを、内
燃機関の燃料として利用し発電機を運転する方法
と、消化ガスから水素を取り出し燃料として利用す
る燃料電池があります。
　ちなみに、バイオマスを燃焼させると二酸化炭素
が排出されますが、バイオマスは生物由来の有機物
であり化石燃料ではないので、大気中の二酸化炭素
を増加させることはなく、地球温暖化に影響を与え
ることはありません。
　この大気から吸収される二酸化炭素と排出され
る二酸化炭素が同じ量であるという考えを、カーボ
ンニュートラルといいます。

・バイナリー発電
　沸点の低い媒体を蒸発させ、その蒸気でタービン
を回し発電させる仕組みで、下水汚泥焼却炉から発
生するスクラバー排水など、今まで利用されてこな
かった比較的低温の熱エネルギーの有効利用が期
待されています。

Q6
A6

Q5
A5
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現場からの

声
空見スラッジリサイクル
センター（仮称）について

名古屋市上下水道局 計画部 技術管理課

技術開発担当主査　北折　康徳

１．はじめに

　名古屋市の下水道は、明治41年2月19日に認可を
受け、大正元（1912）年11月15日に中区伊勢山町他
９か町で竣工告示を行い、供用開始することで始ま
り、平成24（2012）年11月で、下水道供用開始100周
年を迎えました。その間、昭和５年には、全国に先が
けて活性汚泥法による下水処理を開始し、昭和７年に
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名古屋市の水処理センターと汚泥処理場

は４処理場の汚泥を集約処理する天白汚泥処理場の
運転を開始するなど、下水道事業において先進的な取
組みを行っています。

２．名古屋市の下水汚泥処理と有効利用の現況

　本市の下水道普及率は、平成23年度末では、99％に
達し、15箇所の水処理センター（１箇所の水処理セン
ターは休止して全面改築更新中）で下水を処理し、発
生する下水汚泥は、市南部に位置する３箇所の汚泥処
理場（山崎・柴田・宝神）に専用の管きょで圧送して、
集約処理を行っています。
　下水汚泥は、全量焼却し、焼却に伴い発生する焼却
灰の約95％が土質改良材、セメント原料などに有効
利用されています。

３． 空見スラッジリサイクルセンター（仮称）の
概要

　３汚泥処理場では、一部の施設で老朽化が進んでお
り、施設の増強を視野に入れた改築更新が必要になり
ました。しかし、既存の汚泥処理場はいずれも用地が
狭いことや、周辺は宅地化が進んでいることから、改
築更新の実施は困難な状況でした。そのため、別途用
地を取得し、空見スラッジリサイクルセンターの建設
を行うこととしました。平成20年11月から第１期工事
に着手し、現在建設中です。平成26年度に運転を開始
する予定です。
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　空見スラッジリサイクルセンターで発生する汚水
は、凝集沈殿処理した後、宝神水処理センターへ送水
して高級処理します。

計画諸元（第１期）

第１期工事完成予想図

４．おわりに

　空見スラッジリサイクルセンターの建設地西側に
は、数多くの野鳥が飛来する「藤前干潟」（平成14年
にラムサール条約により登録）があり、周辺環境へ配
慮した施設となっています。今後の増設計画にむけて
は、下水汚泥の新たな有効利用を検討するなど、循環
型社会の形成に寄与する施設を目指しています。



Vol. 37　No. 139　2013/4 文献紹介

（ 75 ）

■ ┃ ■  ┃ ■  ┃ ■  ┃■ ┃ ■  ┃ ■  ┃ ■  ┃■ ┃ ■  ┃ ■  ┃ ■  ┃ ■  ┃ ■  ┃ ■  ┃ ■  ┃ ■  ┃ ■  ┃ ■  ┃ ■  ┃ ■  ┃ ■  ┃ ■  ┃ ■  ┃ ■  ┃ ■  ┃ ■  文献紹介

下水汚泥の施用は
土壌のメタン酸化速度を減じない

Land application of aerobic sewage sludge does not 
impair methane oxidation rates of soils

Marco Contin, Daniele Goi, Maria De Nobili
Science of the Total Environment, 441, 10‒18 (2012)

　下水汚泥の環境保全的かつ経済的な処分は、下水処
理における大きな問題である。下水汚泥の土壌施用は
最も経済的な処分方法であり、農地施用の場合は、窒
素、リンなどの栄養成分の効果もあって、収量増など
の効果も認められている。しかし汚泥施用は、潜在的
有害元素（potentially toxic elements, PTE）などによ
る土壌または地下水汚染を伴うことが懸念される。ま
た、PTEは土壌の微生物活性に負の影響を及ぼすこと
から、農地からのメタンの発生に影響するかもしれな
いが、これまでほとんど検討されてこなかった。そこで
本論文の著者らは、10年間の下水汚泥の連用が、土壌
のメタン酸化に及ぼす影響を検討した。
　試験には北イタリアのFriuli Venezia Giuliaで収集
した土壌（カンビソル）を用いた。畑土壌（トウモロコ
シ、ダイズ、コムギの輪作）を３種類、草地土壌を２種
類供試した。汚泥の添加は、脱水汚泥を乾物換算で7.5 
ｔ kg-1 y-1（イタリアの施用限度量）とした。汚泥中の主
な重金属濃度の平均値は、カドミウムが1.31㎎ ㎏-1、
銅が520㎎ ㎏-1、鉛が66.4㎎ ㎏-1、亜鉛が1027㎎ ㎏-1

であった。各処理区の面積は2000㎡以上とした。土壌
のバイオマス炭素は、クロロホルム燻蒸前後の抽出性
炭素の量から求めた。土壌のメタン酸化速度を求める
ため、乾土換算で30ｇの土壌を125 mLのガラス瓶に
はかり取り、１％メタン260 µLをヘッドスペースに注
入した後、25℃で培養した。重金属（Pb、Zn）の急性
の影響を調べる目的で、PbおよびZn添加区（用いた
土壌は汚泥10倍量区とその対照区土壌）を設定した。
培養は15日間とした。培養中に適宜ヘッドスペースガ
スをサンプリングし、FID検出器のガスクロマトグラ
フィでメタンを定量した。メタン濃度の経時変化から
速度定数ｋを求めた。重金属の形態別定量は、逐次抽
出（BCR法）に準拠し、３画分に分けて測定した。
　10年間の汚泥施用により、有機炭素、全窒素、CEC（陽

イオン交換容量）、バイオマス炭素の増加が認められた。
特に汚泥10倍量施用区では、土壌の有機炭素が蓄積し
ており、平衡状態に達していないと考えられた。PTE
類では、汚泥施用によりNiとZnの蓄積が認められた。
　25℃で150時間培養したとき、ヘッドスペースガス中
のメタン濃度は経時的に減少し、対数プロットしたと
きの傾きから速度定数kが算出できた。耕作地の土壌
のｋは６～15×10-3 h-1の範囲にあり、草地土壌のｋ（26
～33×10-3 h-1）より有意に低かった。下水汚泥施用区の
ｋは対照区の値とほぼ同じであり、下水汚泥の施用は、
土壌のメタン酸化能に影響しないと考えられた。速度
定数ｋをバイオマス炭素で除した値（qk）は、下水汚泥
施用区において低い傾向にあり、バイオマス炭素あた
りのメタン酸化能は、下水汚泥の施用により低下した。
　Pbを200 µgまたは1000 µg添加したとき、下水汚泥
添加土壌のメタン酸化速度定数ｋに変化は認められな
かったが、対照区土壌のｋは1000 µgのPb添加区で減
少した。バイオマス炭素も対照区土壌の1000 µg添加
区で減少したことから、qkの値に有意な変化は認めら
れなかった。Znの300 µg添加区では、対照区、汚泥施
用区ともにｋのわずかな減少が認められ、1500 µg添
加区ではメタンの酸化がほとんど阻害された。バイオ
マス炭素の量は1500 µg添加区の対照区土壌で半減し
たものの、他区ではあまり減少しなかったことから、
qkの値はZnの添加量に応じて減少した。
　Pbの200 µg添加は、逐次抽出（BCR法）の第１画分
と第３画分に影響し、汚泥10倍量区、対照区それぞれ
の第１画分の割合は、0.3、7.0％、第３画分の割合は、
38％、25％となった。すなわち、汚泥施用区において、
第１画分の濃度上昇が抑えられ、より安定な第３画分
の存在割合が増加していた。Znの300 µg添加は、第１
画分と第３画分に影響し、汚泥10倍量区、対照区それ
ぞれの第1画分の割合は、15、40％、第３画分の割合は、
40％、17％であり、汚泥施用区において安定的に存在
していた。
　以上の結果より本論文の著者らは、下水汚泥の施用
により土壌にPTE類が蓄積するとメタンの酸化に影
響を及ぼすが、汚泥中の有機物が土壌に蓄積していれ
ば、PTEの影響を抑制できると結論している。

（農業環境技術研究所　川崎 　晃）
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バイオガス発生量増大に向けた
下水汚泥と最初沈澱池発生スカムの混合消化

Anaerobic co-digestion of sewage sludge and 
primary clarifier skimmings for increased biogas 
production

S. Alanya, Y. D. Yilmazel, C. Park, J. L. Willis, J. 
Keaney, P. M. Kohl, J. A. Hunt and M. Duran.
Water Science & Technology，Volume 67  Number 
1, 2013, 174‒179

　嫌気性消化は有機性廃棄物を高温で安定化し、廃棄物
量削減及びエネルギー生成を可能とする完成された技術
の一つと認識されている。近年、バイオガス発生量増加
と廃棄物処理を見込めるとして有機性廃棄物の混合消化
への関心が高まり、有機性固形廃棄物、家畜糞尿や油脂
等を基質とした多くの研究がなされている。
　沈澱池で発生するスカムは様々な油脂類や浮遊物で構
成され、易分解性で高いCH4発生能を有し、スカムから
得られるトリグリセリド、グリセリン脂肪酸エステルは
混合嫌気性消化において相乗作用をもたらすとされてい
る。長鎖脂肪酸の存在、低可溶性及び吸着性が嫌気性消
化の運転の支障になると示唆されているが、文献では多
くの成功例がある。この研究の目的は、スカムと下水汚
泥との混合嫌気性消化におけるバイオガス発生量と消化
性能への影響調査、及びガス発生量増加達成のために最
適な負荷量を設定することである。
　実験には、フィラデルフィア水管理局（PWD）が管理
する北西部下水処理場の汚泥等を用いた。スカムは、最
初沈殿池表面とスカム濃縮タンクから収集し、分析後４
±２℃で冷蔵保存した。収集スカムはそれぞれ１ｇあた
り1.18ｇCOD及び1.40ｇCOD、TSは28.7%及び62.7%
と高く、VSは97%及び98%と、TSのほとんどが揮発性
であった。当該処理場には7,570㎥の消化槽が８槽あり、
そこから得た中温嫌気性消化汚泥（TS 1.72%、VS 55%）
を種汚泥に用いた。投入汚泥用に採取した最初沈殿池汚
泥（PS）と余剰汚泥（WAS）は、平均TSがそれぞれ4.4％
及び3.6％、平均VSが68%及び77%で、分析後冷蔵保存
し、供給汚泥として１：１の量で毎日混合して用いた。ま
た、供給汚泥とスカムは実験槽投入前に混合した。
　実験には約13Ｌ、35±2℃の中温嫌気性消化槽を用い、
R1を対照系として汚泥のみ、R2を実験系として汚泥と
スカムの混合物を供給した。各槽は１時間に10分、300 
rpmで撹拌し、撹拌時に１日１回１Ｌの汚泥引抜及び供
給（有機物負荷4.0ｇCOD/(L・d)（±0.2））を行った。各
槽で発生するガス量（35℃、1気圧）は継続的に測定し、
CH4とCO2をガスクロマトグラフィーにより分析した。
また、引抜汚泥のpH、アルカリ度及びVFAsを測定した。
　スカムの投入前に、背景データ収集期間としてR1と

R2が同一能力となるよう15日間同一条件で運転し、そ
の後の78日の運転期間、R2には1.5～7.0ｇCODeq/(L・d)
の範囲で４つの異なるスカム負荷条件で供給を行った。
最初の３週間は間欠的なスカム供給を行い、CH4回収期
待量の80%が達成され、スカムに馴致するのに十分な時
間を経たとの判断後、スカム負荷の１日１回の引抜供給
を開始した。
　背景データ収集期間、２槽のガス発生量に統計上の差
異は見られず、比較実験中はR2のCH4発生量はスカム
負荷量増加に伴い安定的に増加し、スカムの抑制的影響
は見られなかった。引抜汚泥のVSは、R1は平均12,170
㎎/Lで安定であったが、R2はスカム負荷量増大に伴い
増大し、最大時で約20,000㎎/Lに達した。
　更なる生物分解性向上の比較として、スカム負荷量
増大に対する日あたりCH4増加量とCH4収率を用いた。
COD１㎏からのCH4発生量395Ｌとの基準で計算した基
質利用率は、R2でスカム負荷量負荷量が5.6～11ｇCOD/
(L・d)の範囲で増加するに従い3.38～8.59㎏COD/(㎥・d)
に直線的に増加した。これは実験のスカム負荷範囲が嫌
気性消化において最大の基質利用率に達していないこと
を示している。
　R1とR2のCOD除去率は、低スカム負荷の期間は同
様の挙動を示したが、高スカム負荷の期間にR2でCOD
除去率は僅かに減少した。VS除去率はR1よりR2が若
干高く、R1で平均51％であった。R2ではスカム負荷量
増大に伴いVS除去率は増加し、平均65％であった。こ
の結果をもって高VS分解率がスカムと汚泥の混合消化
による相乗効果とは言えないが、このスカム負荷範囲で
は投入負荷の上限である最大基質利用率を示す濃度に
至っていないと言える。
　定常状態において、R1のCH4発生量は9.2Ｌ/日（負
荷量平均24.7ｇVS/日）、VS分解率51％、平均CH4収率
は分解VS１㎏あたり730Ｌと、北西部下水処理場の実
消化槽と同等であった。
　アルカリ度はR1が6,280㎎/L CaCO3、R2が6,170㎎
/L CaCO3と大差はなかった。VFAsは概ね大差はなかっ
たが、唯一R2の高スカム負荷時（７ｇCODeq/(L・d)）に
酢酸の増加が見られた。これは負荷量がこのレベルで継
続した場合、酢酸分解の抑制レベルに達した可能性を示
唆するが、この負荷量は実際の処理場で想定される約３
倍量でありほぼ起こりえないと考えられた。
　得られたデータより、PWDが管理する処理場で発生
するスカムの嫌気性消化槽投入を仮定すると、北西部処
理場では3,810,235㎏COD/年が投入され、期待される
CH4発生量は1,221,480Ｌ/日、CH41ft3あたり630 BTU
のエネルギー量と仮定すると、年間エネルギー回収率は
100億BTU（290万kWh）と想定された。

（日本下水道事業団　三宅 十四日）
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下水汚泥堆肥の
緑農地利用のこれから

農研機構 東北農業研究センター  　　　　　　

畑作園芸研究領域長　田　村　有希博

キーワード：土壌窒素肥沃度、下水汚泥堆肥、肥料的効果、地力の維持増進

　植物が生育するためには、光、水、空気（酸素、二酸
化炭素）並びに栄養源が必要である。自然界では、太
陽光と物質循環の中で、エネルギーと必要な物質を獲
得して生育する。植物を必要に応じて人間が栽培する
場合、自らの糧とする植物を作物と称するが、自然界
の物質循環に人為的に作物が必要とする物質を加え、
糧を増やす行為を農業とするならば、古来から、人間
は様々な物質（主に有機物）を作物に与え、より多くの
糧を得てきた。近代、化学肥料が発明され、大量生産に
よって安価に入手出来るようになったこと、また、有
機物と異なり、施用効果が直接的で、施用量や施用方
法の工夫で作物の生育制御が出来ることから、化学肥
料一辺倒で、有機物施用が廃れた時代があった。
　当初、収量増が最も重要な時代では、化学肥料の過
剰施用による環境負荷が問題となった。また、米余り
の時代が到来し、付加価値の高い米、すなわち美味し
いお米を求める消費者動向の中で、環境負荷にも配慮
し、化学肥料使用量の低減が図られるいわゆる環境保
全型農業が推進されている。さらに、消費者は、より安
全な（化学肥料や農薬の適性使用が安全でないという
訳ではないのであるが）食料と言うことで、有機農産
物を求める動きもある。

　一方、米余りの時代に入り、米の生産調整が必要と
なったため、水田の高度利用が推進されて久しい。水田
を畑地として利用すると地力（土壌窒素肥沃度）が低下
する問題が顕在化している。水田は土壌窒素肥沃度を
維持する機能を有している。すなわち、湛水状態の水田
では、作土が還元状態に保たれ、窒素がプラスイオンで
あるアンモニア態窒素として存在し、土壌中に保持され
やすい（土壌に含まれる粘土や腐植の表面はマイナスに
帯電している）。また、水田で繁茂するある種の藍藻類
は空気中の窒素を固定して土壌に窒素を付加する。さら
に、土壌中に混在する植物残渣が分解する過程で、施肥
窒素の一部が微生物に取り込まれ、土壌バイオマス窒
素を形成する。これらの現象によって水田の土壌窒素
肥沃度は維持されるが、畑の場合は、硝酸態窒素の流亡
や土壌の乾湿の繰り返しによる有機態窒素の分解促進
により、土壌窒素肥沃度が低下しやすい。よって、水田
の場合はことさら有機物を投入しなくても地力は維持
されるが、畑の場合は、地力を維持するためには有機物
の施用が必須である。しかし、日本の場合、水田では有
機物投入をしなくても生産力が維持されたという経験
や、近代農業において耕畜が分離し、畜糞等の入手が困
難になったこと、堆肥等有機物施用にはコストが掛かる
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こと等のため、本来投入されなければならない畑（転換
畑を含む）にも長年、有機物の投入がされて来なかった。
よって、日本の水田は、高度利用が進むに従って土壌窒
素肥沃度が低下している。その証拠に、近年、大豆の収
量が低下傾向にある。大豆は施肥窒素に対する反応が
鈍い。なぜならば、窒素施用量が増えるとその分だけ窒
素固定量が減少するからである。窒素施肥では大豆の
栄養生長を促進できないため、大豆の生育は土壌窒素
肥沃度に依存している。そのため、土壌窒素肥沃度が低
下すると大豆の収量は、てきめんに低下する。すなわち、
畑の地力の低下は大豆の生産性の低下に直結する。
　これまで、転換畑を含む畑地の地力維持のためには、
有機物の投入が必須であると述べてきた。しかし、投
入すべき有機質資材は入手可能だろうか。作物残渣を
圃場に還元したとしても、物質収支から見て養分は不
足する。また、水稲の場合は問題無いとしても、それ以
外の作目では、病害虫の伝染源となる恐れがあるため、
連作を考えた場合、作物残渣の還元を躊躇せざるを得
ない。先にも述べたが、耕畜分離が進み、多くの場合、
畜糞堆肥は遙か彼方である。そこで、下水汚泥堆肥は
如何か。下水汚泥堆肥は一般的に牛糞堆肥に比べて窒
素の施用効果が高い。また、リン酸等の養分も豊富に
含まれている。よって、窒素やリン酸の肥料としての
効果が期待できる。特に、肥料的効果が求められてい
る野菜作には、有効と考えられる。
　しかし、有機質資材としての有効性があるにも関わ
らず、下水汚泥堆肥を敬遠する向きもある。やはり下水
汚泥には、有害物質が含まれているとのイメージが根
強いためではないか。以前は流域から流れ込む重金属
が蓄積しているとの懸念があったが、現在では、水質汚
濁防止法等による規制によって、以前に比べ、下水汚
泥への重金属の集積は格段に減少している。また、下
水汚泥堆肥として流通させるためには、肥料取締法の
規制を受けるため、重金属含量は規制値以下であるこ
とが保証されている。意外に思うかも知れないが、ある
種の畜糞堆肥には、銅や亜鉛が多く含まれている事例
も有る。銅や亜鉛は、植物だけでなく、人間にとっても
必須栄養素であり、不足すると欠乏症状が現れる場合
も有る。特に亜鉛は、摂取不足により味盲となる恐れ
がある。それでは何故、銅や亜鉛が規制対象であるの
か。銅では水田の環境基準（125㎎/㎏）が有り、亜鉛で
は農用地土壌管理基準（表層土壌中120㎎/㎏）がある。
特に亜鉛の基準は諸外国の基準に比べても非常に厳し
く、亜鉛を比較的多く含む下水汚泥堆肥やある種の畜
糞堆肥では、計算上、10年以上比較的多く連用すると
基準を上回ってしまう恐れがある。しかし、資材の連用
に伴う重金属の蓄積は、一定の水準で止まるとの報告
もある。亜鉛の農用地土壌管理基準は暫定であるとも

聞いている。先に述べたとおり欧米の基準に比べても
厳しいことから、今後下水汚泥堆肥の利活用を推進す
るためには、基準の見直しをお願いしたい。
　カドミウムについても畜糞堆肥に全く含まれていな
い訳ではなく、下水汚泥堆肥と同等に含む畜糞堆肥も
ある。もちろんそれらについても、基準以下であるため
安全が保証されている。一時、原発事故で拡散した放
射性セシウムが下水汚泥に集積して問題となった。高
濃度に汚染された物については論外であるが、基準値
以下である物については、使用を躊躇する理由はない。
　農家が、下水汚泥堆肥を使用したことで、生産物に
対して風評被害が起こるのではないかとの懸念から、
使用を躊躇う向きもある。また、下水汚泥という文言に
嫌悪感を感じる生産者、消費者も居られるかも知れな
い。名称を変えようとの意見も有るが、良いアイデアは
無さそうである。畜糞やし尿汚泥よりましと思うのは、
下水汚泥の利用促進に関わる者のひいき目だろうか。
　また、JAS有機に使用できる資材として、下水汚泥
堆肥はリストアップされていない。窒素肥料としての
効果が高い下水汚泥堆肥は、有機農業にとって効果的
な資材であると考えるが、自然の物でないものを敬遠
する有機農業を信奉する生産者や消費者にとっては、
下水汚泥堆肥を有機農業に使うことは考えられないの
であろう。
　イメージはともかく、畑の地力維持や生産性向上に
役立つ下水汚泥堆肥の利用拡大を期待したい所である
が、汚泥堆肥の生産量は減少傾向にある。下水汚泥の
利用率については向上しているようであるが、主に、
エネルギー利用や焼却灰の利用、リン酸回収等への利
用が増えている。エネルギー利用を考えた場合、緑農
地利用では有用な窒素やリン酸が邪魔になる場合があ
る。リン酸は回収して肥料原料として再利用できるが、
窒素は除去して捨て去る以外無いのは、もったいない
気がするが、技術の進歩により緑農地利用以外の利用
が拡大することは歓迎すべきことと考える。
　下水汚泥の緑農地利用が減っている背景には、公共
事業の減少に伴う、高速道路等の建設に伴う法面処理
や緑地化等での使用事例が減った側面も考えられる。
今後、下水汚泥堆肥の利用拡大を考えた場合、農地、
特に畑地や果樹園等への投入が考えられるが、費用対
効果が、下水汚泥堆肥に限らず（下水汚泥堆肥は比較
的施用効果が高いのだが）他の有機質資材でも直感的
に感じられにくいことが、有機物の施用拡大を妨げて
いる面もある。しかし、地力の維持増進による生産性
の向上には、有機物の連用が必須であることを理解し
て、イメージと違って、安全で施用効果が高く、使い勝
手の良い下水汚泥堆肥を利用して頂き、普及の拡大が
図られることを期待したい。
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大阪市における
下水汚泥溶融スラグの
有効利用の取組みについて

大阪市建設局 下水道河川部 水環境課　

担当係長　西　奥　友　次

キーワード：溶融スラグ、ネットワーク、埋め戻し材、下水道事業、単価販売

１．はじめに

　大阪市では、下水汚泥の大半を溶融処理しているた
め、下水汚泥溶融スラグ（以下、「溶融スラグ」という）
が毎日生産されている。
　溶融炉稼働時より大規模事業での有効利用や入札
による民間企業への一括売り払い等による利用を行っ
てきたが、利用用途の拡大に苦慮している状況にある。
　溶融スラグの利用拡大並びに新規開拓については、
建設資材としての認知度が極めて重要な因子であるた
め、溶融スラグを下水道事業に利用する取組み（平成
24年度見込み量：約2,200トン）や単価販売を実施し、
利用実績を積み重ねている。さらに、公共事業全般や
民間事業での利用など、用途拡大を目指している。
　本稿では、本市における汚泥処理の経緯並びに溶融
スラグの有効利用に関する取組みについて報告する。

２．汚泥処理の経緯

　本市では、高級処理の導入によって増加する下水汚
泥の減量化を目的に、昭和47年に津守、放出下水処理
場に立形多段焼却炉が建設されたのを皮切りに、平成
２年までに上述の２処理場と平野下水処理場におい
て合計７基の焼却炉（処理能力1,200ｔ/日）が完成し、

発生汚泥の全量焼却処分が可能となった。
　焼却炉から発生する焼却灰は、海上埋立地である北
港処分地へ埋立処分してきたが、同処分地は本市の唯
一の処分地であることから、可能な限り延命させるた
め、焼却炉の更新に際して更なる汚泥の減容化・安定
化、最終生成物の有効利用の観点から溶融方式に切り
換えることとした。

図１　大阪市の送泥ネットワーク
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　溶融炉の建設に際し、維持管理や故障・定期修繕時
対応などの効率性を考え、舞洲スラッジセンター並び
に平野下水処理場での集中処理を採用した。
　また、汚泥の運搬については、パイプ輸送によるネッ
トワークを構築し、汚泥圧送輸送を行っており、平成
23年度末時点での総延長は54㎞に達している（図１
参照）。中浜・今福・放出・平野下水処理場の汚泥は平
野下水処理場において、残る８下水処理場の汚泥は舞
洲スラッジセンターでの処理を基本としている。

３．溶融処理の概要

　平成12年度、平野下水処理場に本市では初の旋回溶
融炉１基（150ｔ/日）が稼働した。平成16年度には舞
洲スラッジセンターに旋回溶融炉３基（450ｔ/日）が
稼働、その後、平成19年と平成22年にそれぞれ４基、
５基目の溶融炉が稼働し、現在、本市全体で６基（処理
能力900ｔ/日）が稼働している（表１、表２参照）。本
市全体の溶融炉投入脱水ケーキ量は約337ｔ/日（71.6 
DS-t /日）、発生溶融スラグ量が11,710ｔ/年に達して
いる（平成23年度実績）。
　舞洲スラッジセンターで消化汚泥の脱水工程後に
発生する脱水分離液は、近傍の此花下水処理場に返送

し、水処理を行っている。ただし、脱水分離液には高
濃度の窒素を含んでいるため、舞洲スラッジセンター
では高効率の化学的な窒素除去方式であるアンモニ
アストリッピング法を採用し、精留塔により脱水分離
液中の窒素の主成分であるアンモニア性窒素を高純
度の気体アンモニアとして回収した後、還元処理を行
い窒素ガスとして大気放出し、脱水分離液中の窒素を
低減している。

４．溶融スラグの有効利用

（1）経緯
　本市では、溶融炉建設計画策定時から溶融スラグの
有効利用について検討を行ってきた。平成７年から溶
融スラグと山土を一定量で混合したスラグ混合土に
ついて物性試験及び一般道路における試験施工を実
施し、良好な結果が得られた。そこで、下水道開削工
事の埋め戻し材として道路管理者の承認を受け、平野
下水処理場において混合プラントを建設し、スラグ混
合土の製造について委託を行い、下水道開削工事での
使用を開始した。ただし、平成14年度に本市の下水道
工事に使用する埋め戻し材料が山土から改良土に変
更になり、改良土と比較して事業費が高額になったた
め、同プラントを停止した。
　平成15年の舞洲スラッジセンターの稼働により、
本市内の発生汚泥の大半が溶融処理となり、溶融ス
ラグの発生量が増加したことから、平成17年より一
般競争入札による民間業者へ溶融スラグの売却を開
始した。売却当初より複数社が入札に参加し、コンク
リート２次製品や埋め戻し用の流動化処理土などの
建設資材として有効利用されていた（図２）。
　しかし、建設資材の需要の減少や入札方式による一
括販売のため民間業者のスラグ需給バランスの確保

表２　平野下水処理場の施設概要

表１　舞洲スラッジセンターの施設概要

図２　大阪市における溶融スラグの有効利用実績
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が困難となり、年々入札参加者が減少するとともに、
入札価格も下落した。さらに、平成20年に溶融スラグ
の風評被害が発生し１）、入札が成立しなくなった。
　平成21年以降、沿岸部の軟弱地盤改良材への利用
や覆土利用など、大規模な需要が見込まれる本市事業
を対象として溶融スラグの有効利用を行ってきたが、
大規模事業は年々減少傾向にある。

（2）下水道事業への活用
　本市では平成22年度に最新の溶融炉が稼働し、今
後数十年にわたり溶融スラグが発生することから、継
続的に溶融スラグを利用できる利用用途の拡大を進
めている。溶融スラグを建設資材として利用する上で
極めて重要な因子は、溶融スラグの認知度と考えられ
るが、本市の溶融スラグの認知度は不十分であった。
そこで、第一に、溶融スラグを本市の下水道事業にお
いて有効利用することで、建設資材としての認知度を
高めることとした。
　平成24年度より、溶融スラグを混合した改良土を
下水道開削工事における埋め戻し材としての使用を
開始している（図３）。溶融スラグ混合改良土の価格
は、運搬や混合に係る経費等が含まれるため、一般に
流通する改良土よりも割高となるが、本市の下水道工
事をはじめ公共工事における溶融スラグの積極的な
有効利用を促進するため、大阪市グリーン調達方針の
特定調達物品等（公共工事・資材）に溶融スラグ混合
改良土を指定し、利用の拡大を図っている。
　また、塩化ビニル管敷設時の管基礎材としての利
用について、道路管理者より試験施工の承認を得て、
平成24年度より一般道路での試験施工を行っている
（図４）。なお、平成24年度は、埋め戻し材と管基礎材
を合わせて約2,200トンの利用を見込んでいる。
　現在溶融スラグの用途は、埋め戻し材と管基礎材
に限定しているが、今後、アスファルト舗装材やイン

ターロッキングブロックなど、大阪市の公共事業全般
への適用を検討している。さらに、公共事業における
建設資材としての利用実績を積み重ねることで、民間
事業における用途拡大を目指している。

（3）単価販売
　平成24年７月より、溶融スラグの利用促進並びに
民間企業における溶融スラグの入手方法の簡潔化を
目的に、溶融スラグの単価販売を開始した。スラグの
販売価格は、過去の販売実績を考慮し、１トンあたり
50円（購入者自らが搬出用車両に積込む）と定めてい
る。ただし、上述の管基礎材のように溶融スラグを加
工せずに利用する場合、工事材料を本市の溶融スラグ
に限定して工事仕様書内で規定すると独占禁止法に
抵触する恐れがあるため、販売は行わず、溶融スラグ
は支給品としている。

（4）品質管理
　本市の公共工事において使用する溶融スラグは、本
市の溶融スラグに限定している。本市の工事仕様書に
おいて、工事材料としての溶融スラグは、「重金属等有
害物質の含有および溶出について、土壌汚染対策法お
よび土壌の汚染に係る環境基準（平成３年８月23日
環境庁告示第46号）を満たすこと。」としている。本市
では、溶融スラグの品質管理を年に４回実施しており、
溶融炉稼働時より含有量試験および溶出量試験の全
項目について基準値未満であることを確認している。
　本市の溶融炉供給汚泥は、消化－脱水工程を経たも
のである。本市の消化槽滞留時間は概ね約20日である
ことから、消化汚泥は均一化し、溶融スラグの化学的

図３　溶融スラグ混合改良土で埋め戻した道路の舗装
　　　状況（供用開始９年後）

図４　下水道開削工事における溶融スラグの利用イ
　　　　メージ図
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　溶融炉の建設に際し、維持管理や故障・定期修繕時
対応などの効率性を考え、舞洲スラッジセンター並び
に平野下水処理場での集中処理を採用した。
　また、汚泥の運搬については、パイプ輸送によるネッ
トワークを構築し、汚泥圧送輸送を行っており、平成
23年度末時点での総延長は54㎞に達している（図１
参照）。中浜・今福・放出・平野下水処理場の汚泥は平
野下水処理場において、残る８下水処理場の汚泥は舞
洲スラッジセンターでの処理を基本としている。

３．溶融処理の概要

　平成12年度、平野下水処理場に本市では初の旋回溶
融炉１基（150ｔ/日）が稼働した。平成16年度には舞
洲スラッジセンターに旋回溶融炉３基（450ｔ/日）が
稼働、その後、平成19年と平成22年にそれぞれ４基、
５基目の溶融炉が稼働し、現在、本市全体で６基（処理
能力900ｔ/日）が稼働している（表１、表２参照）。本
市全体の溶融炉投入脱水ケーキ量は約337ｔ/日（71.6 
DS-t /日）、発生溶融スラグ量が11,710ｔ/年に達して
いる（平成23年度実績）。
　舞洲スラッジセンターで消化汚泥の脱水工程後に
発生する脱水分離液は、近傍の此花下水処理場に返送

し、水処理を行っている。ただし、脱水分離液には高
濃度の窒素を含んでいるため、舞洲スラッジセンター
では高効率の化学的な窒素除去方式であるアンモニ
アストリッピング法を採用し、精留塔により脱水分離
液中の窒素の主成分であるアンモニア性窒素を高純
度の気体アンモニアとして回収した後、還元処理を行
い窒素ガスとして大気放出し、脱水分離液中の窒素を
低減している。

４．溶融スラグの有効利用

（1）経緯
　本市では、溶融炉建設計画策定時から溶融スラグの
有効利用について検討を行ってきた。平成７年から溶
融スラグと山土を一定量で混合したスラグ混合土に
ついて物性試験及び一般道路における試験施工を実
施し、良好な結果が得られた。そこで、下水道開削工
事の埋め戻し材として道路管理者の承認を受け、平野
下水処理場において混合プラントを建設し、スラグ混
合土の製造について委託を行い、下水道開削工事での
使用を開始した。ただし、平成14年度に本市の下水道
工事に使用する埋め戻し材料が山土から改良土に変
更になり、改良土と比較して事業費が高額になったた
め、同プラントを停止した。
　平成15年の舞洲スラッジセンターの稼働により、
本市内の発生汚泥の大半が溶融処理となり、溶融ス
ラグの発生量が増加したことから、平成17年より一
般競争入札による民間業者へ溶融スラグの売却を開
始した。売却当初より複数社が入札に参加し、コンク
リート２次製品や埋め戻し用の流動化処理土などの
建設資材として有効利用されていた（図２）。
　しかし、建設資材の需要の減少や入札方式による一
括販売のため民間業者のスラグ需給バランスの確保

表２　平野下水処理場の施設概要

表１　舞洲スラッジセンターの施設概要

図２　大阪市における溶融スラグの有効利用実績
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が困難となり、年々入札参加者が減少するとともに、
入札価格も下落した。さらに、平成20年に溶融スラグ
の風評被害が発生し１）、入札が成立しなくなった。
　平成21年以降、沿岸部の軟弱地盤改良材への利用
や覆土利用など、大規模な需要が見込まれる本市事業
を対象として溶融スラグの有効利用を行ってきたが、
大規模事業は年々減少傾向にある。

（2）下水道事業への活用
　本市では平成22年度に最新の溶融炉が稼働し、今
後数十年にわたり溶融スラグが発生することから、継
続的に溶融スラグを利用できる利用用途の拡大を進
めている。溶融スラグを建設資材として利用する上で
極めて重要な因子は、溶融スラグの認知度と考えられ
るが、本市の溶融スラグの認知度は不十分であった。
そこで、第一に、溶融スラグを本市の下水道事業にお
いて有効利用することで、建設資材としての認知度を
高めることとした。
　平成24年度より、溶融スラグを混合した改良土を
下水道開削工事における埋め戻し材としての使用を
開始している（図３）。溶融スラグ混合改良土の価格
は、運搬や混合に係る経費等が含まれるため、一般に
流通する改良土よりも割高となるが、本市の下水道工
事をはじめ公共工事における溶融スラグの積極的な
有効利用を促進するため、大阪市グリーン調達方針の
特定調達物品等（公共工事・資材）に溶融スラグ混合
改良土を指定し、利用の拡大を図っている。
　また、塩化ビニル管敷設時の管基礎材としての利
用について、道路管理者より試験施工の承認を得て、
平成24年度より一般道路での試験施工を行っている
（図４）。なお、平成24年度は、埋め戻し材と管基礎材
を合わせて約2,200トンの利用を見込んでいる。
　現在溶融スラグの用途は、埋め戻し材と管基礎材
に限定しているが、今後、アスファルト舗装材やイン

ターロッキングブロックなど、大阪市の公共事業全般
への適用を検討している。さらに、公共事業における
建設資材としての利用実績を積み重ねることで、民間
事業における用途拡大を目指している。

（3）単価販売
　平成24年７月より、溶融スラグの利用促進並びに
民間企業における溶融スラグの入手方法の簡潔化を
目的に、溶融スラグの単価販売を開始した。スラグの
販売価格は、過去の販売実績を考慮し、１トンあたり
50円（購入者自らが搬出用車両に積込む）と定めてい
る。ただし、上述の管基礎材のように溶融スラグを加
工せずに利用する場合、工事材料を本市の溶融スラグ
に限定して工事仕様書内で規定すると独占禁止法に
抵触する恐れがあるため、販売は行わず、溶融スラグ
は支給品としている。

（4）品質管理
　本市の公共工事において使用する溶融スラグは、本
市の溶融スラグに限定している。本市の工事仕様書に
おいて、工事材料としての溶融スラグは、「重金属等有
害物質の含有および溶出について、土壌汚染対策法お
よび土壌の汚染に係る環境基準（平成３年８月23日
環境庁告示第46号）を満たすこと。」としている。本市
では、溶融スラグの品質管理を年に４回実施しており、
溶融炉稼働時より含有量試験および溶出量試験の全
項目について基準値未満であることを確認している。
　本市の溶融炉供給汚泥は、消化－脱水工程を経たも
のである。本市の消化槽滞留時間は概ね約20日である
ことから、消化汚泥は均一化し、溶融スラグの化学的

図３　溶融スラグ混合改良土で埋め戻した道路の舗装
　　　状況（供用開始９年後）

図４　下水道開削工事における溶融スラグの利用イ
　　　　メージ図
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な品質は概ね一定であると言える。ただし、溶融炉の
設備不良などにより、炉温が通常より低下している場
合、発生した溶融スラグが化学的に不安定になること
が想定される。この場合、溶融スラグの供給を停止し、
発生スラグについては速やかに試験を実施、基準値超
過時には廃棄物処分するなどの措置を講じ、安全基準
を満たしたスラグの供給に努めることとしている。

５．おわりに

　溶融スラグは下水処理の副産物であるため毎日生
産される。また、建設資材を主体として有効利用して
いるため、社会情勢により需要量の変動が大きく、需
要と供給のアンバランスが、溶融スラグの有効利用の
課題と言える。特に公共工事で使用する場合は、溶融
スラグの需要が時期によって大きく変動するため、年
間発生量をカバーするなど、ある程度の需要に対応で
きるストックヤードや搬出設備の確保が必要である
と言える。
　本市では、これまで焼却炉の更新に際して、最終生
成物の有効利用や更なる減容化の観点から溶融炉の

整備を進めてきたが、稼働後約30年が経過している
平野下水処理場の焼却炉の更新にあたって、民間事業
者からの提案を募集した。最終的に、下水汚泥の全量
有効利用と地球温暖化対策も含めた環境負荷低減、並
びに汚泥処理のリスク分散の観点から低温炭化方式
を採用した。低温炭化方式は、汚泥を低温で炭化処理
するもので、最終生成物である炭化燃料物は石炭火力
発電所における石炭代替燃料として全量有効利用が
可能である。現在、平成26年度稼働に向けて建設中で
ある。
　本市では、今後も下水道資源の有効利用や下水道分
野における温室効果ガスの削減、未利用エネルギーの
活用などを推進し、循環型社会の構築に取り組んでい
きたいと考えている。
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投　稿　報　告

下水汚泥の
低温炭化燃料化システムの紹介

月島機械株式会社 水環境事業本部 ソリューション技術部 

 熱技術第２Gr　加藤　良介

キーワード：燃料化、低温炭化、温室効果ガス

１．はじめに

　低炭素社会の形成へ向け様々な取組みが行われて
いる中、2009年６月にバイオマス活用推進基本法が
制定されるなど、バイオマス資源に寄せられる期待は
大きい。バイオマス資源は、カーボンニュートラルな
エネルギー源として位置づけられており、温室効果ガ
スの削減に寄与できる上、循環型社会の構築にも貢献
する。なかでも下水汚泥は、下水道普及率が全国平均
で70％を超え、都市部にいたっては100％近い地域も
多いことから、集積性が極めて高い上、性状の安定性
にも優れており、有効利用しやすいバイオマスである
（図１）。

　こうした背景から、当社では、下水汚泥から高付加
価値な燃料化物を製造する技術である「低温炭化燃料
化技術」を電源開発㈱らと共同開発した。本稿では低
温炭化燃料化システムの概要について紹介する。

２．下水汚泥の燃料化技術の概要

　下水汚泥燃料に求められる要素として、「高発熱量」、
「低自然発火性」、「低臭気」が挙げられる（図２）。燃料
化技術としては“乾燥”と“炭化”に大別されるが、前
記３つの要素を同時に満足できる既存技術はなかっ
た。乾燥のみによる燃料化は、発熱量は高いが製品の
臭気の点で課題が残る。高温炭化方式は、炭化温度が
600～800℃と高温のため、臭気は低減されているが、

図１　循環型社会イメージ 図２　燃料化物に求められる３大要件
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炭化物の発熱量が低く石炭代替燃料としては適して
いない。
　今回紹介する低温炭化システムは、既存技術の課題
を解決し、石炭代替燃料としての適用性を飛躍的に高
めた技術である。なお、当システムは、平成19年度末
に日本下水道事業団との共同研究において技術評価
が行われ、下水道事業における適用性に関して技術確
認が完了しており１）、４件の事業受注実績を有し、内
１件はすでに営業運転を開始している。

３．低温炭化燃料化システムの特徴

（1）システム概要
　低温炭化とは、従来の高温炭化（炭化温度：600～
800℃）と比較して低温域（250～350℃）で炭化を行
うことで、炭化物の“高発熱量化”を図り、石炭代替
燃料としての価値を高めた技術である。
　図３に低温炭化燃料化システムのプロセスフロー
例を示す。低温炭化燃料化システムでは、まず、脱水
汚泥を乾燥機により水分20～30％程度まで乾燥する。
乾燥品は造粒機で約φ５～10㎜×15㎜L程度に成形
した後、250～350℃で外熱キルン型炭化炉により約
60分間炭化する。炭化炉からの熱分解ガスおよび乾
燥機排ガスは再燃炉にて高温で燃焼処理する。
　システムを構成する乾燥機や炭化炉等の各機器は、
下水処理場や産業界で広く一般的に使われている機
器の組合せであり、信頼性が高く運転・維持管理など
も容易である。

　また、本技術では、炭化前段の造粒操作により自然
発火性を抑制するとともに、炭化炉内へ窒素等を添加
し、汚泥流れとガス流れを対向流にすることにより、臭
気の再吸着を防止し、炭化物臭気の低減を図っている。

（2）燃料物の品質
　炭化温度と乾燥汚泥に対する燃料物組成変化及び
発熱量の関係を図４に示す。図４に示す通り、炭化温
度の上昇に伴い可燃分は減少するが、炭化温度350℃
程度までは燃料物１㎏当たりの発熱量はほとんど減
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（3）N2Oの低減効果
　下水汚泥はカーボンニュートラルなバイオマスで
あり、下水汚泥の燃焼に伴って発生するCO2は温室
効果ガスの発生量としてカウントされない。しかし、
下水汚泥は窒素を多く含んでおり、燃焼時に発生する
N2Oは他の廃棄物と比較して多く、地球温暖化係数が
310（温室効果がCO2の310倍）であることを考慮す
ると、地球温暖化に与える影響は大きい。
　表１に炭化と焼却の各処理方式における脱水汚泥
１ｔ当たりから排出されるN2O排出量を示す。低温炭
化におけるN2O排出量は他の処理方式と比較して大
幅に低減されており、CO2換算の排出量では、低温炭
化の温室効果ガス削減効果が極めて大きいことが分
かる。これは、炭化温度とN2O排出量及び窒素分の排
ガス移行率に相関関係が認められ、炭化温度が低いほ
ど下水汚泥に含まれる窒素分が排ガスへ移行する比
率が低いためと考えられる。

表１　各方式におけるN2O排出量
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　実験設備（脱水汚泥３ｔ/日）を当社環境プロセス開
発センター内に設置し、実証試験を行った（写真１）。
対象汚泥は、可燃分の含有量が異なる未消化汚泥、消
化汚泥とし、燃料物性状や排ガス、排水などの環境影
響性、設備の安定性等について確認を行った。また、
燃料物の安全性を確認するために燃料物の発熱特性
試験を行った。
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（2）燃料化物性状
　表３に、炭化温度250℃のケースにおける四季を通
じて性状が変動する未消化汚泥及び消化汚泥につい
て、製造された燃料物性状を示す。
　発熱量は、全ての汚泥において脱水汚泥と同等以上
であり、高温炭化物と比較して約４割増し、中温炭化
物と比較して約２割増しの発熱量となった。これは前
述したように、可燃分中の酸素の減少率が大きく、発
熱量の高い炭素の比率が相対的に高まるためである。
　また、燃料物重量を脱水汚泥重量で除した製品率は
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炭化物の発熱量が低く石炭代替燃料としては適して
いない。
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に日本下水道事業団との共同研究において技術評価
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も容易である。
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13％以上であり、中温炭化物及び高温炭化物と比較し
て約２倍以上の炭化物量が見込める結果となった。
　さらに、炭化の進行度合いと性状の安定性の指標で
あるH/Cは、汚泥の変動に係わらず燃料物の変動幅
は0.1以下であり、性状の安定した燃料物を製造でき
ることを確認した。

表３　燃料化物性状測定例

 

５．おわりに

　バイオマスエネルギー資源である下水汚泥燃料の
石炭火力発電所での混焼利用は、地球温暖化防止対策
や循環型社会の実現の手段として大きな期待が寄せ
られている。今後もさらなる技術改良を加えシステム
の最適化を図り、下水汚泥燃料化システムの普及促進
に向けて積極的に取り組んでいきたい。
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投　稿　報　告

バリアフィルムによる
汚泥の無臭燃料化技術

メタウォーター株式会社

エンジニアリング本部 国際・新事業技術部 技術推進Gr.　守屋　由介
Ｒ＆Ｄセンター 環境システム開発部 プラント開発Gr.　野入　菜摘

キーワード：下水汚泥、無臭化、燃料化、臭気対策、バリアフィルム

１．はじめに

　下水処理に対するエネルギー消費量削減への要求
は、処理費用の削減および温室効果ガス（ＧＨＧ）削減
の両観点から年々強まっている。一方で省エネルギー
に対する主な方策は既に実施されており、「創エネル
ギー」のアプローチが欠かせなくなってきている。近
年広まりつつある下水汚泥の炭化や造粒乾燥といった
固形燃料化技術は生成物がバイオマス由来のカーボン
ニュートラル燃料とされ、燃料利用先の石炭等を代替
することでＧＨＧ削減に資する。しかし、これらの固
形燃料化技術は、高度かつ複雑な設備を要することか
ら、中小規模処理場おいては単位汚泥あたりの設備費
が相対的に高くなるため、技術の導入が難しい状況に
ある。実際に、これらの設備の導入は概ね50ｔ-脱水汚
泥/日以上の設備規模に限られている。
　従来から行われている気流乾燥機や熱風回転乾燥
機、攪拌みぞ型乾燥機といった一般的な乾燥技術で処
理した乾燥汚泥を燃料として利用できれば、設備費が
比較的安価であるため、中小規模の処理場でも採用の
可能性がある。半面、乾燥汚泥は、臭気の問題や受入
れ先でのハンドリング・燃焼特性が考慮されていない
こと等から有効利用先の安定的な確保に難がある。ま
た、生成した乾燥汚泥を下水処理場内で一定期間保管

する際には、さらに発熱・発火対策などの安全管理が
不可欠となる。
　これらの中小規模下水処理場における乾燥汚泥燃料
化に係わる課題を一挙に解決できる技術として、我々
は日本下水道事業団と共同で、「バリアフィルムによる
汚泥の無臭燃料化技術」を開発した。本技術は、乾燥
汚泥を臭気や酸素を遮断するフィルムで包装すること
で、保管、輸送中の臭気および安全性にまつわる問題
を解決する。また受入れ先の燃料投入方法によって大
きさ・形状を整えることで、ハンドリング性を改善し燃
料価値を向上させている。
　本報では、本技術の概要、乾燥汚泥燃料の問題点を
解決すべく、開発段階で行った様々な性能確認試験お
よび、それにより確認した本技術の有効性について示
す。

２．技術の概要

２．１　バリアフィルム
　本技術で用いる「バリアフィルム」とは、酸素や汚泥
臭気ガス成分の透過量が極めて低い特殊な樹脂をフィ
ルム状に加工した専用のものである。図－１にロール
状にまとめられたバリアフィルムおよびバリアフィル
ムで包装された乾燥汚泥の写真を示した。材料となっ
ている特殊樹脂の構成元素は炭素、水素、酸素、窒素
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のみであり、灰分や、ダイオキシン発生の恐れがある
塩素を含有していない。バリアフィルムの厚さは酸素
および汚泥臭気の遮断性能に大きく影響するが、過剰
な厚みはフィルム費用の上昇を招くため、遮断性能お
よび機械的強度の面から必要十分な厚さとして0.05
㎜程度としている。

２．２　包装機
　乾燥汚泥の包装には本技術用に独自に調整を施した
縦型ピロータイプ包装機を用いた。図－２に本包装機
の外観および一般的な包装機構１）を示した。本包装機
は、ロール状のフィルムから、袋の成型、包装を行うこ
との出来る包装機である。食品や医薬品業界で数多く
採用されており、特に小ロット品の大量生産や、粉体
などの不定形物包装に適している。なお、包装機への
乾燥汚泥供給には管理の容易な体積計量方式を使用
し、１包装あたりの封入容積を一定としている。
　包装機の処理能力は、包装体の大きさによらず20
袋/min程度でユニット化されている。その為、乾燥汚
泥の処理能力は包装体の大きさによって変化する。表
－１に包装体の大きさを変化させた場合の乾燥汚泥
の処理能力を示した。なお、包装体のサイズは表－１
に示す限りではなく、汚泥燃料有効利用先の設備要求

に合わせて調整することが可能である。また、必要と
する能力が包装機１台あたりの処理能力を上回って
いる場合には、複数機での並列運転を行うことで対応
する。

２．３　適用フロー
　図－３に本技術の適用フロー例を示した。本システ
ムは、乾燥機の機種を問わずに導入が可能であり、既
存設備に追加設置することも可能である。包装機は汚

図－１　ロール状バリアフィルムとバリアフィルム
　　　　 で包装された乾燥汚泥

図―２　包装機外観と包装機構１）

表－１　包装機１台の乾燥汚泥処理能力（例）

 小 中 大 

サイズ ml 150 300 500 

サイズ cm 6×15 10×15 15×15 

処理能力 
 kg/h 

90 180 300 

 ※乾燥汚泥の比重を0.5として試算

泥乾燥機の後段にあるホッパ下部あるいはその近傍に
設置する。この際包装機には、安全性を考慮し、ホッパ
等を介して100℃以下に冷却された乾燥汚泥を供給す
る。包装体は包装機下部から連続的に排出され、コン
ベヤによって製品ホッパあるいはフレコンバック充填
装置等まで搬送される。本システムは、フィルムロー
ルの交換（一日数回、数分程度の作業）を除いて全自動
で運転されるため、通常運転時の維持管理項目は少な
く、乾燥機の運転人員に増員する必要は無い。

３．性能確認試験

３．１　試験に使用した乾燥汚泥
　本技術の有効性を確認するための各試験に使用し
た２種類の乾燥汚泥を表－２に示す。それぞれ、消化
汚泥および未消化汚泥の代表として選定した。ここで
は付着性が低く、また燃料としての価値も高い、含水
率30％以下の乾燥汚泥を対象とした。

槽内で24時間静置後のバッグ内付臭空気を測定試料
として用いた。
　臭気測定結果を表－３に示す。バリアフィルム包装
を施すことで、臭気濃度が99％以上低減されることが
確認できた。さらに臭質の面でも包装体は「樹脂様臭
（フィルムの匂い）」であり、乾燥汚泥の臭質が十分に
抑制されていることから、バリアフィルムは乾燥汚泥
の臭気をほぼ完全に閉じ込めることができることを確
認した。

図―３　適用フロー例（30ｔ/日規模想定）

 

表－２　試験に使用した乾燥汚泥

表－３　臭気測定結果

３．２　臭気低減効果
　まず、バリアフィルムそのものの臭気遮断能力を確
認するため、バリアフィルム包装体と未包装体の乾燥
汚泥臭気を測定し、比較評価した。臭気測定には、無
臭空気30Ｌと未包装体（もしくは包装体）の乾燥汚泥
300ｇをポリエチレン製バッグに封入し、30℃の恒温

３．３　保管時安全評価
　小規模の下水処理場においては、乾燥汚泥の発生量
が少ないため、効率的な運搬の観点から、ある程度ま
とまった量の乾燥汚泥燃料を保管し、搬出する必要が
ある。また燃料の受入れ先においても、保管時に特別
な注意が必要な燃料は燃料価値および需要が相対的
に低くなる。以上の２点を踏まえて、バリアフィルム
燃料保管時の安全性を評価するために、以下の評価試
験を実施し、その性能を確認した。

（1）自己発熱試験
　乾燥汚泥には、長期保管中に自己の酸化反応や発
酵によって発熱し、最終的には発火に至る可能性が
あることが知られている。バリアフィルムで包装す
ることによって、発熱の原因となる酸素の供給が絶
たれるため、包装体は自己発熱特性が抑制されるこ
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のみであり、灰分や、ダイオキシン発生の恐れがある
塩素を含有していない。バリアフィルムの厚さは酸素
および汚泥臭気の遮断性能に大きく影響するが、過剰
な厚みはフィルム費用の上昇を招くため、遮断性能お
よび機械的強度の面から必要十分な厚さとして0.05
㎜程度としている。

２．２　包装機
　乾燥汚泥の包装には本技術用に独自に調整を施した
縦型ピロータイプ包装機を用いた。図－２に本包装機
の外観および一般的な包装機構１）を示した。本包装機
は、ロール状のフィルムから、袋の成型、包装を行うこ
との出来る包装機である。食品や医薬品業界で数多く
採用されており、特に小ロット品の大量生産や、粉体
などの不定形物包装に適している。なお、包装機への
乾燥汚泥供給には管理の容易な体積計量方式を使用
し、１包装あたりの封入容積を一定としている。
　包装機の処理能力は、包装体の大きさによらず20
袋/min程度でユニット化されている。その為、乾燥汚
泥の処理能力は包装体の大きさによって変化する。表
－１に包装体の大きさを変化させた場合の乾燥汚泥
の処理能力を示した。なお、包装体のサイズは表－１
に示す限りではなく、汚泥燃料有効利用先の設備要求

に合わせて調整することが可能である。また、必要と
する能力が包装機１台あたりの処理能力を上回って
いる場合には、複数機での並列運転を行うことで対応
する。

２．３　適用フロー
　図－３に本技術の適用フロー例を示した。本システ
ムは、乾燥機の機種を問わずに導入が可能であり、既
存設備に追加設置することも可能である。包装機は汚

図－１　ロール状バリアフィルムとバリアフィルム
　　　　 で包装された乾燥汚泥

図―２　包装機外観と包装機構１）

表－１　包装機１台の乾燥汚泥処理能力（例）

 小 中 大 

サイズ ml 150 300 500 

サイズ cm 6×15 10×15 15×15 

処理能力 
 kg/h 

90 180 300 

 ※乾燥汚泥の比重を0.5として試算

泥乾燥機の後段にあるホッパ下部あるいはその近傍に
設置する。この際包装機には、安全性を考慮し、ホッパ
等を介して100℃以下に冷却された乾燥汚泥を供給す
る。包装体は包装機下部から連続的に排出され、コン
ベヤによって製品ホッパあるいはフレコンバック充填
装置等まで搬送される。本システムは、フィルムロー
ルの交換（一日数回、数分程度の作業）を除いて全自動
で運転されるため、通常運転時の維持管理項目は少な
く、乾燥機の運転人員に増員する必要は無い。

３．性能確認試験

３．１　試験に使用した乾燥汚泥
　本技術の有効性を確認するための各試験に使用し
た２種類の乾燥汚泥を表－２に示す。それぞれ、消化
汚泥および未消化汚泥の代表として選定した。ここで
は付着性が低く、また燃料としての価値も高い、含水
率30％以下の乾燥汚泥を対象とした。

槽内で24時間静置後のバッグ内付臭空気を測定試料
として用いた。
　臭気測定結果を表－３に示す。バリアフィルム包装
を施すことで、臭気濃度が99％以上低減されることが
確認できた。さらに臭質の面でも包装体は「樹脂様臭
（フィルムの匂い）」であり、乾燥汚泥の臭質が十分に
抑制されていることから、バリアフィルムは乾燥汚泥
の臭気をほぼ完全に閉じ込めることができることを確
認した。

図―３　適用フロー例（30ｔ/日規模想定）
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３．２　臭気低減効果
　まず、バリアフィルムそのものの臭気遮断能力を確
認するため、バリアフィルム包装体と未包装体の乾燥
汚泥臭気を測定し、比較評価した。臭気測定には、無
臭空気30Ｌと未包装体（もしくは包装体）の乾燥汚泥
300ｇをポリエチレン製バッグに封入し、30℃の恒温

３．３　保管時安全評価
　小規模の下水処理場においては、乾燥汚泥の発生量
が少ないため、効率的な運搬の観点から、ある程度ま
とまった量の乾燥汚泥燃料を保管し、搬出する必要が
ある。また燃料の受入れ先においても、保管時に特別
な注意が必要な燃料は燃料価値および需要が相対的
に低くなる。以上の２点を踏まえて、バリアフィルム
燃料保管時の安全性を評価するために、以下の評価試
験を実施し、その性能を確認した。

（1）自己発熱試験
　乾燥汚泥には、長期保管中に自己の酸化反応や発
酵によって発熱し、最終的には発火に至る可能性が
あることが知られている。バリアフィルムで包装す
ることによって、発熱の原因となる酸素の供給が絶
たれるため、包装体は自己発熱特性が抑制されるこ
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とが予測される。そこで、「炭化物自己発熱特性評
価試験マニュアル（案）」（日本下水道事業団、Ｈ15
年）に基づき、バリアフィルム包装体と未包装体の
乾燥汚泥の自己発熱試験を実施し、発熱の危険性を
評価した。
　図－４に乾燥汚泥Ｂの未包装および包装体の自己
発熱試験結果を示した。バリアフィルム包装体は、
未包装体に比較して自己発熱特性が顕著に低下し、
汚泥温度が恒温槽の設定温度（140℃）を超えること
は無く、自己発熱特性を持たないことを確認した。

（2）長期貯蔵試験
　（1）の自己発熱試験を補完するために、バリア
フィルム包装した乾燥汚泥を200Ｌのドラム缶に
約80㎏充填し、2011年11月～2012年11月までの
１年間、太陽光に晒された屋外に貯蔵して、異常発
熱の有無および貯蔵後の包装体の健全性の確認を
行った。
　図－５に試験期間中に最も条件が厳しかった夏
季のドラム缶内の温度変化を示した。ドラム缶内部

の空間温度は、日射の影響により外気温より高温な
60℃近くまで達した。しかし、包装体充填の中心部
は気温に比較して著しい温度上昇が見られなかっ
た。また１年経過後の包装物の個別外観検査では、
フィルムの破損、袋内でのガス発生による膨張等は
確認されなかった。

（3）フィルム強度評価試験
　バリアフィルム包装した乾燥汚泥燃料を長期間貯
蔵した場合には、フィルム強度が低下して包装体が
破れ、臭気遮断能力が低下する恐れがある。そこで、
長期貯蔵試験にて１年間使用した包装体のフィルム
を対象に、引張試験時の破断強度を測定し、未使用
時からの性能低下有無を確認した。また、長期貯蔵
以外にも、ホッパや車両等への投入時の落下衝撃や、
運搬の振動等による破袋の有無確認の為、５ｍ高さ
からの落袋試験および、車両による200㎞の試験運
搬を実施した。
　図－６に１年間経過したフィルムの破断強度を示

図―４　自己発熱試験結果
（上：未包装体乾燥汚泥、下：包装体乾燥汚泥）

図－５　貯蔵試験（夏季）の温度変化

図－６　引張試験の破断強度変化

した。縦、横方向ともに、使用前のフィルムと比較し
て顕著な強度変化は見られず、フィルムの性能が保
持されていることを確認した。また５ｍ高さからの
落袋試験および試験運搬においてもフィルムの破損
は無く、落下衝撃や車両振動に対しても十分な強度
を持つことを確認した。

３．４　燃焼試験
　本技術は中小規模の下水処理場を対象としている
ため、大規模な石炭火力発電所での利用だけでなく、
中小規模のバイオマスボイラー等で利用されること
も想定している。そこで、試験的にバリアフィルム包
装燃料を作成し、図－７に示す一般的な小規模バイオ
マスボイラー（定格1260 MJ/h）での木材チップとの
混焼試験を実施し、燃焼に対するフィルムの影響お
よび排ガス性状を確認した。バリアフィルム包装燃

料は、包装された状態のまま炉内に投入し、木材チッ
プ（平均含水率23.6%）に対する汚泥混焼比率を変化
させた試験を実施した。包装燃料と木材チップの湿重
量あたりの真発熱量は、どちらも13 MJ/kg程度と同
等であり、炉への投入量は包装燃料と木材の合計で約
100 kg/h程度の一定とした。
　まず、燃焼に対するフィルムの影響を目視で確認し
たところ、乾燥汚泥を包装していたフィルムは炉内投
入後速やかに燃焼して開袋し、内部の乾燥汚泥が火格
子の上に広がって引き続き燃焼する様子が観察され
た。また汚泥投入部や炉内で熔解したフィルムが付着
するといったことは観察されず、フィルムが炉内燃焼
状況に悪影響を及ぼさないことを確認した。
　次に、排ガス性状を確認した。測定結果を図－８に
示した。下水汚泥は木材チップに比較して硫黄の含有
量が高いことから、バリアフィルム包装燃料の混焼割
合の増加に伴い燃焼排ガス中に含まれるSOx濃度も
上昇した。SOx排出量の増加に対しては、地域の規制
値に応じ、混焼率の調整や硫黄対策設備の利用等で対
応が可能である。また、下水汚泥は木材チップに比較
して窒素の含有量も高いが、NOx排出量には顕著な
増加は見られなかった。
　これらの試験結果より、本技術で製造したバリア
フィルム包装燃料には、フィルム由来の悪影響はみら
れないことを確認した。バイオマスボイラー等へ本燃
料を利用する際には、従来の乾燥汚泥を燃料とする際
の知見をそのまま活用することができる。なお、燃料
供給装置に関しては、木材チップ等の固形物を供給し
ている装置であれば概ね対応可能であるが、最大通過
径を踏まえて包装体の大きさを選定することが不可欠
である。

４．ＧＨＧ削減効果試算

　バリアフィルムによる汚泥の無臭燃料化技術を用
いて脱水汚泥１ｔを燃料化処理する際のＧＨＧ排出量
と、製造した燃料を石炭代替として燃料利用した際の
ＧＨＧ削減量を試算し、差引きしたＧＨＧ収支を評価
した。ここでは、バリアフィルムの製造や燃焼に係わ
るＧＨＧおよび汚泥乾燥に必要なエネルギー由来の
ＧＨＧ排出量も加味した全体でのＧＨＧ収支を試算
した。試算条件を表－４に示す。
　図－９に試算結果を示した。汚泥の処理およびフィ
ルム由来のＧＨＧ排出量をグラフ正方向、石炭代替燃
料利用時におけるＧＨＧ削減量をグラフ負方向の棒グ
ラフに、差引後のCO2収支を折れ線グラフに示した。
比較の為、脱水汚泥を埋立処分した場合および、炭化
技術を用いた場合のＧＨＧ削減効果３）４）も合わせて示

図―７　バイオマスボイラー外観

図―８　燃焼時ガス組成
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とが予測される。そこで、「炭化物自己発熱特性評
価試験マニュアル（案）」（日本下水道事業団、Ｈ15
年）に基づき、バリアフィルム包装体と未包装体の
乾燥汚泥の自己発熱試験を実施し、発熱の危険性を
評価した。
　図－４に乾燥汚泥Ｂの未包装および包装体の自己
発熱試験結果を示した。バリアフィルム包装体は、
未包装体に比較して自己発熱特性が顕著に低下し、
汚泥温度が恒温槽の設定温度（140℃）を超えること
は無く、自己発熱特性を持たないことを確認した。

（2）長期貯蔵試験
　（1）の自己発熱試験を補完するために、バリア
フィルム包装した乾燥汚泥を200Ｌのドラム缶に
約80㎏充填し、2011年11月～2012年11月までの
１年間、太陽光に晒された屋外に貯蔵して、異常発
熱の有無および貯蔵後の包装体の健全性の確認を
行った。
　図－５に試験期間中に最も条件が厳しかった夏
季のドラム缶内の温度変化を示した。ドラム缶内部

の空間温度は、日射の影響により外気温より高温な
60℃近くまで達した。しかし、包装体充填の中心部
は気温に比較して著しい温度上昇が見られなかっ
た。また１年経過後の包装物の個別外観検査では、
フィルムの破損、袋内でのガス発生による膨張等は
確認されなかった。

（3）フィルム強度評価試験
　バリアフィルム包装した乾燥汚泥燃料を長期間貯
蔵した場合には、フィルム強度が低下して包装体が
破れ、臭気遮断能力が低下する恐れがある。そこで、
長期貯蔵試験にて１年間使用した包装体のフィルム
を対象に、引張試験時の破断強度を測定し、未使用
時からの性能低下有無を確認した。また、長期貯蔵
以外にも、ホッパや車両等への投入時の落下衝撃や、
運搬の振動等による破袋の有無確認の為、５ｍ高さ
からの落袋試験および、車両による200㎞の試験運
搬を実施した。
　図－６に１年間経過したフィルムの破断強度を示

図―４　自己発熱試験結果
（上：未包装体乾燥汚泥、下：包装体乾燥汚泥）

図－５　貯蔵試験（夏季）の温度変化

図－６　引張試験の破断強度変化

した。縦、横方向ともに、使用前のフィルムと比較し
て顕著な強度変化は見られず、フィルムの性能が保
持されていることを確認した。また５ｍ高さからの
落袋試験および試験運搬においてもフィルムの破損
は無く、落下衝撃や車両振動に対しても十分な強度
を持つことを確認した。

３．４　燃焼試験
　本技術は中小規模の下水処理場を対象としている
ため、大規模な石炭火力発電所での利用だけでなく、
中小規模のバイオマスボイラー等で利用されること
も想定している。そこで、試験的にバリアフィルム包
装燃料を作成し、図－７に示す一般的な小規模バイオ
マスボイラー（定格1260 MJ/h）での木材チップとの
混焼試験を実施し、燃焼に対するフィルムの影響お
よび排ガス性状を確認した。バリアフィルム包装燃

料は、包装された状態のまま炉内に投入し、木材チッ
プ（平均含水率23.6%）に対する汚泥混焼比率を変化
させた試験を実施した。包装燃料と木材チップの湿重
量あたりの真発熱量は、どちらも13 MJ/kg程度と同
等であり、炉への投入量は包装燃料と木材の合計で約
100 kg/h程度の一定とした。
　まず、燃焼に対するフィルムの影響を目視で確認し
たところ、乾燥汚泥を包装していたフィルムは炉内投
入後速やかに燃焼して開袋し、内部の乾燥汚泥が火格
子の上に広がって引き続き燃焼する様子が観察され
た。また汚泥投入部や炉内で熔解したフィルムが付着
するといったことは観察されず、フィルムが炉内燃焼
状況に悪影響を及ぼさないことを確認した。
　次に、排ガス性状を確認した。測定結果を図－８に
示した。下水汚泥は木材チップに比較して硫黄の含有
量が高いことから、バリアフィルム包装燃料の混焼割
合の増加に伴い燃焼排ガス中に含まれるSOx濃度も
上昇した。SOx排出量の増加に対しては、地域の規制
値に応じ、混焼率の調整や硫黄対策設備の利用等で対
応が可能である。また、下水汚泥は木材チップに比較
して窒素の含有量も高いが、NOx排出量には顕著な
増加は見られなかった。
　これらの試験結果より、本技術で製造したバリア
フィルム包装燃料には、フィルム由来の悪影響はみら
れないことを確認した。バイオマスボイラー等へ本燃
料を利用する際には、従来の乾燥汚泥を燃料とする際
の知見をそのまま活用することができる。なお、燃料
供給装置に関しては、木材チップ等の固形物を供給し
ている装置であれば概ね対応可能であるが、最大通過
径を踏まえて包装体の大きさを選定することが不可欠
である。

４．ＧＨＧ削減効果試算

　バリアフィルムによる汚泥の無臭燃料化技術を用
いて脱水汚泥１ｔを燃料化処理する際のＧＨＧ排出量
と、製造した燃料を石炭代替として燃料利用した際の
ＧＨＧ削減量を試算し、差引きしたＧＨＧ収支を評価
した。ここでは、バリアフィルムの製造や燃焼に係わ
るＧＨＧおよび汚泥乾燥に必要なエネルギー由来の
ＧＨＧ排出量も加味した全体でのＧＨＧ収支を試算
した。試算条件を表－４に示す。
　図－９に試算結果を示した。汚泥の処理およびフィ
ルム由来のＧＨＧ排出量をグラフ正方向、石炭代替燃
料利用時におけるＧＨＧ削減量をグラフ負方向の棒グ
ラフに、差引後のCO2収支を折れ線グラフに示した。
比較の為、脱水汚泥を埋立処分した場合および、炭化
技術を用いた場合のＧＨＧ削減効果３）４）も合わせて示

図―７　バイオマスボイラー外観

図―８　燃焼時ガス組成
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した。乾燥は、汚泥中有機物の熱分解反応が起こらな
い処理であり、燃料利用される乾燥汚泥は、脱水汚泥
の持つ熱料をほぼ全量保有している。そのため乾燥汚
泥バリアフィルム包装燃料を石炭代替利用した際のＧ
ＨＧ削減効果は、炭化燃料のＧＨＧ削減効果よりも大
きくなっている。今回の試算条件においては、バリア
フィルム包装燃料を石炭燃料代替利用することによる
ＧＨＧ削減量が、脱水汚泥からバリアフィルム包装燃
料を製造する際に必要となるＧＨＧ排出量を上回る結
果となった。また、現状30ｔ/日の脱水汚泥を埋立処
分している処理場に本無臭燃料化設備を導入した場

表－４　主な試算条件 合、年間で約2,900ｔ-CO2相当のＧＨＧ削減効果があ
ると試算された。

５．おわりに

　バリアフィルムによる汚泥無臭燃料化技術は、乾燥
汚泥利用の最大の課題であった臭気の問題を解決し、
汚泥有効利用先のさらなる拡大に資するものである。
　今後は、本開発技術が実際の処理場で稼動し、汚泥
有効利用促進や地球温暖化の抑制に貢献できるよう、
中小規模の処理場に対し地域特性に合わせた提案を
行っていく。

謝　辞
　本技術は、日本下水道事業団殿と共同で開発したも
のであり、関係各位に厚くお礼申し上げます。

＜引用文献＞
１）「食品包装技術便覧」（1968年、日本包装技術協会）
２）「石油化学製品のＬＣＩデータ調査報告書」（Ｈ21
年、プラスチック処理促進協会）

３）「下水汚泥エネルギー化技術ガイドライン(案)」
（Ｈ23年、国土交通省）

４）「下水汚泥固形燃料化システムの技術評価に関す
る報告書」（Ｈ20年、日本下水道事業団）

図―９　ＧＨＧ削減効果試算結果
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　今年の１月22日、私は１日に何度かテレビの前で動けなくなっていた。アルジェリアの悲報で

ある。このニュースをみた私に、突然1945年秋の記憶がよみがえった。終戦直後、まだＴＶのな

い時代、映画館で見るアメリカのニュース映画（日本語吹き替え版）が、唯一の映像つき海外情報

であった。そこに出てきたのはイスラエル建国のために、住み慣れた土地を追われ、行き先もわか

らない長い長いイスラム系難民の行列であった。当時日本でも、第二次大戦中海外に派遣された軍

隊はもちろん、国策に乗って海外移住した民間人の引き上げも、まだ本格化していなかった。日本

の場合と、この中東の難民問題、どちらが大きな影響を残すか、当時中学生であった私には、なん

とも理解できなかった。

　今回の事件は、人類誕生の地とされるアフリカで起きた。それは、資源開発活動の行く末につい

ての問題を提起した。場所はアルジェリア東部にあるガスプラント開発地帯、もともとは石油エネ

ルギーで立国を図る国、そこに先進国からの多額の投資の集中、それに目をつけたイスラム過激武

装集団、そこには農業のような生態系の物質循環を利用したソフトな生産活動は、ほとんど存在し

ない。私の周辺でも農業問題でその地を訪れた人はいない。そこは経済力と武力が衝突する場であ

る。私は自国に農業をもつイスラム諸国からの留学生との付き合いは、決して少なくはなかった。

彼らと過激武装集団が、同じ宗教の敬虔な信者とはとても思えない。どこが違うかといえば、彼ら

が育った環境の中にある自然の物質循環をどう理解するかの差ではないかと思われる。

　日本の農学部に留学生を送り出している国は、もちろん自国農業の健全な発展を計画し、それが

政策として達成できる見通しを持っており、難民が発生する可能性はない。しかし、アルジェリア

を中心とする現在のアフリカ北部の自然環境は、とても生態系の食物連鎖が完結できる範囲ではな

い。そこでは住民の生存も保証できない。それを安定化するには、土・水資源の創造的回復を急ぎ、

消費と生産の間の物流を考慮した地域間での食料・エネルギー・水資源の円滑な融通が必要となる。

さらにこのような、相互補完型の生態系の地域構造の中で、再生産困難域を作らないためには、住

民と限りある地域資源に対して利権を追求する者の両者の間に、武力に依存しない合意が必要であ

る。人類祖先の地の安定化をはかるためには、バイオマスが人工的要素に圧迫されている地域での

資源循環利用を計画することになる。本誌のいう「革新的技術」は、必ずそこに、重要な鍵を持つ

パーツとして寄与できるであろう。

一般財団法人 日本土壌協会

顧問　増島　博
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○座長（島田）　島田が座
長を務めさせていただきま
すが、限られた時間でござ
いますので、大きくテーマ
ごとに分けて効率的に話を
進めたいと思います。
　事務局が皆様に「どうい
うテーマに関心をお持ち
ですか」とのアンケートを
事前に行っております。そ
の結果では、時節柄、エネルギー利用について非常に
関心が集まっています。例えば消化工程の導入に関す
る費用と効果、固形燃料化物の需要動向、再生可能エ
ネルギーの全量買取制度に関心が集まっていました。

島田　正夫　日本下水道事業団技術戦略部戸田技術開発分室長代理

２番目に多かったのが、セメント以外の建設資材の
需要動向や新たな建設資材化の技術開発でした。そし
て、緑農地利用についても下水汚泥に含まる重金属の
影響などについての関心が寄せられていました。
　そこで、今回は大きく４つのテーマに分け、最初の
テーマは、皆様の関心が大きいエネルギー利用の中で
も固形燃料化を中心に議論させていただきます。２番
目にはメタン発酵による消化ガスのエネルギー利用
について議論を行います。３番目は緑農地利用に関し
てですが、これはリン回収も含めて議論を行います。
最後に建設資材利用という流れで話を進めてまいり
ます。
　先ほど事務局の山本課長から話がありましたよう
に、せっかくの機会ですので、パネラーの皆様のコメ

島田座長

第25回下水汚泥の有効利用に関するセミナー
パネルディスカッション概要　　　　　会場：広島市

座 長

パネラー

平田　　茂　広島市下水道局計画調整課長
石田　　貴　（財）下水道新技術推進機構資源循環研究部長
日高　　平　（独）土木研究所材料資源研究グル－プリサイクルチーム主任研究員
西  　里恵　国土交通省水管理・国土保全局下水道部下水道企画課資源利用係長
日浦　盛夫　広島県立総合技術研究所保健環境センター総括研究員

　※パネラーは発言順。所属・役職は開催当時のもの。

報告
ントだけでなく、本日ご出席の会場の皆様方からも積
極的な質疑、ご意見を賜りたいと思っておりますの
で、ご協力をお願いいたします。

■　固形燃料化

○座長　それでは、１点目のテーマ、汚泥の固形燃料
化から始めてまいります。本日の午前中、広島市の平
田課長からご説明をいただきましたが、追加的なコメ
ントなどがございましたら、お願いしたいと思います。
○平田　本市が燃料化につ
いて検討を始めた背景とし
ましては、焼却という処理
方法が地元の方からあまり
快く思われていないという
ことがありました。煤が出
たり、昔はダイオキシンの
話などもあって、設備を更
新するにもなかなか難しい
という点がありました。そ
ういったことから、固形燃料化ということで、乾燥か
ら検討をスタートしまして、最終的には炭化へと進ん
でいきました。たぶん、どこの都市も市街地に近いと
ころであれば焼却というのはなかなか難しいと考え
られます。それから、固形燃料を作っても、近くに買っ
てくれる人がいるのかが、もう１つの大きなポイント
になると思います。今回、広島市の場合は、20年間き
ちんと利用者を確保するということを含めた上で契
約をしています。近くに例えば発電所や、燃料として
使っていただける施設があるかどうか、といったとこ
ろも、燃料化事業の採用の１つの大きなポイントでは
ないかと思っています。
　ではどのぐらい本当に費用的な面でメリットがある
のか、また「CO2の削減ができました。」ということも
お話をさせていただきましたが、本質的には汚泥を長
期にわたり安定的に処理することが自治体の基本的な
立場だと思います。それがぐらつくやり方だとうまく
いかないと思います。そういった点も踏まえた上で、
本当にきちっと将来にわたって安定的に処理できるか
どうかが大切です。広島市は、コンポスト化とセメント
化といった、２つの柱をすでに持っていましたが、基
本的にその処理は委託しておりましたので、やはり自
前の施設でいくらか処理する必要があると考えていま
した。そのため、もう１つの柱が必要ということもあり
燃料化に踏み切ったところであります。それぞれの自
治体においていろいろな条件があると思いますが、参
考にしていただければと思います。
○座長　続いて推進機構の石田さんから、プレゼン

テーションでも十分ご説明いただきましたが、固形燃
料化の新たな導入の可能性について、再度コメントを
少しいただけたらと思います。
○石田　そもそも固形燃料
化は、電力会社の地球温暖
化対策としてＲＰＳ法対応
が必要ということが発端と
なり、電力会社と組めば長
期に安定して引き受けてく
れるのではないかというの
が、始められた一番の理由
になります。下水処理場も
そうですが、火力発電所も
非常に長期にわたって安定したインフラとして存在
します。その両者間でコラボレーションできれば非常
にいいな、ということから、電源開発㈱の火力事業部
長さんとお話をしたところ、「下水汚泥は非常にポテ
ンシャルがあるのでぜひ一緒にやりましょう」という
話になりました。その後、技術開発から始まって非常
に長期にわたって進めてきましたが、これが広島市で
最初に実を結んだことになり、私としても非常に嬉し
い気持ちです。
　それから、炭化炉を運転する場合、広島市は消化ガ
スを利用できるということですが、私はそれが１つの
ポイントと思っています。炭化を行う場合は必ず乾燥
工程が必要になり、消化ガスが使えなければその過程
で化石燃料が一部必要になります。そのため、炭化を
行う場合の一番良い組み合わせは、消化との組み合わ
せではないかと私は思います。そうでなければ、炭化
燃料を作る際に、一部は化石燃料を使うエネルギー収
支になると考えています。
　それから、生ごみなどのほかのバイオマスを受け入
れるというのも、固形燃料化技術の採用にあたって、
より魅力的な選択肢にはなるのではないかと考えて
います。
　最近では、処理場の外に出すというのも１つの方法
ですが、例えばもう少し規模が小さくなると、少ない
量を受け取るにしても、受け入れ施設は必要となりま
すし、受け入れ先で燃やす場合も手が掛かるため、費
用が非常に高くなります。小さい処理場では場内でう
まく燃料として使うということも考えられます。例と
しましては、私どもが美濃加茂市と、汚泥を乾燥して
下水処理場のボイラーで燃焼し、その排熱を水蒸気で
回収して汚泥乾燥に使うという取り組みを行いまし
た。エネルギー的には十分ではないですが、中小規模
ですので、ほかの木質系のものとかを混ぜて、エネル
ギーとしてリッチにすれば、そういうことも可能にな
ります。下水汚泥単独でやりにくい場合でも、そうい

平田講師

石田講師
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○座長（島田）　島田が座
長を務めさせていただきま
すが、限られた時間でござ
いますので、大きくテーマ
ごとに分けて効率的に話を
進めたいと思います。
　事務局が皆様に「どうい
うテーマに関心をお持ち
ですか」とのアンケートを
事前に行っております。そ
の結果では、時節柄、エネルギー利用について非常に
関心が集まっています。例えば消化工程の導入に関す
る費用と効果、固形燃料化物の需要動向、再生可能エ
ネルギーの全量買取制度に関心が集まっていました。

島田　正夫　日本下水道事業団技術戦略部戸田技術開発分室長代理

２番目に多かったのが、セメント以外の建設資材の
需要動向や新たな建設資材化の技術開発でした。そし
て、緑農地利用についても下水汚泥に含まる重金属の
影響などについての関心が寄せられていました。
　そこで、今回は大きく４つのテーマに分け、最初の
テーマは、皆様の関心が大きいエネルギー利用の中で
も固形燃料化を中心に議論させていただきます。２番
目にはメタン発酵による消化ガスのエネルギー利用
について議論を行います。３番目は緑農地利用に関し
てですが、これはリン回収も含めて議論を行います。
最後に建設資材利用という流れで話を進めてまいり
ます。
　先ほど事務局の山本課長から話がありましたよう
に、せっかくの機会ですので、パネラーの皆様のコメ
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平田　　茂　広島市下水道局計画調整課長
石田　　貴　（財）下水道新技術推進機構資源循環研究部長
日高　　平　（独）土木研究所材料資源研究グル－プリサイクルチーム主任研究員
西  　里恵　国土交通省水管理・国土保全局下水道部下水道企画課資源利用係長
日浦　盛夫　広島県立総合技術研究所保健環境センター総括研究員

　※パネラーは発言順。所属・役職は開催当時のもの。

報告
ントだけでなく、本日ご出席の会場の皆様方からも積
極的な質疑、ご意見を賜りたいと思っておりますの
で、ご協力をお願いいたします。

■　固形燃料化

○座長　それでは、１点目のテーマ、汚泥の固形燃料
化から始めてまいります。本日の午前中、広島市の平
田課長からご説明をいただきましたが、追加的なコメ
ントなどがございましたら、お願いしたいと思います。
○平田　本市が燃料化につ
いて検討を始めた背景とし
ましては、焼却という処理
方法が地元の方からあまり
快く思われていないという
ことがありました。煤が出
たり、昔はダイオキシンの
話などもあって、設備を更
新するにもなかなか難しい
という点がありました。そ
ういったことから、固形燃料化ということで、乾燥か
ら検討をスタートしまして、最終的には炭化へと進ん
でいきました。たぶん、どこの都市も市街地に近いと
ころであれば焼却というのはなかなか難しいと考え
られます。それから、固形燃料を作っても、近くに買っ
てくれる人がいるのかが、もう１つの大きなポイント
になると思います。今回、広島市の場合は、20年間き
ちんと利用者を確保するということを含めた上で契
約をしています。近くに例えば発電所や、燃料として
使っていただける施設があるかどうか、といったとこ
ろも、燃料化事業の採用の１つの大きなポイントでは
ないかと思っています。
　ではどのぐらい本当に費用的な面でメリットがある
のか、また「CO2の削減ができました。」ということも
お話をさせていただきましたが、本質的には汚泥を長
期にわたり安定的に処理することが自治体の基本的な
立場だと思います。それがぐらつくやり方だとうまく
いかないと思います。そういった点も踏まえた上で、
本当にきちっと将来にわたって安定的に処理できるか
どうかが大切です。広島市は、コンポスト化とセメント
化といった、２つの柱をすでに持っていましたが、基
本的にその処理は委託しておりましたので、やはり自
前の施設でいくらか処理する必要があると考えていま
した。そのため、もう１つの柱が必要ということもあり
燃料化に踏み切ったところであります。それぞれの自
治体においていろいろな条件があると思いますが、参
考にしていただければと思います。
○座長　続いて推進機構の石田さんから、プレゼン

テーションでも十分ご説明いただきましたが、固形燃
料化の新たな導入の可能性について、再度コメントを
少しいただけたらと思います。
○石田　そもそも固形燃料
化は、電力会社の地球温暖
化対策としてＲＰＳ法対応
が必要ということが発端と
なり、電力会社と組めば長
期に安定して引き受けてく
れるのではないかというの
が、始められた一番の理由
になります。下水処理場も
そうですが、火力発電所も
非常に長期にわたって安定したインフラとして存在
します。その両者間でコラボレーションできれば非常
にいいな、ということから、電源開発㈱の火力事業部
長さんとお話をしたところ、「下水汚泥は非常にポテ
ンシャルがあるのでぜひ一緒にやりましょう」という
話になりました。その後、技術開発から始まって非常
に長期にわたって進めてきましたが、これが広島市で
最初に実を結んだことになり、私としても非常に嬉し
い気持ちです。
　それから、炭化炉を運転する場合、広島市は消化ガ
スを利用できるということですが、私はそれが１つの
ポイントと思っています。炭化を行う場合は必ず乾燥
工程が必要になり、消化ガスが使えなければその過程
で化石燃料が一部必要になります。そのため、炭化を
行う場合の一番良い組み合わせは、消化との組み合わ
せではないかと私は思います。そうでなければ、炭化
燃料を作る際に、一部は化石燃料を使うエネルギー収
支になると考えています。
　それから、生ごみなどのほかのバイオマスを受け入
れるというのも、固形燃料化技術の採用にあたって、
より魅力的な選択肢にはなるのではないかと考えて
います。
　最近では、処理場の外に出すというのも１つの方法
ですが、例えばもう少し規模が小さくなると、少ない
量を受け取るにしても、受け入れ施設は必要となりま
すし、受け入れ先で燃やす場合も手が掛かるため、費
用が非常に高くなります。小さい処理場では場内でう
まく燃料として使うということも考えられます。例と
しましては、私どもが美濃加茂市と、汚泥を乾燥して
下水処理場のボイラーで燃焼し、その排熱を水蒸気で
回収して汚泥乾燥に使うという取り組みを行いまし
た。エネルギー的には十分ではないですが、中小規模
ですので、ほかの木質系のものとかを混ぜて、エネル
ギーとしてリッチにすれば、そういうことも可能にな
ります。下水汚泥単独でやりにくい場合でも、そうい

平田講師

石田講師
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うやり方もございます。
　それから、今年B-DASHプロジェクトで採用され
た松山市では、焼却炉の排熱を利用して汚泥を乾燥さ
せて、その乾燥汚泥を燃料に使って補助燃料代わりに
する方式も出てきている状況です。
○座長　それではここで、会場の皆様で固形燃料化に
対するいろいろな思いや疑問をお持ちの方もおられ
ると思いますので、ご質問やご意見、コメントのある
方はおられませんでしょうか。
○質問者　先ほど、乾燥工程が必要なので、規模の小
さい処理場の場合、木質系のものを加えて燃焼させる
という方法の話がありました。今日、熱可溶化のお話
もありましたが、カロリーの落ちた可溶化後の汚泥の
処理方法として何かいい方法がないかと考えており、
強いて挙げればこの方法かなと思ったのですが、ほか
にも何か候補はあるでしょうか。脱水汚泥の含水率を
落としても自燃できるほどのカロリーはありませんか
ら、こういう方法がいいのかなと思っておりましたが。
○座長　高効率嫌気性消化として熱可溶化について、
いろいろ石田さんも私も話をさせてもらいましたが、そ
のような技術の導入の可能性ということでしょうか。
○質問者　可溶化した後の汚泥の処理方法です。うま
くいけば有効利用ですけれども、その候補が余りあり
ません。ですから、強いて挙げれば今説明された方法
かなと思っておりましたが、ほかにもあればコメント
いただけますか。
○座長　石田さん、コメントはありますか。
○石田　熱可溶化では、三菱長崎機工㈱が今年、B- 
DASHプロジェクトをやっていますが、その前に共同
研究を行っていた時に、私どもの技術委員会の委員長
である松井先生によると、熱可溶化した後の汚泥とい
うのは、その後にコンポスト化をしたりするのに非常
に良いということです。農業利用、緑農地利用にそう
いう汚泥は適しているのではないかというコメントを
いただきましたので、調査を少し一緒にさせていただ
きまして、一定の効果があるのではと思っています。
燃料化という方向もありますが、せっかく１回熱を加
えて、病虫害などに対して非常にクリーンで良い状態
にしていますので、コンポスト化などをするにも非常
に良い原料になるということです。
○座長　下水道事業団でも熱改質・可溶化に取り組ん
でいまして、熱可溶化によって、従来メタン発酵です
と50％ぐらいの分解率が、うまくやれば７割近くい
くということと、当然そのぶんのガス発生量も増えま
す。加えて、脱水性が非常に改善されるということで、
従来メタン発酵では含水率が80％ぐらいしか脱水で
きなかったものが、70％や75％以下に脱水できると
いうことになり、乾燥やコンポスト化する場合でも投

入エネルギー量が非常に少なくて済みます。今、石田
さんが言ったように、利用方法としてはエネルギー利
用だけではなくて緑農地利用とかの形での利用の可
能性も拡がってくるのではないかと思います。さらに
エネルギー収支的にも、脱水ケーキのボリュームが従
来の消化・メタン発酵よりも半分ぐらいの量になりま
すから、乾燥するにしても乾燥のエネルギーが半分で
済むことになりますので、検討していただく価値はあ
るのではないかと思います。

■　消化ガスのエネルギー利用

○座長　では、１点目のテーマ、固形燃料化について
は終わりまして、メタン発酵によるエネルギー利用に
ついて話題を進めていきたいと思います。これにつき
ましては、国土交通省にてそのようなエネルギー利用
に非常に力を入れているというお話もあったのです
けれども、推進機構の石田さんからまた、先ほどの講
演にプラスアルファして消化ガスの利用に関するコ
メントをお願いしたいと思います。
○石田　私どもはいろいろ消化ガス発電等の試算をし
ていますが、既設の消化タンクのあるところでは、だ
いたいの場合はガス発電導入がコスト的に成り立つの
ではないかと思っています。処理水量でいくと２万ト
ン程度あれば十分成り立つのではないかと思っていま
す。再生可能エネルギー固定価格買取制度の方向と結
びつけば、もう少し小さい規模でも成り立つのかもし
れません。それから、やはり生ごみ等の受け入れという
のは発生ガス量の増加に非常に有効ですので、ぜひお
勧めしたいのですが、既設の消化タンクに、例えば生
ごみなどを投入しますと消化タンクの増設が必要にな
るのではないかとよく質問されます。しかし、先ほども
島田さんが説明されていたように、下水の消化槽とい
うのは有機物負荷でいうと、低いレベルで運転してい
ます。どこも有機物負荷でいくと１キロ（㎏VS/㎥・日）
以下ぐらいで運転しています。施設設計指針によると、
３キロ（㎏VS/㎥・日）ぐらいまでは十分いけるはずで
す。処理区域の生ごみを全部受け入れたとしてもそれ
ほどの量にはなりませんから、特に増設の必要なく生
ごみを受け入れることは可能です。また、生ごみとい
うのは非常に分解率が高く、８割ぐらい分解しますか
ら、残さは非常に少ないので、例えば、脱水機の増設が
必要になるんじゃないかと心配をされる方もおられま
すが、いくつか我々が試算したところ、脱水機の運転
時間が少し伸びる程度で、特に台数を増やすこともな
くできるのではないのかと思っています。
○座長　講演の中で土木研究所の日高さんもメタン
発酵についていろいろ取り組んでおられるというこ

とですので、これについてコメントの追加をお願いし
ます。
○日高　まず混合消化です
が、先ほどの生ごみの話が
あり、刈り草について先ほ
ど紹介しましたが、あと、竹
みたいなものについても破
砕機の調査などを行ってお
ります。メタン転換率はあ
まり良くなかったというの
が正直なところなのですが、
別の方とお話していますと、
脱水助剤に似ているようにも見えるので、同じような
効果があるのではないかという意見をいただいたこと
がありました。神戸市のB-DASHプロジェクトでもグ
リーン投入による脱水効果が報告されていますので、
メタン転換以外のメリットについても調査していきた
いと思っています。
　混合消化でメタン回収量が増加するので良いとい
うのがわかっていても、やはり住民の方に対する説明
として、目詰まりの問題や水質の影響などを含めて「絶
対大丈夫です。悪いことはありません。」ということが
示せないとなかなか難しいというお話も伺ったことが
あります。そういったものは実験だけで実証できない
ところがあるかと思いますので、導入されているとこ
ろの方の知見として、「いいことだけではなく、悪いと
ころもあったが、このように解決しました。」といった
情報が蓄積できればありがたいなと思いました。
　それから、ガス発電についてですが、土木研究所で
もかつて民間の方と小規模向けの発電機の開発を行
い商品化に至っております。これから普及していくか
どうかという段階なのですが、特に下水に限らず、畜
産系などで小規模バイオガス発電を導入されている
ところで伺っていますと、例えば海外製のものを導入
はしており、トラブルがあった時に外国からメンテナ
ンスに来てもらうのがなかなか大変だったり通訳の
問題もあったりという話も伺ったことがあります。だ
から国産がいいのかというと、そういう単純な話では
ないと思いますが、メンテナンス体制や、何かあった
時にすぐに対応してもらえるような体制というのが、
普及には重要ということも考えております。
○座長　メタン発酵、嫌気性消化の関係で、会場の方
から何かご質問とかコメントとか、どなたかおられま
せんでしょうか。
○質問者　今回お話に出ていました固定価格買取対
象設備に関して、経済産業省と国土交通省とで見解の
相違があるということは、いろいろ聞いているのです
が、私どもでも今そういうお話のお引き合いがありま

して、申請書を実際に提出しているのですが審議がス
トップしています。その出どころは、資源エネルギー
庁の方からストップがかかっていると経済産業局の
方に報告がありました。もっと話を聞きますと、11月
中には方向性が決まって審議をされるということなの
ですが、７月１日以降、固定価格買取制度の対象設備
に切り替えをして設計を変更したようなケースが、私
が知る限り下水道関係だけで３ヵ所ぐらいあるのです
が、その状況を踏まえて現場がかなり混乱しているよ
うな状態で、場所によっては、「すでに新聞発表してし
まった、どうしようもない。」というようなことも聞い
ております。今お聞きした限りでは、国土交通省の見
解を全うしていただきたいというのが本音ですが、そ
のことに対して働きかけというのはいかがなもので
しょうか。
○座長　西 さん、今お話にあった固定価格買取制度
に係る経済産業省との間の見解の違いとか、ほかにも
いろいろあるかと思うのですが、そのあたりの追加で
のコメントをお願いできませんでしょうか。
○西 　基本的に固定価格
買取制度自体は経済産業省
が所管をしています。この
件に関して、バイオガス発
電を申請する際に、「消化
槽が既設であった時のバイ
オガス発電の新設が認めら
れない。」と言われている
わけではありません。経済
産業省の考えとしては、「消
化ガス発電はもともと消化槽がなければ発電ができ
ない。」というもので、このため、設備認定の範囲を消
化槽まで含めるかどうかを経済産業省が検討してい
る状況です。仮に消化槽を設備認定の範囲に含めた場
合は、電気事業法との関係で、特例で認められる需要
地が消化槽まで含めたものとなり、既存の下水処理場
の動力線等の配線の変更等が必要になると考えられ
ます。
　あともう１点あります。それは地方公営企業法に関
連するもので、「固定価格買取制度を活用する場合に、
電気事業の特別会計を設けるべきか、否か。」という
議論があります。それにつきましても、今、総務省が
整理をしているところだと聞いています。
　最終的にはどうなるかまだ分かりませんが、現状こ
の２点で、制度の活用については進みにくい状況があ
ります。
○座長　新しい制度ですので、スムーズにいかないと
ころもあるかと思いますが、なるべくすみやかに問題
が解決して、「再生可能エネルギーを増やそう。」とい

日高講師

西  講師
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うやり方もございます。
　それから、今年B-DASHプロジェクトで採用され
た松山市では、焼却炉の排熱を利用して汚泥を乾燥さ
せて、その乾燥汚泥を燃料に使って補助燃料代わりに
する方式も出てきている状況です。
○座長　それではここで、会場の皆様で固形燃料化に
対するいろいろな思いや疑問をお持ちの方もおられ
ると思いますので、ご質問やご意見、コメントのある
方はおられませんでしょうか。
○質問者　先ほど、乾燥工程が必要なので、規模の小
さい処理場の場合、木質系のものを加えて燃焼させる
という方法の話がありました。今日、熱可溶化のお話
もありましたが、カロリーの落ちた可溶化後の汚泥の
処理方法として何かいい方法がないかと考えており、
強いて挙げればこの方法かなと思ったのですが、ほか
にも何か候補はあるでしょうか。脱水汚泥の含水率を
落としても自燃できるほどのカロリーはありませんか
ら、こういう方法がいいのかなと思っておりましたが。
○座長　高効率嫌気性消化として熱可溶化について、
いろいろ石田さんも私も話をさせてもらいましたが、そ
のような技術の導入の可能性ということでしょうか。
○質問者　可溶化した後の汚泥の処理方法です。うま
くいけば有効利用ですけれども、その候補が余りあり
ません。ですから、強いて挙げれば今説明された方法
かなと思っておりましたが、ほかにもあればコメント
いただけますか。
○座長　石田さん、コメントはありますか。
○石田　熱可溶化では、三菱長崎機工㈱が今年、B- 
DASHプロジェクトをやっていますが、その前に共同
研究を行っていた時に、私どもの技術委員会の委員長
である松井先生によると、熱可溶化した後の汚泥とい
うのは、その後にコンポスト化をしたりするのに非常
に良いということです。農業利用、緑農地利用にそう
いう汚泥は適しているのではないかというコメントを
いただきましたので、調査を少し一緒にさせていただ
きまして、一定の効果があるのではと思っています。
燃料化という方向もありますが、せっかく１回熱を加
えて、病虫害などに対して非常にクリーンで良い状態
にしていますので、コンポスト化などをするにも非常
に良い原料になるということです。
○座長　下水道事業団でも熱改質・可溶化に取り組ん
でいまして、熱可溶化によって、従来メタン発酵です
と50％ぐらいの分解率が、うまくやれば７割近くい
くということと、当然そのぶんのガス発生量も増えま
す。加えて、脱水性が非常に改善されるということで、
従来メタン発酵では含水率が80％ぐらいしか脱水で
きなかったものが、70％や75％以下に脱水できると
いうことになり、乾燥やコンポスト化する場合でも投

入エネルギー量が非常に少なくて済みます。今、石田
さんが言ったように、利用方法としてはエネルギー利
用だけではなくて緑農地利用とかの形での利用の可
能性も拡がってくるのではないかと思います。さらに
エネルギー収支的にも、脱水ケーキのボリュームが従
来の消化・メタン発酵よりも半分ぐらいの量になりま
すから、乾燥するにしても乾燥のエネルギーが半分で
済むことになりますので、検討していただく価値はあ
るのではないかと思います。

■　消化ガスのエネルギー利用

○座長　では、１点目のテーマ、固形燃料化について
は終わりまして、メタン発酵によるエネルギー利用に
ついて話題を進めていきたいと思います。これにつき
ましては、国土交通省にてそのようなエネルギー利用
に非常に力を入れているというお話もあったのです
けれども、推進機構の石田さんからまた、先ほどの講
演にプラスアルファして消化ガスの利用に関するコ
メントをお願いしたいと思います。
○石田　私どもはいろいろ消化ガス発電等の試算をし
ていますが、既設の消化タンクのあるところでは、だ
いたいの場合はガス発電導入がコスト的に成り立つの
ではないかと思っています。処理水量でいくと２万ト
ン程度あれば十分成り立つのではないかと思っていま
す。再生可能エネルギー固定価格買取制度の方向と結
びつけば、もう少し小さい規模でも成り立つのかもし
れません。それから、やはり生ごみ等の受け入れという
のは発生ガス量の増加に非常に有効ですので、ぜひお
勧めしたいのですが、既設の消化タンクに、例えば生
ごみなどを投入しますと消化タンクの増設が必要にな
るのではないかとよく質問されます。しかし、先ほども
島田さんが説明されていたように、下水の消化槽とい
うのは有機物負荷でいうと、低いレベルで運転してい
ます。どこも有機物負荷でいくと１キロ（㎏VS/㎥・日）
以下ぐらいで運転しています。施設設計指針によると、
３キロ（㎏VS/㎥・日）ぐらいまでは十分いけるはずで
す。処理区域の生ごみを全部受け入れたとしてもそれ
ほどの量にはなりませんから、特に増設の必要なく生
ごみを受け入れることは可能です。また、生ごみとい
うのは非常に分解率が高く、８割ぐらい分解しますか
ら、残さは非常に少ないので、例えば、脱水機の増設が
必要になるんじゃないかと心配をされる方もおられま
すが、いくつか我々が試算したところ、脱水機の運転
時間が少し伸びる程度で、特に台数を増やすこともな
くできるのではないのかと思っています。
○座長　講演の中で土木研究所の日高さんもメタン
発酵についていろいろ取り組んでおられるというこ

とですので、これについてコメントの追加をお願いし
ます。
○日高　まず混合消化です
が、先ほどの生ごみの話が
あり、刈り草について先ほ
ど紹介しましたが、あと、竹
みたいなものについても破
砕機の調査などを行ってお
ります。メタン転換率はあ
まり良くなかったというの
が正直なところなのですが、
別の方とお話していますと、
脱水助剤に似ているようにも見えるので、同じような
効果があるのではないかという意見をいただいたこと
がありました。神戸市のB-DASHプロジェクトでもグ
リーン投入による脱水効果が報告されていますので、
メタン転換以外のメリットについても調査していきた
いと思っています。
　混合消化でメタン回収量が増加するので良いとい
うのがわかっていても、やはり住民の方に対する説明
として、目詰まりの問題や水質の影響などを含めて「絶
対大丈夫です。悪いことはありません。」ということが
示せないとなかなか難しいというお話も伺ったことが
あります。そういったものは実験だけで実証できない
ところがあるかと思いますので、導入されているとこ
ろの方の知見として、「いいことだけではなく、悪いと
ころもあったが、このように解決しました。」といった
情報が蓄積できればありがたいなと思いました。
　それから、ガス発電についてですが、土木研究所で
もかつて民間の方と小規模向けの発電機の開発を行
い商品化に至っております。これから普及していくか
どうかという段階なのですが、特に下水に限らず、畜
産系などで小規模バイオガス発電を導入されている
ところで伺っていますと、例えば海外製のものを導入
はしており、トラブルがあった時に外国からメンテナ
ンスに来てもらうのがなかなか大変だったり通訳の
問題もあったりという話も伺ったことがあります。だ
から国産がいいのかというと、そういう単純な話では
ないと思いますが、メンテナンス体制や、何かあった
時にすぐに対応してもらえるような体制というのが、
普及には重要ということも考えております。
○座長　メタン発酵、嫌気性消化の関係で、会場の方
から何かご質問とかコメントとか、どなたかおられま
せんでしょうか。
○質問者　今回お話に出ていました固定価格買取対
象設備に関して、経済産業省と国土交通省とで見解の
相違があるということは、いろいろ聞いているのです
が、私どもでも今そういうお話のお引き合いがありま

して、申請書を実際に提出しているのですが審議がス
トップしています。その出どころは、資源エネルギー
庁の方からストップがかかっていると経済産業局の
方に報告がありました。もっと話を聞きますと、11月
中には方向性が決まって審議をされるということなの
ですが、７月１日以降、固定価格買取制度の対象設備
に切り替えをして設計を変更したようなケースが、私
が知る限り下水道関係だけで３ヵ所ぐらいあるのです
が、その状況を踏まえて現場がかなり混乱しているよ
うな状態で、場所によっては、「すでに新聞発表してし
まった、どうしようもない。」というようなことも聞い
ております。今お聞きした限りでは、国土交通省の見
解を全うしていただきたいというのが本音ですが、そ
のことに対して働きかけというのはいかがなもので
しょうか。
○座長　西 さん、今お話にあった固定価格買取制度
に係る経済産業省との間の見解の違いとか、ほかにも
いろいろあるかと思うのですが、そのあたりの追加で
のコメントをお願いできませんでしょうか。
○西 　基本的に固定価格
買取制度自体は経済産業省
が所管をしています。この
件に関して、バイオガス発
電を申請する際に、「消化
槽が既設であった時のバイ
オガス発電の新設が認めら
れない。」と言われている
わけではありません。経済
産業省の考えとしては、「消
化ガス発電はもともと消化槽がなければ発電ができ
ない。」というもので、このため、設備認定の範囲を消
化槽まで含めるかどうかを経済産業省が検討してい
る状況です。仮に消化槽を設備認定の範囲に含めた場
合は、電気事業法との関係で、特例で認められる需要
地が消化槽まで含めたものとなり、既存の下水処理場
の動力線等の配線の変更等が必要になると考えられ
ます。
　あともう１点あります。それは地方公営企業法に関
連するもので、「固定価格買取制度を活用する場合に、
電気事業の特別会計を設けるべきか、否か。」という
議論があります。それにつきましても、今、総務省が
整理をしているところだと聞いています。
　最終的にはどうなるかまだ分かりませんが、現状こ
の２点で、制度の活用については進みにくい状況があ
ります。
○座長　新しい制度ですので、スムーズにいかないと
ころもあるかと思いますが、なるべくすみやかに問題
が解決して、「再生可能エネルギーを増やそう。」とい

日高講師

西  講師
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う国家的な方針に対し、各自治体で実施しようとした
時に抵抗なくできるようにしていただきたいと思い
ます。下水道事業団でもこの件については、いろいろ
な自治体からご相談を受けていて、国土交通省の西 
さんと相談しながら対応しているのですが、ぜひ皆さ
んからもバックアップをいただいて対応していきた
いと思います。
　ほかに何か消化ガス関係でご質問などがございま
したら承りたいと思いますが、何かございませんで
しょうか。
○質問者　発電のための施設等に関する補助金等の
交付の考え方で、売電のための発電施設については交
付対象にならないということをお聞きしました。た
だ、一般廃棄物処理施設であるごみ焼却場の発電設備
というのは交付対象となっております。ということ
は、嫌気性消化槽の中に生ごみを投入して発電するこ
とに関しまして、補助金の交付対象とはならないんで
しょうか。
○座長　嫌気性消化を生ごみとの混合メタン発酵で
行う時に、メタン発酵までは補助対象だが、ガス発電
設備だけは対象にならないのか、というご質問の趣旨
でよろしいですね。では西 さん、お願いします。
○西 　混合消化の場合は「新世代下水道支援事業」
という制度がありまして、混合施設や消化槽等につい
ては交付金の対象になります。そこについては従前ど
おりですが、出てきたガスを用いて発電して、固定価
格買取制度を利用して売電する場合には、発電機以降
の売電のための設備については補助が入りません。そ
れは混合消化でも下水汚泥だけの消化でも同じ運用
になっています。実際、１kWh 40円という価格は、そ
もそも消化槽が既設のところで、民間事業者等が発電
機を設置してバイオガスを下水道管理者から購入し
て発電する場合に、内部収益率が７～８％ぐらいまで
取れるようになっている価格ですので、個人的にもそ
こにさらに補助を充てるということはなかなか難し
いのではないかと思っています。
○座長　確認ですが、ガス発電設備は補助対象外とい
うことですが、起債の対象にもならないのでしょう
か。純単となるのでしょうか。
○西 　そこは先ほどお話しした、電気事業として特
別会計を設ける必要があるかないかということにリン
クします。もし、下水道事業の附帯事業とすることが
できなければ下水道事業としての起債は難しいと思い
ます。
　あとは、リース契約を導入し、初期のイニシャルを
下げた形でやっていくということを検討している自
治体もあると伺っています。
○座長　このテーマで、何かほかに追加でご質問等ご

ざいませんでしょうか。
○質問者　愛知県には今、11の流域下水道があるの
ですが、汚泥処理は基本的に消化をしていません。今
後こういったエネルギーの関係があって、導入をし
ていこうと検討を始めるところなのですが、今まで消
化に手が付けられなかったのは、やはり水処理とかへ
の影響が結構あるのではないかということで、なかな
か踏み切れませんでした。消化工程を導入するにあた
り、例えば返流水の水処理への影響とか、そういった
ところが昔は課題となっていたように思うのですが、
そのあたりはクリアされているのかどうか、ご質問さ
せていただきます。
○座長　嫌気性消化工程を導入すると、返流水の負荷
による水処理への影響等が懸念されるのではないか
ということなんですが、それに対するコメントを、石
田さん、よろしいですか。
○石田　負荷計算を簡単にしていただければおわかり
になると思いますが、窒素について、高度処理を導入
していれば、多少返流水で増える分があっても７割ぐ
らい除去できると考えると、処理水としては１㎎/L
ぐらい増えるかどうかというところではないかと思い
ます。
○座長　私の方からも少しコメントさせていただきま
すと、処理場に入ってくる流入水量に対して、消化タン
クに投入する汚泥の量というのは、約1/200程度です。
消化工程の脱水ろ液というのは結果的には1/200に
希釈されるということです。一番懸念されるのがアン
モニアですが返流水の窒素濃度は800～1,000（㎎/L）
ぐらいですので、負荷の増加というのは５ppm程度で
す。循環法のような水処理方式をすでに採用している
下水処理場であれば、十分吸収できる範囲だと思いま
す。ＣＯＤやリンについてもさほど心配しなくてもい
いと思います。
○質問者　ありがとうございました。
○座長　ほかにどなたかございませんか。
○質問者　今のお話に関連するのですが、私どもでは
消化タンクを持っておりません。消化槽を付けるとい
うようなことは当初の計画にはあって、今はそういう
話はあるんですが、消化するには初沈汚泥がなく、余
剰汚泥だけではほとんど効果がないことですが、水処
理の工程上、最初沈殿池を使うと窒素の処理があまり
うまくいきません。基準を満足するかどうかというこ
とではいいのですが、より良い水質を得ることができ
にくくなります。それと、消化槽を使うとリンのグル
グル回しが起きてしまうということで、先ほどの日浦
先生のお話はリンのグルグル回しを断ち切るいい方
法だと思いました。
　ここから少し今のテーマとずれるんですが、そのリン

のグルグル回しを断ち切ると、炭酸ガスを追い出すよ
うなこととおっしゃられたので、リンの資源化と温暖化
対策とを同列に論じることは難しいと思いますが、炭
酸ガスの開放とリンの回収との比較評価などをされた
のかなということを、お聞きししたいと思います。
　それともう１つは、硫酸を添加するために硫酸イオ
ンが増えます。硫酸還元菌により硫化水素が出て悪臭
問題が発生しないかと、併せて質問させていただきま
す。
○座長　では日浦さん、今のご質問について少しコメ
ントをいただけますか。
○日浦　まず、最初の炭酸
ガスの問題ですが、炭酸ガ
スを取る工程がリン回収に
は良いと言われています。
ただ、私どもはそのような
工程を作るとリン回収には
良いのですが、そのぶん余
計なコストや手間が必要で
す。そこを省略できないか
ということで、実験します
と、一応うまくいっているので、炭酸ガスに関しまし
て、特に問題はないと思います。
　それから、硫酸イオンの問題ですが、それはよく言
われています。最後にシミュレーションの結果も一部
ご紹介したのですが、先ほど島田さんから、脱水ろ液
の流入水に対するボリューム比は1/200とお話があ
りましたが、私どもで計算すればやっぱり同じぐらい
の、1/100から1/200ぐらいになります。流入下水と
合流した時に希釈されるということで、総量としては
そんなにびっくりするほどは増えないということを
確認しております。
　ただ、そうは言っても、硫酸イオンが増えると一番
気になる硫化水素の発生量が増えることではないか
と思います。そうなるとどこで増えるのかということ
ですが、硫酸還元菌が増えるためにある程度時間が必
要だと思いますので、初沈汚泥の濃縮槽などで嫌気性
になって硫化水素が出てくることは考えにくいので、
一番の問題は消化タンクの中に入った時には嫌気性
状態で20日なり30日となりますし、実際に、石膏を
入れない状態でもかなり消化ガスの中に硫化水素が
混入してきて、それを取り除く必要があります。石膏
を使った際に硫酸イオンは当然増えますので、それが
消化ガス中の硫化水素がある程度増加するというこ
とは十分考えられます。その点も懸案として検討して
いきたいと考えています。現状では硫化水素はきちん
と除去されていますので、脱硫剤の使用量が少し増え
ることは十分予想されます。

■　緑農地利用

○座長　では３番目の課題について、下水汚泥の有望
な有効利用法の１つであります緑農地利用について
話題を進めていきたいと思います。
　下水汚泥の緑農地利用とリン回収の現状等につい
て、先ほど西 さんのプレゼンの中でもありましたが、
追加的にコメントをいただけたらと思います。よろし
くお願いいたします。
○西 　緑農地利用につきましては現在、下水汚泥の
処分とリサイクルの中で約10％のシェアを占めていま
して、最近、その割は横ばいであり、安定的にコンポス
トを中心として緑農地利用が行われています。うまく
いっている例の中には、地産地消型で市民の方にも理
解をしていただいている事例があります。例えば、モ
ニター制度などを活用し、緑農地利用を推進している
ところが好事例としてあります。
○座長　農業利用関係で何か質問したいとか、講演の
中での説明に対して質問あるいはご自身なりにいろ
いろ日ごろ考えて疑問に思っていることとか、そうい
うのはございませんでしょうか。
○質問者　具体的に何かを進めているわけではない
のですが、今、兵庫東の広域下水汚泥流域処理場では、
脱水ろ液等の返流水中のリンを低減するために、受泥
槽にポリ鉄を入れていまして、その結果、焼却灰中に
リンが移行します。その焼却灰からのリンの回収につ
いて実際に実施されているような自治体などが全国
的にあれば、というのが１つです。
　あとは、今はアルカリ抽出等でリン回収しているよ
うな方式、岐阜市さんなどで行われているのはそうい
う方法だと思うのですが、そういう方式以外に何か、
焼却灰からのリン回収に係る、より低コストでできる
ような方法があれば教えていただきたいと思います。
○座長　下水汚泥の焼却灰中にはリンがリン酸（P2O5）
として30％近く含有していまして、リン鉱石に匹敵す
るぐらいの高濃度のリンが入っています。さらに兵庫
東ではポリ鉄を添加していますから相当な量のリンが
含まれているので、その有効利用方法として何かない
かというご意見です。石田さん、日本燐酸㈱との話に
関して、コメントをいただけませんでしょうか。
○石田　実は「下水道におけるリン資源化の手引き」
（22年３月、国土交通省都市・地域整備局下水道部）を
作る時に、需要家サイドの人にも入っていただき、い
ろいろ議論しました。その時に私どもはアンケート調
査の結果として「下水汚泥の焼却灰の重金属濃度はこ
の程度です。」という資料をお見せしたことがありま
す。そうしますと、リン濃度も高いし重金属も大したこ
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う国家的な方針に対し、各自治体で実施しようとした
時に抵抗なくできるようにしていただきたいと思い
ます。下水道事業団でもこの件については、いろいろ
な自治体からご相談を受けていて、国土交通省の西 
さんと相談しながら対応しているのですが、ぜひ皆さ
んからもバックアップをいただいて対応していきた
いと思います。
　ほかに何か消化ガス関係でご質問などがございま
したら承りたいと思いますが、何かございませんで
しょうか。
○質問者　発電のための施設等に関する補助金等の
交付の考え方で、売電のための発電施設については交
付対象にならないということをお聞きしました。た
だ、一般廃棄物処理施設であるごみ焼却場の発電設備
というのは交付対象となっております。ということ
は、嫌気性消化槽の中に生ごみを投入して発電するこ
とに関しまして、補助金の交付対象とはならないんで
しょうか。
○座長　嫌気性消化を生ごみとの混合メタン発酵で
行う時に、メタン発酵までは補助対象だが、ガス発電
設備だけは対象にならないのか、というご質問の趣旨
でよろしいですね。では西 さん、お願いします。
○西 　混合消化の場合は「新世代下水道支援事業」
という制度がありまして、混合施設や消化槽等につい
ては交付金の対象になります。そこについては従前ど
おりですが、出てきたガスを用いて発電して、固定価
格買取制度を利用して売電する場合には、発電機以降
の売電のための設備については補助が入りません。そ
れは混合消化でも下水汚泥だけの消化でも同じ運用
になっています。実際、１kWh 40円という価格は、そ
もそも消化槽が既設のところで、民間事業者等が発電
機を設置してバイオガスを下水道管理者から購入し
て発電する場合に、内部収益率が７～８％ぐらいまで
取れるようになっている価格ですので、個人的にもそ
こにさらに補助を充てるということはなかなか難し
いのではないかと思っています。
○座長　確認ですが、ガス発電設備は補助対象外とい
うことですが、起債の対象にもならないのでしょう
か。純単となるのでしょうか。
○西 　そこは先ほどお話しした、電気事業として特
別会計を設ける必要があるかないかということにリン
クします。もし、下水道事業の附帯事業とすることが
できなければ下水道事業としての起債は難しいと思い
ます。
　あとは、リース契約を導入し、初期のイニシャルを
下げた形でやっていくということを検討している自
治体もあると伺っています。
○座長　このテーマで、何かほかに追加でご質問等ご

ざいませんでしょうか。
○質問者　愛知県には今、11の流域下水道があるの
ですが、汚泥処理は基本的に消化をしていません。今
後こういったエネルギーの関係があって、導入をし
ていこうと検討を始めるところなのですが、今まで消
化に手が付けられなかったのは、やはり水処理とかへ
の影響が結構あるのではないかということで、なかな
か踏み切れませんでした。消化工程を導入するにあた
り、例えば返流水の水処理への影響とか、そういった
ところが昔は課題となっていたように思うのですが、
そのあたりはクリアされているのかどうか、ご質問さ
せていただきます。
○座長　嫌気性消化工程を導入すると、返流水の負荷
による水処理への影響等が懸念されるのではないか
ということなんですが、それに対するコメントを、石
田さん、よろしいですか。
○石田　負荷計算を簡単にしていただければおわかり
になると思いますが、窒素について、高度処理を導入
していれば、多少返流水で増える分があっても７割ぐ
らい除去できると考えると、処理水としては１㎎/L
ぐらい増えるかどうかというところではないかと思い
ます。
○座長　私の方からも少しコメントさせていただきま
すと、処理場に入ってくる流入水量に対して、消化タン
クに投入する汚泥の量というのは、約1/200程度です。
消化工程の脱水ろ液というのは結果的には1/200に
希釈されるということです。一番懸念されるのがアン
モニアですが返流水の窒素濃度は800～1,000（㎎/L）
ぐらいですので、負荷の増加というのは５ppm程度で
す。循環法のような水処理方式をすでに採用している
下水処理場であれば、十分吸収できる範囲だと思いま
す。ＣＯＤやリンについてもさほど心配しなくてもい
いと思います。
○質問者　ありがとうございました。
○座長　ほかにどなたかございませんか。
○質問者　今のお話に関連するのですが、私どもでは
消化タンクを持っておりません。消化槽を付けるとい
うようなことは当初の計画にはあって、今はそういう
話はあるんですが、消化するには初沈汚泥がなく、余
剰汚泥だけではほとんど効果がないことですが、水処
理の工程上、最初沈殿池を使うと窒素の処理があまり
うまくいきません。基準を満足するかどうかというこ
とではいいのですが、より良い水質を得ることができ
にくくなります。それと、消化槽を使うとリンのグル
グル回しが起きてしまうということで、先ほどの日浦
先生のお話はリンのグルグル回しを断ち切るいい方
法だと思いました。
　ここから少し今のテーマとずれるんですが、そのリン

のグルグル回しを断ち切ると、炭酸ガスを追い出すよ
うなこととおっしゃられたので、リンの資源化と温暖化
対策とを同列に論じることは難しいと思いますが、炭
酸ガスの開放とリンの回収との比較評価などをされた
のかなということを、お聞きししたいと思います。
　それともう１つは、硫酸を添加するために硫酸イオ
ンが増えます。硫酸還元菌により硫化水素が出て悪臭
問題が発生しないかと、併せて質問させていただきま
す。
○座長　では日浦さん、今のご質問について少しコメ
ントをいただけますか。
○日浦　まず、最初の炭酸
ガスの問題ですが、炭酸ガ
スを取る工程がリン回収に
は良いと言われています。
ただ、私どもはそのような
工程を作るとリン回収には
良いのですが、そのぶん余
計なコストや手間が必要で
す。そこを省略できないか
ということで、実験します
と、一応うまくいっているので、炭酸ガスに関しまし
て、特に問題はないと思います。
　それから、硫酸イオンの問題ですが、それはよく言
われています。最後にシミュレーションの結果も一部
ご紹介したのですが、先ほど島田さんから、脱水ろ液
の流入水に対するボリューム比は1/200とお話があ
りましたが、私どもで計算すればやっぱり同じぐらい
の、1/100から1/200ぐらいになります。流入下水と
合流した時に希釈されるということで、総量としては
そんなにびっくりするほどは増えないということを
確認しております。
　ただ、そうは言っても、硫酸イオンが増えると一番
気になる硫化水素の発生量が増えることではないか
と思います。そうなるとどこで増えるのかということ
ですが、硫酸還元菌が増えるためにある程度時間が必
要だと思いますので、初沈汚泥の濃縮槽などで嫌気性
になって硫化水素が出てくることは考えにくいので、
一番の問題は消化タンクの中に入った時には嫌気性
状態で20日なり30日となりますし、実際に、石膏を
入れない状態でもかなり消化ガスの中に硫化水素が
混入してきて、それを取り除く必要があります。石膏
を使った際に硫酸イオンは当然増えますので、それが
消化ガス中の硫化水素がある程度増加するというこ
とは十分考えられます。その点も懸案として検討して
いきたいと考えています。現状では硫化水素はきちん
と除去されていますので、脱硫剤の使用量が少し増え
ることは十分予想されます。

■　緑農地利用

○座長　では３番目の課題について、下水汚泥の有望
な有効利用法の１つであります緑農地利用について
話題を進めていきたいと思います。
　下水汚泥の緑農地利用とリン回収の現状等につい
て、先ほど西 さんのプレゼンの中でもありましたが、
追加的にコメントをいただけたらと思います。よろし
くお願いいたします。
○西 　緑農地利用につきましては現在、下水汚泥の
処分とリサイクルの中で約10％のシェアを占めていま
して、最近、その割は横ばいであり、安定的にコンポス
トを中心として緑農地利用が行われています。うまく
いっている例の中には、地産地消型で市民の方にも理
解をしていただいている事例があります。例えば、モ
ニター制度などを活用し、緑農地利用を推進している
ところが好事例としてあります。
○座長　農業利用関係で何か質問したいとか、講演の
中での説明に対して質問あるいはご自身なりにいろ
いろ日ごろ考えて疑問に思っていることとか、そうい
うのはございませんでしょうか。
○質問者　具体的に何かを進めているわけではない
のですが、今、兵庫東の広域下水汚泥流域処理場では、
脱水ろ液等の返流水中のリンを低減するために、受泥
槽にポリ鉄を入れていまして、その結果、焼却灰中に
リンが移行します。その焼却灰からのリンの回収につ
いて実際に実施されているような自治体などが全国
的にあれば、というのが１つです。
　あとは、今はアルカリ抽出等でリン回収しているよ
うな方式、岐阜市さんなどで行われているのはそうい
う方法だと思うのですが、そういう方式以外に何か、
焼却灰からのリン回収に係る、より低コストでできる
ような方法があれば教えていただきたいと思います。
○座長　下水汚泥の焼却灰中にはリンがリン酸（P2O5）
として30％近く含有していまして、リン鉱石に匹敵す
るぐらいの高濃度のリンが入っています。さらに兵庫
東ではポリ鉄を添加していますから相当な量のリンが
含まれているので、その有効利用方法として何かない
かというご意見です。石田さん、日本燐酸㈱との話に
関して、コメントをいただけませんでしょうか。
○石田　実は「下水道におけるリン資源化の手引き」
（22年３月、国土交通省都市・地域整備局下水道部）を
作る時に、需要家サイドの人にも入っていただき、い
ろいろ議論しました。その時に私どもはアンケート調
査の結果として「下水汚泥の焼却灰の重金属濃度はこ
の程度です。」という資料をお見せしたことがありま
す。そうしますと、リン濃度も高いし重金属も大したこ
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とないということで、日本燐酸㈱から下水の焼却灰を
リン鉱石代わりに買いたいというお話がありました。
それが２年か３年前ですが、その話を千葉県の環境部
局に日本燐酸㈱がしたところ、「焼却灰そのものを資源
として見るのはどうかと考える。下水汚泥の焼却灰を
使う場合、産廃処分業者の許可を取ってください。」と
いう結論になりました。当初は会社もそこまでは考え
ていなかったのですが、リン鉱石は今トン２万円ぐら
いしまして、焼却灰だとせいぜい1,000円も払えば手に
入るので、前に進めることになりました。今年の10月
ぐらいに許可を取って、3,000トンぐらいの焼却灰を
受け入れるということだったのですが、実は昨年の３
月以降、関東地区で放射能の影響を受けました。リン
鉱石をリン酸肥料にする過程で実は石膏ボードの原料
を作っていまして、そちらに放射能が混じると直接建
物の壁などに使えなくなります。そのため、放射能の
影響が及ばなかった地域の焼却灰を集めるということ
で、いくつかの処理場の焼却灰を日本燐酸㈱へ送って
調べてもらった経緯がございます。私もよくフォロー
していないのですが、そのような焼却灰を受け入れて
すでに実施しているのではないかと思っています。将
来的にはどんどん量が増えていくのではないかと考え
ています。
　なぜなら、リン肥料などが値上がりせざるを得ない
ような実態があります。ところが、農家の支出に占め

る肥料価格の割合というのは非常に高く、例えば２割
も上がると農家経営を非常に圧迫するということにな
るので、農業関係の人も非常に危機感を持っています。
下水の焼却灰のようにリン鉱石などに比べるとはるか
に安い価格のものは、今後ますます需要が出てくると
思っています。
　少し前までは、下水汚泥というだけで農家の方たち
は「使いたくない。」という感じだったのですが、今は
その雰囲気が変わって、「ぜひ安いものを使っていきた
い。」となっていると感じます。焼却灰中の重金属など
を調べても、肥料取締法に関して、カドミウムが引っ
かかるところが10数％あるぐらいで、ほとんどのとこ
ろはそのまま肥料として使えるレベルです。下水汚泥
の焼却灰というと何か非常に重金属が入っているん
じゃないか、という誤解をしている方もいますが、正
しい情報を開示していけば、むしろユーザー側から「ぜ
ひ使いたい。」ということになるのではないかと思って
います。
○座長　今のコメントにありましたように、リン酸を
作っている肥料メーカーは、今は日本燐酸㈱の例を挙
げたのですが、国内には数ヵ所に会社がありまして、
兵庫県に近いところでは舞鶴市にございます。その会
社が今どういう対応をしているかはわかりませんが、
自分の処理場で焼却灰からリンを抽出するというより
も、焼却灰自体を原料として肥料メーカーに、1,000円

程度でも買い取ってくれるのでしたらそれは非常にあ
りがたいです。近い将来そういう発展をする可能性も
かなりあるのではないかと我々は期待してます。
○質問者　確かに、自分のところでまったく独立した
プラントを造ってやっていくと大変ですけれども、今
のような形で、今後発展する方向にあるかと思います。
○座長　自分の処理場でプラントを造ってというと、
なかなか規模も限られていますので、原料提供型とい
うのが将来の方向性なのかなという気がします。

■　建設資材利用

○座長　では、次に最後のテーマ、建設資材利用に
移ってまいりたいと思います。建設資材利用の現状に
ついても、先ほど西 さんから話があったのですが、
補足的にご説明いただけることがあればコメントを
いただきたいと思います。
○西  　下水汚泥の建設資材利用ですが、リサイクル
されている処理方法として今一番多いものになって
います。建設資材利用の中では特にセメント化が多い
状況です。ただ、セメント需要が今後伸びていくこと
も考えにくいですし、セメントに有効利用するための
下水汚泥の処分費が上がってきているという現状も
あると聞いています。なるべく他の処理方法も活用し
ながら、リスク分散を図っていく方向が良いのではな
いかと思っています。
○座長　広島市では現状でも３割程度をセメント原
料化されていると、先ほど平田課長からご報告があり
ましたけれども、セメント利用の今後の動向や課題で
何か追加でコメントいただけないでしょうか。
○平田　私も昔一度、当時徳山セメントで引き受けて
いただいていたので、そちらの工場にお邪魔してどの
ように処分されているのかを見学したことがありま
す。やはりセメントの需要は将来にわたってずっと伸
びていくようなものではないと思います。また、ロー
タリーキルンというのを新しく造るとなると、会社
の社運を賭けるようなことになるので将来的にはど
うなるかわかりませんというような、当時そんな回答
もいただいた記憶があります。やはり自治体として
もあまりセメントの方へ寄りかかった状態になると、
万一、例えば震災があってセメント工場がストップす
るようなことになったら、受け入れ先を探すのにも大
変なことになります。セメント会社で、きちっと処理
していただけることは大変ありがたいのですが、将来
にわたって安心してやっていけるのかということに
ついては、わからないところがあると思います。やは
り、リスク分散ということは常に考えておかないとい
けないと思います。

○座長　建設資材利用について会場の方で何かご質
問とか疑問があれば承りたいと思うのですが、何かご
ざいませんでしょうか。
○質問者　当社では金沢市内の下水処理場で発生す
る焼却灰を安定化処理した後アスファルトフィラー
として利用する事業を以前より実施しています。現状
の課題に関して、今使用している自治体が金沢市のみ
ということで、国土交通省、石川県、近隣の関係する
自治体にご理解いただくということが難しいです。金
沢市では市の全域で使っていただいているのですが、
その他の地域では使っていただけていません。その調
整が、課題の部分だと感じています。
○座長　下水汚泥とか下水汚泥焼却灰というと、一般
の方は、イメージ的に有効利用ということに抵抗感が
あるのでしょうか。先ほど石田さんからもコメントが
ありましたように、最近の下水汚泥中の重金属濃度な
どはかなり低くなっていますし、有害な有機物とかい
うものも非常に少ないですし、非常に安定した良い原
料の１つだろうと思うのですが、なかなかご理解がい
ただけていません。
　私が以前携わっていた有効利用、建設資材利用の関
係で、兵庫県の姫路市にある兵庫西スラッジセンター
を昔、下水道事業団が管理していましたが、今はもう
兵庫県に施設が移管されました。そこでは、年間6,000
トンぐらいの溶融スラグを作っていたのですが、それ
を道路用アスファルト舗装合材の細骨材として、実証
試験をやっても問題なく利用できる、安全性の試験を
やっても問題ないということで、もう10年近く前に
なりますが、当時の県土木部のトップの決断で道路部
局に対し「これを使いなさい。」ということになりま
した。「県の発注工事ではスラグ入りを使いなさい。」
と仕様書で定めたんです。それで順調に利用されまし
て、「県の工事で使うのなら一般の民間の工事でも十
分使えるんじゃないか。」ということで需要が伸びて、
今はトン当たり300円か400円で販売しています。「ア
スファルト合材だけではなく、セメント用の細骨材で
も使えるようにしてくれ。」というように、むしろ利
用者から要望があるぐらい有効利用が進んでいます。
１つの方法として、仕様書で「使いなさい。」と、そう
いう形でやっていかないと、イメージの面から下水汚
泥を率先して使っていただけるようにならないと思
います。
　先ほども汚泥中の重金属について、かなり時間をか
けたのですが、一般の方にはどうしても「下水汚泥は
有害物。」というイメージがいまだに相当残っていま
す。しかし、「決してそういうことはないですよ。」と
いうことを根気強くＰＲしていかなければと思いま
す。
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とないということで、日本燐酸㈱から下水の焼却灰を
リン鉱石代わりに買いたいというお話がありました。
それが２年か３年前ですが、その話を千葉県の環境部
局に日本燐酸㈱がしたところ、「焼却灰そのものを資源
として見るのはどうかと考える。下水汚泥の焼却灰を
使う場合、産廃処分業者の許可を取ってください。」と
いう結論になりました。当初は会社もそこまでは考え
ていなかったのですが、リン鉱石は今トン２万円ぐら
いしまして、焼却灰だとせいぜい1,000円も払えば手に
入るので、前に進めることになりました。今年の10月
ぐらいに許可を取って、3,000トンぐらいの焼却灰を
受け入れるということだったのですが、実は昨年の３
月以降、関東地区で放射能の影響を受けました。リン
鉱石をリン酸肥料にする過程で実は石膏ボードの原料
を作っていまして、そちらに放射能が混じると直接建
物の壁などに使えなくなります。そのため、放射能の
影響が及ばなかった地域の焼却灰を集めるということ
で、いくつかの処理場の焼却灰を日本燐酸㈱へ送って
調べてもらった経緯がございます。私もよくフォロー
していないのですが、そのような焼却灰を受け入れて
すでに実施しているのではないかと思っています。将
来的にはどんどん量が増えていくのではないかと考え
ています。
　なぜなら、リン肥料などが値上がりせざるを得ない
ような実態があります。ところが、農家の支出に占め

る肥料価格の割合というのは非常に高く、例えば２割
も上がると農家経営を非常に圧迫するということにな
るので、農業関係の人も非常に危機感を持っています。
下水の焼却灰のようにリン鉱石などに比べるとはるか
に安い価格のものは、今後ますます需要が出てくると
思っています。
　少し前までは、下水汚泥というだけで農家の方たち
は「使いたくない。」という感じだったのですが、今は
その雰囲気が変わって、「ぜひ安いものを使っていきた
い。」となっていると感じます。焼却灰中の重金属など
を調べても、肥料取締法に関して、カドミウムが引っ
かかるところが10数％あるぐらいで、ほとんどのとこ
ろはそのまま肥料として使えるレベルです。下水汚泥
の焼却灰というと何か非常に重金属が入っているん
じゃないか、という誤解をしている方もいますが、正
しい情報を開示していけば、むしろユーザー側から「ぜ
ひ使いたい。」ということになるのではないかと思って
います。
○座長　今のコメントにありましたように、リン酸を
作っている肥料メーカーは、今は日本燐酸㈱の例を挙
げたのですが、国内には数ヵ所に会社がありまして、
兵庫県に近いところでは舞鶴市にございます。その会
社が今どういう対応をしているかはわかりませんが、
自分の処理場で焼却灰からリンを抽出するというより
も、焼却灰自体を原料として肥料メーカーに、1,000円

程度でも買い取ってくれるのでしたらそれは非常にあ
りがたいです。近い将来そういう発展をする可能性も
かなりあるのではないかと我々は期待してます。
○質問者　確かに、自分のところでまったく独立した
プラントを造ってやっていくと大変ですけれども、今
のような形で、今後発展する方向にあるかと思います。
○座長　自分の処理場でプラントを造ってというと、
なかなか規模も限られていますので、原料提供型とい
うのが将来の方向性なのかなという気がします。

■　建設資材利用

○座長　では、次に最後のテーマ、建設資材利用に
移ってまいりたいと思います。建設資材利用の現状に
ついても、先ほど西 さんから話があったのですが、
補足的にご説明いただけることがあればコメントを
いただきたいと思います。
○西  　下水汚泥の建設資材利用ですが、リサイクル
されている処理方法として今一番多いものになって
います。建設資材利用の中では特にセメント化が多い
状況です。ただ、セメント需要が今後伸びていくこと
も考えにくいですし、セメントに有効利用するための
下水汚泥の処分費が上がってきているという現状も
あると聞いています。なるべく他の処理方法も活用し
ながら、リスク分散を図っていく方向が良いのではな
いかと思っています。
○座長　広島市では現状でも３割程度をセメント原
料化されていると、先ほど平田課長からご報告があり
ましたけれども、セメント利用の今後の動向や課題で
何か追加でコメントいただけないでしょうか。
○平田　私も昔一度、当時徳山セメントで引き受けて
いただいていたので、そちらの工場にお邪魔してどの
ように処分されているのかを見学したことがありま
す。やはりセメントの需要は将来にわたってずっと伸
びていくようなものではないと思います。また、ロー
タリーキルンというのを新しく造るとなると、会社
の社運を賭けるようなことになるので将来的にはど
うなるかわかりませんというような、当時そんな回答
もいただいた記憶があります。やはり自治体として
もあまりセメントの方へ寄りかかった状態になると、
万一、例えば震災があってセメント工場がストップす
るようなことになったら、受け入れ先を探すのにも大
変なことになります。セメント会社で、きちっと処理
していただけることは大変ありがたいのですが、将来
にわたって安心してやっていけるのかということに
ついては、わからないところがあると思います。やは
り、リスク分散ということは常に考えておかないとい
けないと思います。

○座長　建設資材利用について会場の方で何かご質
問とか疑問があれば承りたいと思うのですが、何かご
ざいませんでしょうか。
○質問者　当社では金沢市内の下水処理場で発生す
る焼却灰を安定化処理した後アスファルトフィラー
として利用する事業を以前より実施しています。現状
の課題に関して、今使用している自治体が金沢市のみ
ということで、国土交通省、石川県、近隣の関係する
自治体にご理解いただくということが難しいです。金
沢市では市の全域で使っていただいているのですが、
その他の地域では使っていただけていません。その調
整が、課題の部分だと感じています。
○座長　下水汚泥とか下水汚泥焼却灰というと、一般
の方は、イメージ的に有効利用ということに抵抗感が
あるのでしょうか。先ほど石田さんからもコメントが
ありましたように、最近の下水汚泥中の重金属濃度な
どはかなり低くなっていますし、有害な有機物とかい
うものも非常に少ないですし、非常に安定した良い原
料の１つだろうと思うのですが、なかなかご理解がい
ただけていません。
　私が以前携わっていた有効利用、建設資材利用の関
係で、兵庫県の姫路市にある兵庫西スラッジセンター
を昔、下水道事業団が管理していましたが、今はもう
兵庫県に施設が移管されました。そこでは、年間6,000
トンぐらいの溶融スラグを作っていたのですが、それ
を道路用アスファルト舗装合材の細骨材として、実証
試験をやっても問題なく利用できる、安全性の試験を
やっても問題ないということで、もう10年近く前に
なりますが、当時の県土木部のトップの決断で道路部
局に対し「これを使いなさい。」ということになりま
した。「県の発注工事ではスラグ入りを使いなさい。」
と仕様書で定めたんです。それで順調に利用されまし
て、「県の工事で使うのなら一般の民間の工事でも十
分使えるんじゃないか。」ということで需要が伸びて、
今はトン当たり300円か400円で販売しています。「ア
スファルト合材だけではなく、セメント用の細骨材で
も使えるようにしてくれ。」というように、むしろ利
用者から要望があるぐらい有効利用が進んでいます。
１つの方法として、仕様書で「使いなさい。」と、そう
いう形でやっていかないと、イメージの面から下水汚
泥を率先して使っていただけるようにならないと思
います。
　先ほども汚泥中の重金属について、かなり時間をか
けたのですが、一般の方にはどうしても「下水汚泥は
有害物。」というイメージがいまだに相当残っていま
す。しかし、「決してそういうことはないですよ。」と
いうことを根気強くＰＲしていかなければと思いま
す。
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■　下水汚泥の有効利用の促進に向けて

○座長　それでは、予定の時間もあと５分ぐらいにな
りましたので、パネルディスカッションを締めくくる
にあたりまして、各パネラーの皆さんに下水汚泥の有
効利用についての日ごろの思いとなど、最後に一言ず
ついただきたいと思います。まず日高さんの方から順
番にお願いします。
○日高　土木研究所での業務は、基礎研究に近いかと
思います。実際の現場の話とは少し離れてくることも
あるかとは思いますけれども、逆に独立法人の研究所
ということですので、いろいろなことに挑戦できる環
境であると感じています。特に現場で皆さんが携わっ
ておられると、ちょっとした変化の兆候や新しいアイ
ディアなど、いろいろ気づかれることも多いと思いま
す。メーカーの方では、装置開発ですぐ商品化できな
いので、なかなかやりにくいけれども、将来何か新し
いアイディアの装置開発につながる可能性があると
いうお話があるかもしれません。国の方針とか法律の
問題などがあるとは思いますが、垣根を越えた提案が
できるのが、独立法人と思っています。いろいろとア
イディアがありましたら、また何か一緒にご協力させ
ていただけるとありがたいと思いますので、今後とも
よろしくお願いします。

○石田　私は２年ぐらい前に「バイオマスキャラバ
ン」と称して、「下水処理場に生ごみとかし尿とかを
入れてエネルギーをどんどん獲得したらどうです
か。」という話を30以上の自治体の皆さんのところに
行って、いろいろご説明した経緯がございます。その
時に下水道部局だけでなく環境部局の人にも入って
いただき、いろいろ意見交換をさせていただきました
が、下水道部局の人よりも、むしろ環境部局の人の方
が興味を持ってくれた感じがしました。下水道事業も
成熟化とかいうお話が出ているのですが、考え方が保
守化しないようにお願いしたいと思います。
　また事業は日々進展していますし、社会状況も変わ
りますので、下水道事業の中でできることはいっぱい
あると思います。そういうものにどんどん積極的に取
り組んでいくことが我々の使命ではないかと思いま
す。世の中はどんどん少子高齢化が進み、このままい
けば処理場もどんどん水量が少なくなり役割が小さ
くなります。しかし、今ある施設を有効に活用しよう
と思えば、いろいろなことができるわけです。その方
策も我々は提示していますので、ぜひ積極的に新しい
ものに取り組んでいただけたらというのが私からの
お願いでございます。
○平田　下水汚泥も含めたいわゆる「下水道資源」と
呼ばれるものを、今後どうやって新たに有効利用して
いくかという観点から、いろいろな会社の方もいらっ

しゃると思いますけれども、そういったところで新た
な技術革新といいますか、そういったものをどんどん
積極的に推進していただくことによって、下水道資源
が本当に持つ能力というか、ポテンシャルといったも
のがきちっと活用されるような新たな技術が出て、た
くさんの自治体で活用されるようになれば非常に嬉
しく思います。
○日浦　我々の研究では、環境部局の方から下水道部
局の方に協力のお願いに行ったのですが、県の下水道
公社の方、下水道局の方に非常に関心を持っていただ
き協力していただきました。実用化は先の話だと思い
ますが、研究は順調に進み、ありがたいことだと思っ
ています。
　もう１つ、先月、仙台市で廃棄物資源循環学会とい
うのがありまして、岩手県の方だったと思いますが、
焼却灰からのアルカリ抽出によるリン回収について
ですが、電子基板を洗浄して出る廃液は産業廃棄物と
してお金を出して処理していますが、この廃アルカリ
液を使って実験をしてみると、苛性ソーダを使ったの
と同じようにうまくでき、かなりコストが安くできそ
うだというような発表がありました。ご参考になれば
と思い紹介をさせていただきます。
○西 　下水道資源というのは工夫して活用すること
で、下水道の維持管理費の低減に寄与しますし、ひい
ては下水道が低炭素型・循環型社会の一役を担えるこ
とになると考えています。下水道というとやはり基本
は「水処理」ですが、それだけではなく、下水道資源の

活用に向けてしっかり取り組んでいただければと思い
ます。国土交通省でも皆様がそういう技術を導入いた
だけるように、B-DASHプロジェクトによって低コス
ト化と高効率化を目指した技術実証をしておりますし、
交付金での財政的な支援もしております。また、制度
的には先ほど固定価格買取制度の課題が挙がっていま
したけれども、制度面についてもできるだけ円滑に進
むよう支援させていただければと思いますので、今後
もいろいろとご相談をしていただければと思います。
○座長　我が国では「下水汚泥＝有害物」という誤っ
た認識が残念ながらいまだに多いのですが、少なくと
も今日ご参加いただいた方には下水汚泥の有用性が
ご理解いただけたのではないかと思います。
　西 さんが言われたように、下水処理場は汚れた水
をきれいにするだけの働きから、新しい21世紀型の
下水というのは下水処理場に集まってくる膨大なバ
イオマス資源を有効に取り出して活用することだと
考えます。資源の乏しい我が国にとっては、下水汚泥
というのは非常に貴重な国産資源ですので、その有効
利用を今後とも積極的に進めていく必要があるので
はないかと思っています。もし同じようなお考えの方
がいれば、日本下水道事業団も一緒に力を合わせて取
り組んでいきたいと思っていますので、今後ともよろ
しくお願いしたいと思います。
　以上をもちましてパネルディスカッションを終わら
せていただきます。どうもありがとうございました。
（了）
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■　下水汚泥の有効利用の促進に向けて

○座長　それでは、予定の時間もあと５分ぐらいにな
りましたので、パネルディスカッションを締めくくる
にあたりまして、各パネラーの皆さんに下水汚泥の有
効利用についての日ごろの思いとなど、最後に一言ず
ついただきたいと思います。まず日高さんの方から順
番にお願いします。
○日高　土木研究所での業務は、基礎研究に近いかと
思います。実際の現場の話とは少し離れてくることも
あるかとは思いますけれども、逆に独立法人の研究所
ということですので、いろいろなことに挑戦できる環
境であると感じています。特に現場で皆さんが携わっ
ておられると、ちょっとした変化の兆候や新しいアイ
ディアなど、いろいろ気づかれることも多いと思いま
す。メーカーの方では、装置開発ですぐ商品化できな
いので、なかなかやりにくいけれども、将来何か新し
いアイディアの装置開発につながる可能性があると
いうお話があるかもしれません。国の方針とか法律の
問題などがあるとは思いますが、垣根を越えた提案が
できるのが、独立法人と思っています。いろいろとア
イディアがありましたら、また何か一緒にご協力させ
ていただけるとありがたいと思いますので、今後とも
よろしくお願いします。

○石田　私は２年ぐらい前に「バイオマスキャラバ
ン」と称して、「下水処理場に生ごみとかし尿とかを
入れてエネルギーをどんどん獲得したらどうです
か。」という話を30以上の自治体の皆さんのところに
行って、いろいろご説明した経緯がございます。その
時に下水道部局だけでなく環境部局の人にも入って
いただき、いろいろ意見交換をさせていただきました
が、下水道部局の人よりも、むしろ環境部局の人の方
が興味を持ってくれた感じがしました。下水道事業も
成熟化とかいうお話が出ているのですが、考え方が保
守化しないようにお願いしたいと思います。
　また事業は日々進展していますし、社会状況も変わ
りますので、下水道事業の中でできることはいっぱい
あると思います。そういうものにどんどん積極的に取
り組んでいくことが我々の使命ではないかと思いま
す。世の中はどんどん少子高齢化が進み、このままい
けば処理場もどんどん水量が少なくなり役割が小さ
くなります。しかし、今ある施設を有効に活用しよう
と思えば、いろいろなことができるわけです。その方
策も我々は提示していますので、ぜひ積極的に新しい
ものに取り組んでいただけたらというのが私からの
お願いでございます。
○平田　下水汚泥も含めたいわゆる「下水道資源」と
呼ばれるものを、今後どうやって新たに有効利用して
いくかという観点から、いろいろな会社の方もいらっ

しゃると思いますけれども、そういったところで新た
な技術革新といいますか、そういったものをどんどん
積極的に推進していただくことによって、下水道資源
が本当に持つ能力というか、ポテンシャルといったも
のがきちっと活用されるような新たな技術が出て、た
くさんの自治体で活用されるようになれば非常に嬉
しく思います。
○日浦　我々の研究では、環境部局の方から下水道部
局の方に協力のお願いに行ったのですが、県の下水道
公社の方、下水道局の方に非常に関心を持っていただ
き協力していただきました。実用化は先の話だと思い
ますが、研究は順調に進み、ありがたいことだと思っ
ています。
　もう１つ、先月、仙台市で廃棄物資源循環学会とい
うのがありまして、岩手県の方だったと思いますが、
焼却灰からのアルカリ抽出によるリン回収について
ですが、電子基板を洗浄して出る廃液は産業廃棄物と
してお金を出して処理していますが、この廃アルカリ
液を使って実験をしてみると、苛性ソーダを使ったの
と同じようにうまくでき、かなりコストが安くできそ
うだというような発表がありました。ご参考になれば
と思い紹介をさせていただきます。
○西 　下水道資源というのは工夫して活用すること
で、下水道の維持管理費の低減に寄与しますし、ひい
ては下水道が低炭素型・循環型社会の一役を担えるこ
とになると考えています。下水道というとやはり基本
は「水処理」ですが、それだけではなく、下水道資源の

活用に向けてしっかり取り組んでいただければと思い
ます。国土交通省でも皆様がそういう技術を導入いた
だけるように、B-DASHプロジェクトによって低コス
ト化と高効率化を目指した技術実証をしておりますし、
交付金での財政的な支援もしております。また、制度
的には先ほど固定価格買取制度の課題が挙がっていま
したけれども、制度面についてもできるだけ円滑に進
むよう支援させていただければと思いますので、今後
もいろいろとご相談をしていただければと思います。
○座長　我が国では「下水汚泥＝有害物」という誤っ
た認識が残念ながらいまだに多いのですが、少なくと
も今日ご参加いただいた方には下水汚泥の有用性が
ご理解いただけたのではないかと思います。
　西 さんが言われたように、下水処理場は汚れた水
をきれいにするだけの働きから、新しい21世紀型の
下水というのは下水処理場に集まってくる膨大なバ
イオマス資源を有効に取り出して活用することだと
考えます。資源の乏しい我が国にとっては、下水汚泥
というのは非常に貴重な国産資源ですので、その有効
利用を今後とも積極的に進めていく必要があるので
はないかと思っています。もし同じようなお考えの方
がいれば、日本下水道事業団も一緒に力を合わせて取
り組んでいきたいと思っていますので、今後ともよろ
しくお願いしたいと思います。
　以上をもちましてパネルディスカッションを終わら
せていただきます。どうもありがとうございました。
（了）
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時　　間 内　　　　　容 講　　　　師（敬称略）

一
　
日
　
目

10：10 ～ 10：20 開会挨拶
（公社）日本下水道協会
 技術研究部部長　　　　植松　龍二
広島市下水道局次長　　　倉石　雅基

10：20 ～ 11：00 広島市の下水汚泥燃料化事業について
広島市下水道局 計画調整課長

平田　　茂

11：00 ～ 11：40
下水汚泥有効利用の課題と
　日本下水道事業団における取組み

日本下水道事業団 技術戦略部
 戸田技術開発分室長代理　島田　正夫

11：40 ～ 12：30 ポスター展示（民間企業）・昼休憩

12：30 ～ 13：10 下水汚泥資源利用の動向と今後の施策について
国土交通省水管理・国土保全局
 下水道部下水道企画課
 資源利用係長　　　　　　西 　里恵

13：10 ～ 13：50
下水汚泥及び有機性廃棄物の有効利用に関する
　土木研究所リサイクルチームの研究展開

（独）土木研究所
 材料資源研究グル－プ
 リサイクルチーム 主任研究員

日高　　平

14：00 ～ 14：40
エネルギー消費に関するベンチマーク指標と
　エネルギー回収技術について

（財）下水道新技術推進機構
 資源循環研究部長　　　   石田　　貴

14：40 ～ 15：20 廃石膏を用いた消化汚泥脱水ろ液からのリン回収
広島県立総合技術研究所
 保健環境センター 総括研究員

日浦　盛夫

15：30 ～ 16：45 パネルディスカッション
座長：日本下水道事業団 　島田　正夫
パネラー：講師一同

二
　
日
　
目

9：30 ～ 11：00
特別講演
「余剰脱水汚泥等の乾式アンモニア・メタン
　二段発酵による減量化及びエネルギー回収」

広島大学大学院
 先端物質科学研究科 特任教授

西尾　尚道
11：00 ～ 12：00 ポスター発表（口頭） 民間企業
12：00 ～ 12：05 閉会挨拶 （公社）日本下水道協会
12：05 ～ 13：05 昼休憩

13：05 ～ 17：00

施設見学：
　広島市西部水資源再生センター（下水汚泥固形燃料化施設等）
　広島県太田川流域東部浄化センター（ロータリーエンジン発電機と廃石膏リン回収施設等）
JR広島駅解散

※講師の役職等は発表当時のもの。

第25回下水汚泥の有効利用に関するセミナー要領

【開催趣旨】
　下水汚泥の再資源化・有効利用について、大学研究機関等における調査研究の発表、下水道事業実施都
市等における実施例や調査研究の紹介、および直面する諸課題についての参加者討議等を通じて関係者
相互の情報交換を図り、下水汚泥資源利用活動の推進に資する。

【開催日時】
平成24年11月１日（木）～２日（金）

【会場】
鯉城会館（広島市中区大手町1-5-3）

【日程】
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おしらせ

民間企業の投稿のご案内
　「再生と利用」（公益社団法人　日本下水道協会　発行）は会員並びに関連団体に向けて、下水汚泥の有効利用に
関する技術や事例等幅広い情報を発信し、一層の利用促進に寄与することを目的に発行しています。
　近年、民間企業による調査研究等が積極的に行われ、先進的かつ有用な成果が多数見受けられます。そこで、そ
れらの情報を掲載するため、投稿要領を次のとおり決めましたので、積極的な投稿をお待ちします。
投稿要領

（資格）
1 ．本誌への投稿は、原則として下水汚泥の有効利用に携わる民間企業のうち公益社団法人　日本下水道協会の会

員に限ります。ただし、共同執筆（ 4 企業以内）の場合は、同上会員以外の団体を含むことができますが、主た
る執筆者は会員団体でなければなりません。

（原稿掲載の取扱い）
2 ．原稿掲載の適否は、「再生と利用」編集委員会が決定します。

（掲載可否の判断基準）
3 ．掲載適否の主な判断基準は、次の3．1、3．2、3．3、3．4によります。

3．1　単に汚泥処理に関する投稿文でなく、下水汚泥の有効利用の促進に資するものであること。
3．2　特定の団体、製品、工法、新技術等を宣伝することを目的とした投稿文（客観的、合理的な根拠を示すこ

となく、優秀性、優位性、有効性等について具体名を挙げて記述）でないこと。
　ただし、次の場合は除く。

①特定の団体、製品、工法、新技術等の紹介が目的であっても、優秀性、優位性、有効性等の客観性かつ合
理的な根拠を明確にし、下水汚泥の有効利用の促進に資すると認められるもの。

②特定の団体、製品、工法、新技術等の名称を記述しているが、単に論文の主旨をわかりやすく伝えるため
に用いており、投稿文の趣旨とは直接関係のない場合。

3．3　特定の団体、製品、工法、新技術等を誹謗中傷する内容を含む投稿文でないこと。
3．4　その他編集委員会が適当と考える事項について適合していること。

（原稿の作成、部数、送付先等）
4 ．原稿の作成は、次のとおりとします。

4．1　査読用　複写原稿 2 部（図表、写真を含みます）
4．2　事務用　複写原稿 1 部（図表、写真を含みます）

5 ．原稿の送付先は、下記の担当に送付して下さい。
（校正）

6 ．印刷時の著者校正は、 1 回とし、著者校正時の大幅な原稿の変更は認めません。
（著作権等）

7 ．掲載した原稿の著作権は著者が保有し、編集著作権は、本会が所有します。

原稿登載区分

登載区分 原稿量（刷上り頁） 内容

研究紹介
8 頁程度（原稿制限頁数はA 4 判によ
り 1 頁2,300文字（ 1 行24文字横 2 段））

独創性があり、かつ理論的または実証的
な研究の成果

報　　告 6 頁程度（原稿制限頁数は、同上） 技術導入や経営等に関する検討・実施

　　　担当：公益社団法人　日本下水道協会　技術研究部資源利用研究課
　　　住所　〒101－0047　東京都千代田区内神田 2 －10－12（内神田すいすいビル 6 階）
　　　電話　03－6206－0679（直）　 FAX　03－6206－0796（直）
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「再生と利用」への広告掲載方依頼について
　日本下水道協会では、下水汚泥発生量の増加、埋立処分地の確保、循環型社会の構築等の課題に対して、地方自
治体における下水汚泥の効率的な処理、有効利用を推進する観点から、「再生と利用」を発行しており、下水汚泥の
有効利用に関する専門情報誌として、各方面から高い評価を得ています。本誌は地方公共団体を始めとする多くの
下水道関係者のみならず、緑農地関係者にも愛読されていることから、広告掲載は情報発信として非常に効果的で
あると思われます。
　つきましては、本誌に広告を掲載して頂きたく、下記のとおり広告掲載の募集を行います。

記

1 　発行誌の概要

発行誌名 再生と利用
仕　　様 A4判、本文・広告オフセット印刷
総 頁 数 本文　約100頁
発行形態 年 4 回発行（創刊　昭和53年）
発行部数 1,500部

配布対象

地方自治体
関係官庁（国交省、農水省等）
研究機関
関連団体（下水道、農業等）

 

2 　広告掲載料・広告寸法等

掲載場所 サイズ 刷色 広告寸法 紙質 広告掲載料
（ 1 回当り）

表 3 1 頁 4 色 縦255×横180 アート紙 150,000円
後付 1 頁 1 色 縦255×横180 金マリ菊/46.5kg 40,000円
後付 1/2頁 1 色 縦120×横180 金マリ菊/46.5kg 25,000円

※ 表 3 は指定頁になります。原則として 2 回以上の継続掲載とします。 
※ 広告掲載料は、消費税込みの金額です。
 

3 　広告申込方法及び留意事項
（1）広告掲載は、本誌の内容に沿った広告に限り行います。
（2）広告掲載のお申込みは、掲載月の40日前（ 1 月発行号に掲載希望の場合は、11月20日）までに別紙「広告掲載

申込書」に広告原稿又は流用広告原稿の写しを添付して、次の 5 に表示の申込先宛にお申し込み下さい。
（3）原稿をデータで提出する場合は、データ制作環境（使用OS、アプリケーション、フォント等）を明記のうえ、

出力見本を必ず添付して下さい。
（4）広告原稿の新規作成又は流用広告原稿の一部修正を依頼する場合は、別紙「広告掲載申込書」にレイアウト案

又は修正指示（流用広告原稿の写しに修正箇所等を明記）をそれぞれ添付して下さい。その際、書体、文字の大
きさを指定する等、原稿作成又は修正に必要な事項を明記して下さい。
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（5）広告原稿の新規作成及び流用広告原稿の一部修正費（デザイン、修正料等）は、広告掲載料とは別に実費をご
負担いただきます。

（6）本会発行の図書等に掲載した広告に限り、その原稿を流用して掲載することができます。その場合は、別紙「広
告掲載申込書」に当該図書名、掲載年月、掲載号等を明記のうえ、原稿の写しを必ず添付して下さい。

（7）広告掲載場所は、指定頁以外は原則として申し込み順とさせて頂きます。
（8）広告申込掲載期間終了後は、その旨通知いたしますが、それ以降の掲載についてご連絡ない場合、または広告

申込掲載期間中でも広告掲載料の支払いが滞った場合には、掲載を中止させて頂きます。

4 　お支払方法等
　本誌発行後、広告掲載誌をお送りするとともに、「広告掲載料」及び「広告原稿作成費（広告原稿新規作成及び
修正等の場合）」を請求させていただきますので、請求後、 1 箇月以内にお支払い願います。
　なお、送金（振込）手数料は、貴社負担にてお願いします。

5 　申込み先及び問合わせ先
　広告掲載のお申込み及びお問合わせ先は、下記の広告業務委託先までお願い致します。
　広告業務委託先　　㈱LSプランニング（担当：「再生と利用」広告係）

　　　　　　　　　　　〒135－0046　東京都江東区牡丹 2 － 2 － 3 －105
　　　　　　　　　　　　TEL．03－5621－7850 ㈹　FAX．03－5621－7851
　　　　　　　　　　　　Mail ：info@lsweb.co.jp
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きさを指定する等、原稿作成又は修正に必要な事項を明記して下さい。
（5）広告原稿の新規作成及び流用広告原稿の一部修正費（デザイン、修正料等）は、広告掲載料とは別に実費をご

負担いただきます。
（6）本会発行の図書等に掲載した広告に限り、その原稿を流用して掲載することができます。その場合は、別紙
「広告掲載申込書」に当該図書名、掲載年月、掲載号等を明記のうえ、原稿の写しを必ず添付して下さい。

（7）広告掲載場所は、指定頁以外は原則として申し込み順とさせて頂きます。
（8）広告申込掲載期間終了後は、その旨通知いたしますが、それ以降の掲載についてご連絡ない場合、または広告

申込掲載期間中でも広告掲載料の支払いが滞った場合には、掲載を中止させて頂きます。

４　お支払方法等
本誌発行後、広告掲載誌をお送りするとともに、「広告掲載料」及び「広告原稿作成費（広告原稿新規作成及

び修正等の場合）」を請求させていただきますので、請求後、１箇月以内にお支払い願います。
なお、送金（振込）手数料は、貴社負担にてお願いします。

５　申込み先及び問合わせ先
広告掲載のお申込み及びお問合わせ先は、下記の広告業務委託先までお願い致します。
広告業務委託先　　㈱LSプランニング（担当：「再生と利用」広告係）

〒135−0046　東京都江東区牡丹２−２−３−105
TEL.�03−5621−7850�㈹　FAX.�03−5621−7851
Mail :�info@lsweb.co.jp

（参考）

「再生と利用」特集企画予定

○第136号（平成24年７月発行予定）
平成24年度下水汚泥資源利用等に関する予算及び研究内容と今後の方針の解説

○第137号（平成24年10月発行予定）
下水汚泥等の建設資材としての有効利用取り組み

○第138号（平成25年１月発行予定）
次世代型のエネルギー利用

○第139号（平成25年４月発行予定）
第25回下水汚泥の有効利用に関するセミナー特集

1111111111111111111111111111111111111

（参考）

「再生と利用」特集企画予定

○第140号（平成25年 7 月発行予定）
　　　　　平成25年度下水汚泥資源利用等に関する予算及び研究内容と今後の方針の解説

○第141号（平成25年10月発行予定）
　　　　　下水汚泥と他バイオマスとの協働事例

○第142号（平成26年 1 月発行予定）
　　　　　中小規模の消化ガス発電導入事例、開発事例
　　　　　再生可能エネルギー固定価格買取制度導入事例

○第143号（平成26年 4 月発行予定）
　　　　　第26回下水汚泥の有効利用に関するセミナー特集
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「再生と利用」広告掲載申込書

公益社団法人　日本下水道協会　御中

（該当箇所にご記入及び○印を付けて下さい。）
掲 載 希 望 号 （　　　　　　　　　　　　　　　）号
掲載場所・サイズ 表 3 ・後付 1 頁・後付1/2頁 
掲 載 料 金 　　　　　　　円／回（消費税込み） 
広 告 原 稿 完全原稿（データ）　・　新規作成依頼・流用（一部修正含む） 

※広告原稿を流用（一部修正含む）できる媒体は、次の本会発行の図書等に限ります。
　　　　　　　　「下水道協会誌」（　　年　　月号）
　　　　　　　　「下水道協会会員名簿」（　　年度）
　　　　　　　　「下水道展ガイドブック」（　　年度）
　　　　　　　　「下水道研究発表会講演集」（　　回　　年度） 

掲載料納入方法 該当月納入　・　一括前納 

備 考

上記のとおり申し込みます。 

　平成　　年　　月　　日 

　　　　　　会 社　（ 団 体 ） 名 ㊞

　　　　　　住　　　　　　　　所　〒 

　　　　　　担当者所属・職・氏名 ㊞

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　FAX 

Vol.�36　No.�135　2012/4 おしらせ

（�141 ）

きさを指定する等、原稿作成又は修正に必要な事項を明記して下さい。
（5）広告原稿の新規作成及び流用広告原稿の一部修正費（デザイン、修正料等）は、広告掲載料とは別に実費をご

負担いただきます。
（6）本会発行の図書等に掲載した広告に限り、その原稿を流用して掲載することができます。その場合は、別紙
「広告掲載申込書」に当該図書名、掲載年月、掲載号等を明記のうえ、原稿の写しを必ず添付して下さい。

（7）広告掲載場所は、指定頁以外は原則として申し込み順とさせて頂きます。
（8）広告申込掲載期間終了後は、その旨通知いたしますが、それ以降の掲載についてご連絡ない場合、または広告

申込掲載期間中でも広告掲載料の支払いが滞った場合には、掲載を中止させて頂きます。

４　お支払方法等
本誌発行後、広告掲載誌をお送りするとともに、「広告掲載料」及び「広告原稿作成費（広告原稿新規作成及

び修正等の場合）」を請求させていただきますので、請求後、１箇月以内にお支払い願います。
なお、送金（振込）手数料は、貴社負担にてお願いします。

５　申込み先及び問合わせ先
広告掲載のお申込み及びお問合わせ先は、下記の広告業務委託先までお願い致します。
広告業務委託先　　㈱LSプランニング（担当：「再生と利用」広告係）

〒135−0046　東京都江東区牡丹２−２−３−105
TEL.�03−5621−7850�㈹　FAX.�03−5621−7851
Mail :�info@lsweb.co.jp

（参考）

「再生と利用」特集企画予定

○第136号（平成24年７月発行予定）
平成24年度下水汚泥資源利用等に関する予算及び研究内容と今後の方針の解説

○第137号（平成24年10月発行予定）
下水汚泥等の建設資材としての有効利用取り組み

○第138号（平成25年１月発行予定）
次世代型のエネルギー利用

○第139号（平成25年４月発行予定）
第25回下水汚泥の有効利用に関するセミナー特集

1111111111111111111111111111111111111

［広告代理店経由の場合に記入］

　　　　　　広 告 代 理 店 名 ㊞

　　　　　　住　　　　　　　　所　〒 

　　　　　　担当者所属・職・氏名 ㊞

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　FAX 



Vol. 37　No. 139　2013/4 汚泥再資源化活動

（ 109 ）

第130回「再生と利用」編集委員会

日　時：平成24年12月17日（月）
場　所：本会第１・第２会議室
出席者： 野池委員長、尾﨑、姫野、西 、内田、島田、

川崎、濱田、奥出、長谷川、北折、西本、福田
の各委員と崎野委員代理濱地氏

議　題： ①第138号「再生と利用」編集内容について
②第139号「再生と利用」編集方針（案）につ
いて
③平成25年度計画（案）について

概　要：①事務局から、資料４により第138号「再生
と利用」の編集内容の説明を行い了承され
た。主な説明では、特別寄稿の「バイオマス
事業化戦略の概要について」農林水産省に執
筆していただき、特集テーマの平成24年度
下水道革新的技術実証事業（B-DASHプロ
ジェクト）では５つの事業全てを掲載した。
②事務局から、資料５により第139号「再生
と利用」編集方針（案）について説明を行っ

汚泥再資源化活動

た。主な説明は、特集のテーマの「第25回下
水汚泥の有効利用に関するセミナー」の講演
内容を「解説」と「研究紹介」にわけて掲載
することとし、同セミナーのパネルディス
カッションの総合討議の概要を掲載するこ
ととした。
③事務局から、資料５及び資料６並びに資料
７により平成25年度計画（案）について説明
を行った。主な意見では、特集の第141号と
第142号のテーマについて、第141号では下
水汚泥と他バイオマスとの協働事例とし、第
142号は「中小規模の消化ガス発電導入事例、
開発事例」と「再生可能エネルギー固定価格
買取制度導入事例」を組み合わせることとし
た。また、消化ガス発電が続くので、太陽光
などを検討しても良いのではないかという
意見があった。
④その他の意見交換では、野池委員長よりバ
イオガス事業推進協議会が実施する、バイオ
ガス事業経営研究会の開催の紹介があった。
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「再生と利用」編集委員会委員名簿

日　　誌

（順不同・敬称略）

（25.3.1現在）

委 員 長　　日本大学大学院教授・東北大学名誉教授 野　池　達　也

委　　員　　秋田県立大学生物資源科学部教授  尾　﨑　保　夫

委　　員　　長岡技術科学大学准教授  姫　野　修　司

委　　員　　国土交通省水管理・国土保全局下水道部下水道企画課資源利用係長 西　 　里　恵

委　　員　　独立行政法人土木研究所材料資源研究グループ上席研究員（リサイクル） 内　田　　　勉

委　　員　　地方共同法人日本下水道事業団技術戦略部戸田技術開発分室長代理 島　田　正　夫

委　　員　　独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構東北農業研究センター畑作園芸研究領域長 田　村　有希博

委　　員　　独立行政法人農業環境技術研究所連携推進室長 川　崎　　　晃

委　　員　　一般財団法人日本土壌協会参与土壌部長兼広報部長 仲　谷　紀　男

委　　員　　東京都下水道局計画調整部技術開発課技術開発主査（課長補佐） 粕　谷　　　誠

委　　員　　札幌市建設局下水道施設部豊平川水処理センター管理係長 濱　田　敏　裕

委　　員　　山形市上下水道部次長兼浄化センター所長 奥　出　晃　一

委　　員　　横浜市環境創造局下水道施設部北部第一水再生センター長 長谷川　輝　彦

委　　員　　名古屋市上下水道局技術本部計画部技術管理課主査（技術開発） 北　折　康　徳

委　　員　　大阪市建設局下水道河川部水環境課担当係長 西　本　裕　二

委　　員　　広島市下水道局管理部管理課水質管理担当課長 福　田　佳　之

委　　員　　福岡市道路下水道局下水道施設部施設管理課長 崎　野　　　寛

平成24年12月17日 第130回「再生と利用」編集委員会 本会第１・第２会議室

論　　説：ヨーロッパでのリン有効利用の状況

特別寄稿： 農耕地における下水汚泥コンポストの循環利用

と課題

特　　集： 平成25年度下水汚泥資源利用等に関する予算及

び研究内容と今後の方針の解説

研究紹介：集落排水資源利活用実証事業　平成24年度概

要報告

講　　座：「りんの再利用に関する講座」開設にあたって

報　　告：長岡市生ごみメタン発酵事業

文献紹介：２編

そ  の  他：会報、行事報告、次号予告、関係団体の動き

次号予告
題名は執筆依頼の標題ですので
変更が生じることもあります( )
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下水汚泥分析方法―2007年版―

1 ．通則
1．1　適用範囲
1．2　原子量
1．3　質量及び体積
1．4　温度
1．5　試薬
1．6　機器分析法
1．7　試料
1．8　結果の表示
1．9　用語

2 ．試料の採取と調製
2．1　試料の採取
2．2　調製法

3 ．水分
3．1　加熱減量法

4 ．灰分
4．1　強熱灰化法

5 ．強熱減量
5．1　強熱灰化法

6 ．原子吸光法及びICP（誘導結合
プラズマ）発光分光分析法による
定量方法通則
6．1　要旨
6．2　金属等の測定
6．3　試薬の調製
6．4　前処理操作

7 ．原子吸光法による測定時の干渉
7．1　要旨
7．2　物理的干渉
7．3　分光学的干渉
7．4　イオン化干渉
7．5　化学的干渉
7．6　バックグラウンド吸収
7．7　準備操作
7．8　測定操作

8 ．ICP発光分光分析法による測定
時の干渉

9．25．2　水素化合物発生 
ICP発光分光分析法

9．26　セレン
9．26．3　水素化合物発生ICP発

光分光分析法
9．27　ケイ素
9．28　スズ

9．28．1　原子吸光法
9．28．2　ICP発光分光分析法

9．29　バナジウム
9．30　亜鉛

10．人為起源物質
10．1　PCB

10．1．1　ガスクロマトグラフ法
10．2　アルキル水銀化合物

10．2．1　ガスクロマトグラフ法
10．3　揮発性有機化合物

10．3．1　ガスクロマトグラフ質
量分析法

10．4　農薬類
10．4．1　有機リン農薬（EPN，
パラチオン，メチルパラチオン）
ガスクロマトグラフ法

10．4．2　農薬類　ガスクロマト
グラフ質量分析法

11．その他の試験
11．1　pH
11．2　酸素消費量
11．3　炭素・窒素比
11．4　電気伝導率
11．5　植物に対する害に関する栽

培試験の方法
【参考資料】

1 ．幼植物試験とは
2 ．融合コンポスト
付録．原子量表
巻末資料

8．1　バックグラウンド
8．2　干渉
8．3　ICP発光分光分析法準備操作
8．4　ICP発光分光分析法測定操作

付　ICP質量分析法
9 ．各成分定量法

9．1　アルミニウム
9．2　ヒ素

9．2．3　水素化合物発生 
ICP発光分光分析法

9．3　ホウ素
9．4　炭素
9．5　カルシウム
9．6　カドミウム
9．7　塩素（塩化物）
9．8　コバルト
9．9　クロム
9．10　六価クロム

9．10．1　原子吸光法
9．10．2　ICP発光分光分析法

9．11　銅
9．12　フッ素
9．13　鉄
9．14　水銀
9．15　カリウム
9．16　マグネシウム
9．17　マンガン
9．18　モリブデン
9．19　窒素
9．20　ナトリウム
9．21　ニッケル
9．22　リン
9．23　鉛
9．24　硫黄
9．25　アンチモン

9．25．1　水素化合物発生 
原子吸光法

　本書は、下水汚泥を緑農地利用するに際し、品質管理のための分析方法をまとめた1996年版を改
訂したものです。関連する肥料取締法、廃棄物の処理および清掃に関する法律および下水道法等
の法改正や分析装置を含む分析方法の進歩等をふまえ、分析項目および分析方法の見直しや充実
を図っています。
　主な改訂を目次（追加項目を下線）にて示すと、以下のとおりです。

目　　　次

―下水汚泥の緑農地利用における良質な製品の提供・円滑な流通を図るため―

2008.1発行　A4版（270頁）　価格5,500円　会員価格4,500円
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編 集 後 記
■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　

　本号の巻頭言では、新潟県初の消化ガス発電の導入

について新潟市の下水道部長から投稿いただいてお

ります。最近の下水道業界紙等には、新潟県では他に

も柏崎市での消化ガス発電の稼働、新潟県流域下水道

での平成26年度の小型消化ガス発電の導入、前橋市

や滋賀県での汚泥固形燃料化事業の推進など、エネル

ギー利用に関する記事が掲載されています。導入事例

が増えコスト面等の課題が少しずつ解消し、着実に有

効利用が進んでいると考えています。

　また、昨年の11月に広島市で開催しました「第25回

下水汚泥の有効利用に関するセミナー」を特集してい

ます。講師の方やご参加いただいた方にはあらためて

御礼申し上げます。特集記事を読み返しますと、下水

汚泥の処理、有効利用には危険分散の観点から一つの

手法に頼るのではなく、数種類の処理手法の確保の重

要性や、下水処理場近隣地域での需要の把握の大切さ

をあらためて認識します。国では下水汚泥エネルギー

利用に関するB-DASHを始めとした施策に取り組ま

れています。下水道関係団体や研究機関では新たな下

水汚泥有効利用につながる技術研究を進めています。

公務等の事情により参加いただけませんでした皆様に

は本号のセミナー特集を是非ご覧頂きたいと考えてお

ります。

　１月31日に東京都内で下水汚泥リサイクルに関す

る講演会を開催しました。例年に匹敵する約100名の

方が参加していただきました。最近の電力事情から今

回はエネルギー利用に重点を置いた内容としました。

国土交通省からの下水汚泥有効利用の全般に関する

話題、長岡技術科学大学からは稲わらを利用した消化

ガス量の増量の研究や小型消化ガスエンジンの開発、

山形市からは消化ガスの発電利用とコンポスト利用の

事例、愛知県からは下水汚泥の固形燃料化事業を発表

いただきました。米作が盛んな北陸地域での稲わらの

バイオガス化、市民の下水汚泥由来の肥料への関心向

上、下水処理場に隣接した石炭火力発電所など、下水

処理場の地域特性の把握が下水汚泥有効利用の鍵と

感じました。主催者としましてはこれらの研修会が少

しでも皆様の業務に役立ち、下水汚泥の有効利用の促

進となることを願っております。

　３月19日から韓国テグ広域市で開催されます

WATER KOREAに参加して参ります。WATER 

KOREAでは下水道に関する研究発表や展示会が行

われ、日本の下水道展に似た大きな行事です。韓国

でも下水汚泥の発生量が年々増加しており、その処

理処分が大きな課題の一つになっています。下水汚

泥有効利用に関する日本の新しい取り組み事例を報

告し、韓国の汚泥処理の方向性などの情報を吸収し、

今後発信していきたいと考えております。

（HY）
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日誌・次号予告・編集委員会委員名簿、編集後記
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